
一
頁

○
総
務
省
告
示
第
四
百
二
十
九
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
周
波
数
割
当
計
画
（
平

成
二
十
四
年
総
務
省
告
示
第
四
百
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
八
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

第
２
の
第
１
表
中

固
定

固
定

公
共

業
務

用

「

5
2
7
5
-
5
4
5
0

5
2
7
5
-
5
4
5
0

移
動

航
空

移
動

を
除

く
移

動
航

空
移

動
を

除
放

送
事

業
用

（

）

（

。

」

く
一

般
業

務
用

）

。

固
定

固
定

公
共

業
務

用

「

5
2
7
5
-
5
3
5
1
.
5

5
2
7
5
-
5
4
5
0

移
動

航
空

移
動

を
除

く
移

動
航

空
移

動
を

除
放

送
事

業
用

（

）

（

。

固
定

く
一

般
業

務
用

5
3
5
1
.
5
-
5
3
6
6
.
5

）

。

（

）

移
動

航
空

移
動

を
除

く
。

5
.
1
3
3
B

ア
マ

チ
ュ

ア

固
定

5
3
6
6
.
5
-
5
4
5
0

をに



二
頁 」

移
動

航
空

移
動

を
除

く

（

）

。

改
め
る
。

第
２
の
第
２
表
中

固
定

移
動

公
共

業
務

用
放

送
事

業
用

で
の

使
用

は
ラ

ジ

「

4
4
-
4
7

4
4
-
5
0

、

移
動

放
送

事
業

用
オ

マ
イ

ク
用

と
す

る
。

一
般

業
務

用

5
.
1
6
2

5
.
1
6
2
A

4
7
-
6
8

4
7
-
5
0

4
7
-
5
0

放
送

固
定

固
定

移
動

放
送

移
動

5
.
1
6
2
A

ア
マ

チ
ュ

ア
ア

マ
チ

ュ
ア

業
務

用
5
0
-
5
4

5
0
-
5
4

ア
マ

チ
ュ

ア



三
頁

5
.
1
6
2
A

5
.
1
6
6

5
.
1
6
7

5
.
1
6
8

5
.
1
7
0

固
定

電
気

通
信

業
務

用
5
4
-
6
8

5
4
-
6
8

5
4
-
5
4
.
7
6
2
5

放
送

固
定

移
動

公
共

業
務

用

固
定

移
動

固
定

公
共

業
務

用
5
4
.
7
6
2
5
-
5
4
.
9
5
7
5

移
動

放
送

移
動

一
般

業
務

用

固
定

公
共

業
務

用
放

送
事

業
用

で
の

使
用

は
占

有
5
4
.
9
5
7
5
-
5
5
.
2
1
2
5

、

移
動

放
送

事
業

用
周

波
数

帯
幅

が
ｋ

Ｈ
ｚ

以
下

1
0
0

一
般

業
務

用
の

場
合

に
限

る
。

固
定

公
共

業
務

用
5
5
.
2
1
2
5
-
5
5
.
2
2
7
5

移
動

固
定

電
気

通
信

業
務

用
放

送
事

業
用

で
の

使
用

は
占

有
5
5
.
2
2
7
5
-
5
6
.
9
8
2
5

、

移
動

公
共

業
務

用
周

波
数

帯
幅

が
ｋ

Ｈ
ｚ

以
下

1
0
0

放
送

事
業

用
の

場
合

に
限

る
。

一
般

業
務

用

固
定

公
共

業
務

用
5
6
.
9
8
2
5
-
5
7
.
0
4
2
5

を



四
頁

移
動

固
定

公
共

業
務

用
放

送
事

業
用

で
の

使
用

は
占

有
5
7
.
0
4
2
5
-
5
7
.
8
5
2
5

、

移
動

放
送

事
業

用
周

波
数

帯
幅

が
ｋ

Ｈ
ｚ

以
下

1
0
0

一
般

業
務

用
の

場
合

に
限

る
。

固
定

公
共

業
務

用
5
7
.
8
5
2
5
-
5
7
.
8
6
7
5

移
動

固
定

電
気

通
信

業
務

用
放

送
事

業
用

で
の

使
用

は
占

有
5
7
.
8
6
7
5
-
6
0
.
5
3
7
5

、

移
動

公
共

業
務

用
周

波
数

帯
幅

が
ｋ

Ｈ
ｚ

以
下

1
0
0

放
送

事
業

用
の

場
合

に
限

る
。

一
般

業
務

用

固
定

公
共

業
務

用
6
0
.
5
3
7
5
-
6
0
.
7
9
2
5

移
動

固
定

電
気

通
信

業
務

用
放

送
事

業
用

で
の

使
用

は
占

有
6
0
.
7
9
2
5
-
6
8

、

移
動

公
共

業
務

用
周

波
数

帯
幅

が
ｋ

Ｈ
ｚ

以
下

5
.
1
6
2
A

5
.
1
6
3

1
0
0

放
送

事
業

用
の

場
合

に
限

る
5
.
1
6
4

5
.
1
6
5

。

」

5
.
1
6
9

5
.
1
7
1

5
.
1
7
2

5
.
1
6
2
A

一
般

業
務

用



五
頁

固
定

移
動

公
共

業
務

用
放

送
事

業
用

で
の

使
用

は
ラ

ジ

「

4
4
-
4
7

4
4
-
5
0

、

移
動

放
送

事
業

用
オ

マ
イ

ク
用

と
す

る
。

一
般

業
務

用

5
.
1
6
2

5
.
1
6
2
A

4
7
-
6
8

4
7
-
5
0

4
7
-
5
0

放
送

固
定

固
定

移
動

放
送

移
動

5
.
1
6
2
A

ア
マ

チ
ュ

ア
ア

マ
チ

ュ
ア

業
務

用
5
0
-
5
4

5
0
-
5
4

ア
マ

チ
ュ

ア

5
.
1
6
2
A

5
.
1
6
7

5
.
1
6
7
A

5
.
1
6
8

5
.
1
7
0



六
頁

固
定

電
気

通
信

業
務

用
5
4
-
6
8

5
4
-
6
8

5
4
-
5
4
.
7
6
2
5

放
送

固
定

移
動

公
共

業
務

用

固
定

移
動

固
定

公
共

業
務

用
5
4
.
7
6
2
5
-
5
4
.
9
5
7
5

移
動

放
送

移
動

一
般

業
務

用

固
定

公
共

業
務

用
放

送
事

業
用

で
の

使
用

は
占

有
5
4
.
9
5
7
5
-
5
5
.
2
1
2
5

、

移
動

放
送

事
業

用
周

波
数

帯
幅

が
ｋ

Ｈ
ｚ

以
下

1
0
0

一
般

業
務

用
の

場
合

に
限

る
。

固
定

公
共

業
務

用
5
5
.
2
1
2
5
-
5
5
.
2
2
7
5

移
動

固
定

電
気

通
信

業
務

用
放

送
事

業
用

で
の

使
用

は
占

有
5
5
.
2
2
7
5
-
5
6
.
9
8
2
5

、

移
動

公
共

業
務

用
周

波
数

帯
幅

が
ｋ

Ｈ
ｚ

以
下

1
0
0

放
送

事
業

用
の

場
合

に
限

る
。

一
般

業
務

用

固
定

公
共

業
務

用
5
6
.
9
8
2
5
-
5
7
.
0
4
2
5

移
動

固
定

公
共

業
務

用
放

送
事

業
用

で
の

使
用

は
占

有
5
7
.
0
4
2
5
-
5
7
.
8
5
2
5

、

に
、



七
頁

移
動

放
送

事
業

用
周

波
数

帯
幅

が
ｋ

Ｈ
ｚ

以
下

1
0
0

一
般

業
務

用
の

場
合

に
限

る
。

固
定

公
共

業
務

用
5
7
.
8
5
2
5
-
5
7
.
8
6
7
5

移
動

固
定

電
気

通
信

業
務

用
放

送
事

業
用

で
の

使
用

は
占

有
5
7
.
8
6
7
5
-
6
0
.
5
3
7
5

、

移
動

公
共

業
務

用
周

波
数

帯
幅

が
ｋ

Ｈ
ｚ

以
下

1
0
0

放
送

事
業

用
の

場
合

に
限

る
。

一
般

業
務

用

固
定

公
共

業
務

用
6
0
.
5
3
7
5
-
6
0
.
7
9
2
5

移
動

固
定

電
気

通
信

業
務

用
放

送
事

業
用

で
の

使
用

は
占

有
6
0
.
7
9
2
5
-
6
8

、

移
動

公
共

業
務

用
周

波
数

帯
幅

が
ｋ

Ｈ
ｚ

以
下

5
.
1
6
2
A

5
.
1
6
3

1
0
0

放
送

事
業

用
の

場
合

に
限

る
5
.
1
6
4

5
.
1
6
5

。

」

5
.
1
6
9

5
.
1
7
1

5
.
1
7
2

5
.
1
6
2
A

一
般

業
務

用

航
空

移
動

Ｏ
Ｒ

公
共

業
務

用

「

1
3
8
-
1
4
3
.
6

1
3
8
-
1
4
3
.
6

1
3
8
-
1
4
3
.
6

1
3
8
-
1
4
2

（

）



八
頁

航
空

移
動

Ｏ
固

定
固

定
移

動
小

電
力

業
務

用
人

・
動

物
検

知
通

報
シ

ス
テ

ム
用

（

1
4
2
-
1
4
4

Ｒ
移

動
移

動
と

し
割

当
て

は
別

表
９

－
に

）
J
5
1

1
3

、

無
線

標
定

宇
宙

研
究

宇
よ

る

（

。

（

）

1
4

宇
宙

研
究

宇
宙

か
ら

地
球

陸
上

移
動

公
共

業
務

用
二

周
波

方
式

に
よ

る
使

用
は

、

宙
か

ら
地

球
放

送
事

業
用

Ｍ
Ｈ

ｚ
帯

と
対

と
す

る
5
.
2
1
0

5
.
2
1
1

）

6
-
1
4
8

。

一
般

業
務

用
公

共
業

務
用

又
は

一
般

業
務

用
で

5
.
2
1
2

5
.
2
1
4

5
.
2
0
7

5
.
2
1
3

の
使

用
の

う
ち

消
防

用
の

無
線

1
4
3
.
6
-
1
4
3
.
6
5

1
4
3
.
6
-
1
4
3
.
6
5

1
4
3
.
6
-
1
4
3
.
6
5

、

航
空

移
動

Ｏ
固

定
固

定
局

に
よ

る
使

用
は

平
成

年
５

（

2
8

、

Ｒ
移

動
移

動
月

日
ま

で
に

限
る

）

3
1

。

宇
宙

研
究

宇
無

線
標

定
宇

宙
研

究
宇

（

（

）

（

）

宙
か

ら
地

球
宇

宙
研

究
宇

宙
か

ら
地

球

）

宙
か

ら
地

球

5
.
2
1
1

5
.
2
1
2

5
.
2
1
4

5
.
2
0
7

5
.
2
1
3

1
4
3
.
6
5
-
1
4
4

1
4
3
.
6
5
-
1
4
4

1
4
3
.
6
5
-
1
4
4

航
空

移
動

Ｏ
固

定
固

定

（

を



九
頁

Ｒ
移

動
移

動

）
無

線
標

定
宇

宙
研

究
宇（

（

）

宇
宙

研
究

宇
宙

か
ら

地
球

5
.
2
1
0

5
.
2
1
1

）

宙
か

ら
地

球

」

5
.
2
1
2

5
.
2
1
4

5
.
2
0
7

5
.
2
1
3

航
空

移
動

Ｏ
Ｒ

公
共

業
務

用

「

1
3
8
-
1
4
3
.
6

1
3
8
-
1
4
3
.
6

1
3
8
-
1
4
3
.
6

1
3
8
-
1
4
2

（

）

航
空

移
動

Ｏ
固

定
固

定
移

動
小

電
力

業
務

用
人

・
動

物
検

知
通

報
シ

ス
テ

ム
用

（

1
4
2
-
1
4
4

Ｒ
移

動
移

動
と

し
割

当
て

は
別

表
９

－
に

）

J
5
1

1
3

、

無
線

標
定

宇
宙

研
究

宇
よ

る

（

。

（

）

1
4

宇
宙

研
究

宇
宙

か
ら

地
球

陸
上

移
動

公
共

業
務

用
二

周
波

方
式

に
よ

る
使

用
は

、

宙
か

ら
地

球
放

送
事

業
用

Ｍ
Ｈ

ｚ
帯

と
対

と
す

る
5
.
2
1
0

5
.
2
1
1

）

6
-
1
4
8

。

一
般

業
務

用
5
.
2
1
2

5
.
2
1
4

5
.
2
0
7

5
.
2
1
3

1
4
3
.
6
-
1
4
3
.
6
5

1
4
3
.
6
-
1
4
3
.
6
5

1
4
3
.
6
-
1
4
3
.
6
5

航
空

移
動

Ｏ
固

定
固

定

（

Ｒ
移

動
移

動

）



一
〇
頁

宇
宙

研
究

宇
無

線
標

定
宇

宙
研

究
宇

（

（

）

（

）

宙
か

ら
地

球
宇

宙
研

究
宇

宙
か

ら
地

球

）

宙
か

ら
地

球

5
.
2
1
1

5
.
2
1
2

5
.
2
1
4

5
.
2
0
7

5
.
2
1
3

1
4
3
.
6
5
-
1
4
4

1
4
3
.
6
5
-
1
4
4

1
4
3
.
6
5
-
1
4
4

航
空

移
動

Ｏ
固

定
固

定

（

Ｒ
移

動
移

動

）

無
線

標
定

宇
宙

研
究

宇（

（

）

宇
宙

研
究

宇
宙

か
ら

地
球

5
.
2
1
0

5
.
2
1
1

）

宙
か

ら
地

球

」

5
.
2
1
2

5
.
2
1
4

5
.
2
0
7

5
.
2
1
3

移
動

小
電

力
業

務
用

人
・

動
物

検
知

通
報

シ
ス

テ
ム

用

「

1
4
6
-
1
4
8

1
4
6
-
1
4
8

1
4
6
-
1
4
8

1
4
6
-
1
4
8

固
定

ア
マ

チ
ュ

ア
ア

マ
チ

ュ
ア

と
し

割
当

て
は

別
表

９
－

に
J
5
1

1
3

、

移
動

航
空

移
固

定
よ

る

（

。

に
、



一
一
頁

（

）

1
4

動
Ｒ

を
除

移
動

陸
上

移
動

公
共

業
務

用
二

周
波

方
式

に
よ

る
使

用
は

、

く
放

送
事

業
用

Ｍ
Ｈ

ｚ
帯

と
対

と
す

る
）

2
-
1
4
4

。
。

一
般

業
務

用
公

共
業

務
用

又
は

一
般

業
務

用
で

の
使

用
の

う
ち

消
防

用
の

無
線

、

局
に

よ
る

使
用

は
平

成
年

５
2
8

、

月
日

ま
で

に
限

る
5
.
2
1
7

5
.
2
1
7

3
1

。

移
動

衛
星

地
球

か
ら

電
気

通
信

業
務

用
電

気
通

信
業

務
用

で
の

使
用

は
1
4
8
-
1
4
9
.
9

1
4
8
-
1
4
9
.
9

1
4
8
-
1
4
9
.
9

（

、

固
定

固
定

宇
宙

公
共

業
務

用
携

帯
移

動
衛

星
デ

タ
通

信
用

と
J
5
1

J
5
3

J
5
4

）

J
4
9

ー

移
動

航
空

移
移

動
す

る

（

J
5
5

。

動
Ｒ

を
除

移
動

衛
星

地
球

か
ら

宇
宙

陸
上

移
動

公
共

業
務

用
公

共
業

務
用

又
は

一
般

業
務

用
で

（

）

（

）

5
.
2
0
9

く
放

送
事

業
用

の
使

用
の

う
ち

消
防

用
の

無
線

）

。
、

移
動

衛
星

地
一

般
業

務
用

局
に

よ
る

使
用

は
平

成
年

５

（

2
8

、

球
か

ら
宇

宙
月

日
ま

で
に

限
る

）

3
1

。

5
.
2
0
9

5
.
2
1
8

5
.
2
1
9



一
二
頁

5
.
2
2
1

5
.
2
1
8

5
.
2
1
9

5
.
2
2
1

移
動

衛
星

地
球

か
ら

宇
宙

移
動

衛
星

地
球

か
ら

電
気

通
信

業
務

用
電

気
通

信
業

務
用

で
の

使
用

は
1
4
9
.
9
-
1
5
0
.
0
5

（

）

5
.
2
0
9

1
4
9
.
9
-
1
5
0
.
0
5

（

、

宇
宙

公
共

業
務

用
携

帯
移

動
衛

星
デ

タ
通

信
用

と
5
.
2
2
4
A

J
5
6

J
5
7

）

J
4
9

J
5
8

ー

無
線

航
行

衛
星

す
る

5
.
2
2
4
B

。

無
線

航
行

衛
星

公
共

業
務

用
J
5
9

一
般

業
務

用
5
.
2
2
0

5
.
2
2
2

5
.
2
2
3

陸
上

移
動

公
共

業
務

用
一

周
波

方
式

に
よ

る
使

用
に

限
る

1
5
0
.
0
5
-
1
5
3

1
5
0
.
0
5
-
1
5
4

1
5
0
.
0
5
-
1
5
4
.
4
4

固
定

固
定

放
送

事
業

用
J
5
1

。

移
動

航
空

移
移

動
一

般
業

務
用

公
共

業
務

用
又

は
一

般
業

務
用

で

（

動
を

除
く

の
使

用
の

う
ち

消
防

用
の

無
線

）

。
、

電
波

天
文

局
に

よ
る

使
用

は
平

成
年

５
2
8

、

月
日

ま
で

に
限

る
3
1

。

5
.
1
4
9

1
5
3
-
1
5
4

固
定

移
動

航
空

移

（

を



一
三
頁

動
Ｒ

を
除

（

）
）

く
。

5
.
2
2
5

気
象

援
助

1
5
4
-
1
5
6
.
4
8
7
5

1
5
4
-
1
5
6
.
4
8
7
5

1
5
4
-
1
5
6
.
4
8
7
5

固
定

固
定

固
定

陸
上

移
動

簡
易

無
線

通
信

業
務

用
割

当
て

は
別

表
７

－
１

に
よ

る
1
5
4
.
4
4
-
1
5
4
.
6
2

、

移
動

航
空

移
移

動
移

動

（

。

動
Ｒ

を
除

陸
上

移
動

公
共

業
務

用

（

）

1
5
4
.
6
2
-
1
5
4
.
7

）

J
5
1

く
。

1
5
4
.
7
-
1
5
6

1
5

陸
上

移
動

公
共

業
務

用
二

周
波

方
式

に
よ

る
使

用
は

、

Ｍ
Ｈ

ｚ
帯

と
対

と
す

J
5
1

9
.
3
-
1
6
0
.
6

る
。

海
上

移
動

電
気

通
信

業
務

用
割

当
て

は
別

表
３

－
４

及
び

別
5
.
2
2
5
A

5
.
2
2
6

5
.
2
2
6

5
.
2
2
5
A

5
.
2
2
6

1
5
6
-
1
5
6
.
7
6
2
5

、

海
上

移
動

遭
難

及
び

Ｄ
Ｓ

Ｃ
を

用
い

た
公

共
業

務
用

表
３

－
５

に
よ

る
1
5
6
.
4
8
7
5
-
1
5
6
.
5
6

（

J
1
8

J
6
0

J
6
1

。

呼
出

し
一

般
業

務
用

2
5

）

5
.
1
1
1

5
.
2
2
6

5
.
2
2
7



一
四
頁

1
5
6
.
5
6
2
5
-
1
5
6
.
7
6

1
5
6
.
5
6
2
5
-
1
5
6
.
7
6
2
5

固
定

2
5

固
定

移
動

移
動

航
空

移

（

動
Ｒ

を
除

（

）
）

く
。

」

5
.
2
2
6

5
.
2
2
5

5
.
2
2
6

移
動

小
電

力
業

務
用

人
・

動
物

検
知

通
報

シ
ス

テ
ム

用

「

1
4
6
-
1
4
8

1
4
6
-
1
4
8

1
4
6
-
1
4
8

1
4
6
-
1
4
8

固
定

ア
マ

チ
ュ

ア
ア

マ
チ

ュ
ア

と
し

割
当

て
は

別
表

９
－

に
J
5
1

1
3

、

移
動

航
空

移
固

定
よ

る

（

。

（

）

1
4

動
Ｒ

を
除

移
動

陸
上

移
動

公
共

業
務

用
二

周
波

方
式

に
よ

る
使

用
は

、

く
放

送
事

業
用

Ｍ
Ｈ

ｚ
帯

と
対

と
す

る

）

2
-
1
4
4

。
。

一
般

業
務

用
5
.
2
1
7

5
.
2
1
7

移
動

衛
星

地
球

か
ら

電
気

通
信

業
務

用
電

気
通

信
業

務
用

で
の

使
用

は
1
4
8
-
1
4
9
.
9

1
4
8
-
1
4
9
.
9

1
4
8
-
1
4
9
.
9

（

、



一
五
頁

固
定

固
定

宇
宙

公
共

業
務

用
携

帯
移

動
衛

星
デ

タ
通

信
用

と
J
5
1

J
5
3

J
5
4

）

J
4
9

ー

移
動

航
空

移
移

動
す

る
（

J
5
5

。

動
Ｒ

を
除

移
動

衛
星

地
球

か
ら

宇
宙

陸
上

移
動

公
共

業
務

用

（

）

（

）

5
.
2
0
9

く
放

送
事

業
用

）

。

移
動

衛
星

地
一

般
業

務
用

（
）

球
か

ら
宇

宙

5
.
2
0
9

5
.
2
1
8

5
.
2
1
9

5
.
2
2
1

5
.
2
1
8

5
.
2
1
9

5
.
2
2
1

移
動

衛
星

地
球

か
ら

宇
宙

移
動

衛
星

地
球

か
ら

電
気

通
信

業
務

用
電

気
通

信
業

務
用

で
の

使
用

は
1
4
9
.
9
-
1
5
0
.
0
5

（

）

5
.
2
0
9

1
4
9
.
9
-
1
5
0
.
0
5

（

、

宇
宙

公
共

業
務

用
携

帯
移

動
衛

星
デ

タ
通

信
用

と
J
5
6

）

J
4
9

ー

す
る

。

5
.
2
2
0

陸
上

移
動

公
共

業
務

用
一

周
波

方
式

に
よ

る
使

用
に

限
る

1
5
0
.
0
5
-
1
5
3

1
5
0
.
0
5
-
1
5
4

1
5
0
.
0
5
-
1
5
4
.
4
4

固
定

固
定

放
送

事
業

用
J
5
1

。



一
六
頁

移
動

航
空

移
移

動
一

般
業

務
用

（

）

動
を

除
く

。

電
波

天
文

5
.
1
4
9

1
5
3
-
1
5
4

固
定

移
動

航
空

移

（

動
Ｒ

を
除

（

）
）

く
。

5
.
2
2
5

気
象

援
助

1
5
4
-
1
5
6
.
4
8
7
5

1
5
4
-
1
5
6
.
4
8
7
5

1
5
4
-
1
5
6
.
4
8
7
5

固
定

固
定

固
定

陸
上

移
動

簡
易

無
線

通
信

業
務

用
割

当
て

は
別

表
７

－
１

に
よ

る
1
5
4
.
4
4
-
1
5
4
.
6
2

、

移
動

航
空

移
移

動
移

動

（

。

動
Ｒ

を
除

陸
上

移
動

公
共

業
務

用

（

）

1
5
4
.
6
2
-
1
5
4
.
7

）

J
5
1

く
。

に
、



一
七
頁

1
5
4
.
7
-
1
5
6

1
5

陸
上

移
動

公
共

業
務

用
二

周
波

方
式

に
よ

る
使

用
は

、

Ｍ
Ｈ

ｚ
帯

と
対

と
す

J
5
1

9
.
3
-
1
6
0
.
6

る
。

海
上

移
動

電
気

通
信

業
務

用
割

当
て

は
別

表
３

－
４

及
び

別
5
.
2
2
5
A

5
.
2
2
6

5
.
2
2
6

5
.
2
2
5
A

5
.
2
2
6

1
5
6
-
1
5
6
.
7
6
2
5

、

海
上

移
動

遭
難

及
び

Ｄ
Ｓ

Ｃ
を

用
い

た
公

共
業

務
用

表
３

－
５

に
よ

る
1
5
6
.
4
8
7
5
-
1
5
6
.
5
6

（

J
1
8

J
6
0

J
6
1

。

呼
出

し
一

般
業

務
用

2
5

）

5
.
1
1
1

5
.
2
2
6

5
.
2
2
7

1
5
6
.
5
6
2
5
-
1
5
6
.
7
6

1
5
6
.
5
6
2
5
-
1
5
6
.
7
6
2
5

固
定

2
5

固
定

移
動

移
動

航
空

移

（

動
Ｒ

を
除

（

）
）

く
。

」

5
.
2
2
6

5
.
2
2
5

5
.
2
2
6



一
八
頁

海
上

移
動

電
気

通
信

業
務

用
割

当
て

は
別

表
３

－
４

及
び

別

「

1
5
6
.
8
1
2
5
-
1
5
6
.
8
3

1
5
6
.
8
1
2
5
-
1
5
6
.
8
3

1
5
6
.
8
1
2
5
-
1
5
6
.
8
3

1
5
6
.
8
1
2
5
-
1
5
7
.
4
5

、

公
共

業
務

用
表

３
－

５
に

よ
る

7
5

7
5

7
5

J
1
8

J
6
0

J
6
1

。

海
上

移
動

海
上

移
動

海
上

移
動

一
般

業
務

用

移
動

衛
星

地
移

動
衛

星
地

移
動

衛
星

地
移

動
衛

星
地

球
か

ら
公

共
業

務
用

（

（

（

（

）

）

）

）

J
6
3

球
か

ら
宇

宙
球

か
ら

宇
宙

球
か

ら
宇

宙
宇

宙

5
.
1
1
1

5
.
2
2
6

5
.
1
1
1

5
.
2
2
6

5
.
1
1
1

5
.
2
2
6

5
.
2
2
8

5
.
2
2
8

5
.
2
2
8

1
5
6
.
8
3
7
5
-
1
6
1
.
9
6

1
5
6
.
8
3
7
5
-
1
6
1
.
9
6
2
5

固
定

移
動

航
空

移
動

を
除

公
共

業
務

用
2
5

1
5
7
.
4
5
-
1
5
9
.
3

（

固
定

移
動

く
一

般
業

務
用

J
5
1

J
6
2

）

。

（

1
5
9
.
3
-
1
6
0
.
6

1
5

移
動

航
空

移
陸

上
移

動
公

共
業

務
用

二
周

波
方

式
に

よ
る

使
用

は
、

動
を

除
く

Ｍ
Ｈ

ｚ
帯

と
対

と
す

る

）

J
5
1

4
.
7
-
1
5
6

。

。

海
上

移
動

電
気

通
信

業
務

用
電

気
通

信
業

務
用

で
の

使
用

は
国

1
6
0
.
6
-
1
6
0
.
9
7
5



一
九
頁

公
共

業
務

用
際

Ｖ
Ｈ

Ｆ
用

公
共

業
務

用
及

び
、

一
般

業
務

用
一

般
業

務
用

で
の

使
用

は
国

際
Ｖ

Ｈ
Ｆ

用
及

び
船

舶
自

動
識

別
装

置

用
と

し
割

当
て

は
別

表
３

－
４

、

に
よ

る
。

移
動

航
空

移
動

を
除

公
共

業
務

用
1
6
0
.
9
7
5
-
1
6
1
.
4
7
5

（

く
一

般
業

務
用

J
5
1

J
6
2

）

。

海
上

移
動

電
気

通
信

業
務

用
電

気
通

信
業

務
用

で
の

使
用

は
国

1
6
1
.
4
7
5
-
1
6
2
.
0
5

公
共

業
務

用
際

Ｖ
Ｈ

Ｆ
用

公
共

業
務

用
及

び
、

一
般

業
務

用
一

般
業

務
用

で
の

使
用

は
国

際
Ｖ

Ｈ
Ｆ

用
船

舶
自

動
識

別
装

置
用

、

簡
易

型
船

舶
自

動
識

別
装

置
用

、及
び

捜
索

救
助

用
位

置
指

示
送

信

装
置

用
と

し
割

当
て

は
別

表
３

、

－
４

に
よ

る
。

航
空

移
動

Ｏ
Ｒ

公
共

業
務

用

（

）

J



二
〇
頁

6
4

移
動

衛
星

地
球

か
ら

（

5
.
2
2
6

5
.
2
2
6

）

J
6
5

宇
宙

1
6
1
.
9
6
2
5
-
1
6
1
.
9
8

1
6
1
.
9
6
2
5
-
1
6
1
.
9
8

1
6
1
.
9
6
2
5
-
1
6
1
.
9
8

7
5

7
5

7
5

固
定

航
空

移
動

Ｏ
海

上
移

動

（

移
動

航
空

移
Ｒ

航
空

移
動

Ｏ

（

）

（

）

）
5
.
2
2
8
E

動
を

除
く

海
上

移
動

Ｒ
。

移
動

衛
星

地
移

動
衛

星
地

移
動

衛
星

地

（

（

（

）

）

）

球
か

ら
宇

宙
球

か
ら

宇
宙

球
か

ら
宇

宙

5
.
2
2
8
F

5
.
2
2
8
F

5
.
2
2
6

5
.
2
2
8
A

5
.
2
2
8
C

5
.
2
2
8

5
.
2
2
8
B

D
5
.
2
2
6

1
6
1
.
9
8
7
5
-
1
6
2
.
0
1

1
6
1
.
9
8
7
5
-
1
6
2
.
0
1
2
5

固
定

2
5



二
一
頁

固
定

移
動

移
動

航
空

移
（

）
動

を
除

く
。

5
.
2
2
6

5
.
2
2
9

5
.
2
2
6

1
6
2
.
0
1
2
5
-
1
6
2
.
0
3

1
6
2
.
0
1
2
5
-
1
6
2
.
0
3

1
6
2
.
0
1
2
5
-
1
6
2
.
0
3

7
5

7
5

7
5

固
定

航
空

移
動

Ｏ
海

上
移

動

（

移
動

航
空

移
Ｒ

航
空

移
動

Ｏ

（

）

（

）

）

5
.
2
2
8
E

動
を

除
く

海
上

移
動

Ｒ
。

移
動

衛
星

地
移

動
衛

星
地

移
動

衛
星

地

（

（

（

）

）

）

球
か

ら
宇

宙
球

か
ら

宇
宙

球
か

ら
宇

宙

5
.
2
2
8
F

5
.
2
2
8
F

5
.
2
2
6

5
.
2
2
8
A

5
.
2
2
8
C

5
.
2
2
8

5
.
2
2
8
B

5
.
2
2
9

D
5
.
2
2
6



二
二
頁

1
6
2
.
0
3
7
5
-
1
7
4

1
6
2
.
0
3
7
5
-
1
7
4

固
定

固
定

固
定

公
共

業
務

用
放

送
事

業
用

で
の

使
用

は
占

有
1
6
2
.
0
5
-
1
6
9

、

移
動

航
空

移
移

動
陸

上
移

動
放

送
事

業
用

周
波

数
帯

幅
が

ｋ
Ｈ

ｚ
以

下

（

J
6
6

1
0
0

動
を

除
く

一
般

業
務

用
の

場
合

に
限

る

）

。
。

移
動

公
共

業
務

用
小

電
力

業
務

用
で

の
使

用
は

補
聴

1
6
9
-
1
7
0

小
電

力
業

務
用

援
助

用
ラ

ジ
オ

マ
イ

ク
用

と
し

J
6
7

、
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般

業
務
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て
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７
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移
動
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共
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務

用
5
.
2
2
6

5
.
2
2
9

5
.
2
2
6

5
.
2
3
0

5
.
2
3
1

5
.
2
3
2

1
7
0
-
2
0
5

一
般

業
務

用
1
7
4
-
2
2
3

1
7
4
-
2
1
6

1
7
4
-
2
2
3

放
送

放
送

固
定

放
送

放
送

用
2
0
5
-
2
2
2

J
1
5

固
定

移
動

移
動
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共

業
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3
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線

航
行
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5
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2
1
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を
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5

ア
マ

チ
ュ

ア

5
.
2
3
5
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.
2
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.
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3
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.
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固
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.
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4
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4
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2
4
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動
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動

公
共

業
務

用
2
2
3
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3
-
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1
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4
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5
.
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3
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航
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.
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4
7
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.
2
5
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務
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3
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話
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３
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ル
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Ｍ
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7
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Ｈ
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、
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方
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る
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）
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務
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。
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4
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用
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5

固
定

3
1
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星

地
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1
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1
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.
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（
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5
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1
5

移
動

航
空

移
陸

上
移

動
公

共
業

務
用

二
周

波
方

式
に

よ
る

使
用

は
、

動
を

除
く

Ｍ
Ｈ
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1
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6
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上
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電
気

通
信

業
務

用
電

気
通

信
業

務
用

で
の

使
用

は
国
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6
0
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-
1
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5

公
共

業
務

用
際

Ｖ
Ｈ

Ｆ
用

公
共

業
務

用
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般

業
務

用
一

般
業

務
用

で
の

使
用

は
国

際
Ｖ

Ｈ
Ｆ
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及
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船

舶
自

動
識

別
装

置
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と
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て
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４
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く
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般
業

務
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5
1
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6
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気

通
信
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通
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業
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の

使
用
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国
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.
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-
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3
7

公
共

業
務

用
際

Ｖ
Ｈ

Ｆ
用

公
共

業
務

用
及

び
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、

一
般

業
務

用
一

般
業

務
用

で
の

使
用

は
国

際
Ｖ

Ｈ
Ｆ

用
船

舶
自

動
識

別
装

置
用

、

簡
易

型
船

舶
自

動
識

別
装

置
用
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び

捜
索
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助
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位

置
指
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送

信
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て
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４
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2
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6

5
.
2
2
6
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通
信

業
務

用
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通

信
業

務
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で
の
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は
国

1
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1
.
9
3
7
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-
1
6
1
.
9
6

1
6
1
.
9
3
7
5
-
1
6
1
.
9
6
2
5

1
6
1
.
9
3
7
5
-
1
6
1
.
9
6

固
定

海
上

移
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衛
星

地
球

公
共
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務
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Ｆ
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、
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般
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Ｖ
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A
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航
空
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星
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Ｆ
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船
舶

自
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（
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）
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、

動
を

除
く

簡
易

型
船
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.
2
2
8
A
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.
2
2
6

5
.
2
2
6

海
上

移
動

電
気

通
信

業
務

用
電

気
通

信
業

務
用

で
の

使
用

は
国

1
6
1
.
9
6
2
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-
1
6
1
.
9
8

1
6
1
.
9
6
2
5
-
1
6
1
.
9
8

1
6
1
.
9
6
2
5
-
1
6
1
.
9
8

1
6
1
.
9
6
2
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1
6
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共

業
務
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際

Ｖ
Ｈ

Ｆ
用
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務
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5
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5
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5
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定

航
空

移
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Ｏ
海

上
移
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般
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用

一
般
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の
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際

Ｖ

（

移
動

航
空
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移
動
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Ｈ

Ｆ
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自
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上

移
動
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5
.
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動

衛
星
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救

助
用

位
置

指
示

送
信

（
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（

球
か
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４
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Ｒ
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6
4

移
動

衛
星

地
球

か
ら

5
.
2
2
8
B

5
.
2
2
9

D
5
.
2
2
6

（

1
6
2
.
0
3
7
5
-
1
7
4

1
6
2
.
0
3
7
5
-
1
7
4

）

J
6
5

宇
宙

固
定

固
定

固
定

公
共

業
務

用
放

送
事

業
用

で
の

使
用

は
占

有
1
6
2
.
0
5
-
1
6
9

、

移
動

航
空

移
移

動
陸

上
移

動
放

送
事

業
用

周
波

数
帯

幅
が

ｋ
Ｈ

ｚ
以

下

（

J
6
6

1
0
0

動
を

除
く

一
般

業
務

用
の

場
合

に
限

る

）

。
。

移
動

公
共

業
務

用
小

電
力

業
務

用
で

の
使

用
は

補
聴

1
6
9
-
1
7
0

小
電

力
業

務
用

援
助

用
ラ

ジ
オ

マ
イ

ク
用

と
し

J
6
7

、

一
般

業
務

用
割

当
て

は
別

表
９

－
７

に
よ

る
。

移
動

公
共

業
務

用
5
.
2
2
6

5
.
2
2
9

5
.
2
2
6

5
.
2
3
0

5
.
2
3
1

1
7
0
-
2
0
5

一
般

業
務

用
1
7
4
-
2
2
3

1
7
4
-
2
1
6

1
7
4
-
2
2
3

放
送

放
送

固
定

放
送

放
送

用
2
0
5
-
2
2
2

J
1
5

固
定

移
動

移
動

放
送

に
、



三
三
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2
1
6
-
2
2
0

固
定

海
上

移
動

5
.
2

無
線

標
定

4
1

5
.
2
4
2

2
2
0
-
2
2
5

ア
マ

チ
ュ

ア
移

動
公

共
業

務
用

2
2
2
-
2
2
3

固
定

航
空

無
線

航
行

5
.
2
3
5

5
.
2
3
7

5
.
2
3
3

5
.
2
3
8

移
動

無
線

標
定

5
.
2
4
3

5
.
2
4
0

5
.
2
4
5

無
線

標
定

移
動

公
共

業
務

用
2
2
3
-
2
3
0

5
.
2

2
2
3
-
2
3
0

2
2
3
-
2
2
6

放
送

固
定

無
線

標
定

4
1

固
定

移
動

2
2
5
-
2
3
5

移
動

固
定

放
送

移
動

公
共

業
務

用
2
2
6
-
2
5
1

移
動

航
空

無
線

航
行

一
般

業
務

用
J
1
8

J
6
9

J
7
0



三
四
頁

無
線

標
定

5
.
2
4
3

5
.
2
4
6

5
.
2
4
7

5
.
2
5
0

2
3
0
-
2
3
5

2
3
0
-
2
3
5

固
定

固
定

移
動

移
動

航
空

無
線

航
行

5
.
2
4
7

5
.
2
5
1

5
.
2
5
2

5
.
2
5
0

固
定

2
3
5
-
2
6
7

移
動

移
動

公
共

業
務

用
2
5
1
-
2
5
3
.
8
5

一
般

業
務

用
J
6
7

移
動

小
電

力
業

務
用

コ
ド

レ
ス

電
話

用
と

し
割

当
2
5
3
.
8
5
-
2
5
5

ー

、

て
は

別
表

８
－

３
に

よ
る

。

移
動

公
共

業
務

用
2
5
5
-
2
6
2

J
6
7



三
五
頁

移
動

公
共

業
務

用
狭

帯
域

デ
ジ

タ
ル

通
信

方
式

用
と

2
6
2
-
2
6
6

し
割

当
て

は
Ｍ

Ｈ
ｚ

J
6
7

2
7
1
-
2
7
5

、

帯
と

対
の

二
周

波
方

式
に

限
る

5
.
1
1
1

5
.
1
9
9

5
.
2
5
2

5
.
2
5
4

5
.
2
5
6

。

移
動

公
共

業
務

用
5
.
2
5
6
A

2
6
6
-
2
7
1

2
6
7
-
2
7
2

J
6
7

固
定

移
動

移
動

公
共

業
務

用
狭

帯
域

デ
ジ

タ
ル

通
信

方
式

用
と

2
7
1
-
2
7
5

宇
宙

運
用

宇
宙

か
ら

地
球

し
割

当
て

は
Ｍ

Ｈ
ｚ

（

）

J
6
7

2
6
2
-
2
6
6

、

帯
と

対
の

二
周

波
方

式
に

限
る

。

5
.
2
5
4

5
.
2
5
7

2
7
2
-
2
7
3

（

）

宇
宙

運
用

宇
宙

か
ら

地
球

固
定

移
動

5
.
2
5
4

固
定

2
7
3
-
3
1
2

移
動

移
動

航
空

移
動

を
除

公
共

業
務

用
2
7
5
-
2
7
6
.
6
5

（



三
六
頁

）

く
。

航
空

移
動

公
共

業
務

用

一
般

業
務

用

移
動

電
気

通
信

業
務

用
電

気
通

信
業

務
用

で
の

使
用

は
2
7
6
.
6
5
-
2
7
7
.
9
5

、

公
共

業
務

用
無

線
呼

出
用

と
す

る
。

移
動

航
空

移
動

を
除

公
共

業
務

用
2
7
7
.
9
5
-
2
7
8
.
1
5

（）

く
。

航
空

移
動

公
共

業
務

用

一
般

業
務

用

移
動

電
気

通
信

業
務

用
電

気
通

信
業

務
用

で
の

使
用

は
2
7
8
.
1
5
-
2
7
9
.
1
5

、

公
共

業
務

用
無

線
呼

出
用

と
す

る
。

移
動

航
空

移
動

を
除

公
共

業
務

用
2
7
9
.
1
5
-
2
7
9
.
9
5

（）

く
。

航
空

移
動

公
共

業
務

用

一
般

業
務

用

移
動

電
気

通
信

業
務

用
電

気
通

信
業

務
用

で
の

使
用

は
2
7
9
.
9
5
-
2
8
7
.
9
5

、
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頁

公
共

業
務

用
無

線
呼

出
用

と
す

る
。

移
動

公
共

業
務

用
小

電
力

業
務

用
で

の
使

用
は

テ
レ

5
.
2
5
4

2
8
7
.
9
5
-
3
2
2

J
7
1

3
1
2
-
3
1
5

ー

ー

ー

固
定

小
電

力
業

務
用

メ
タ

用
テ

レ
コ

ン
ト

ロ
、

移
動

ル
用

及
び

デ
タ

伝
送

用
と

し

ー

、

移
動

衛
星

地
球

か
ら

宇
宙

割
当

て
は

別
表

９
－

１
に

よ
る

（

）

5
.
2
5
4

。

航
空

移
動

公
共

業
務

用
5
.
2
5
5

固
定

一
般

業
務

用
3
1
5
-
3
2
2

移
動

」

5
.
2
5
4

移
動

衛
星

地
球

か
ら

宇
宙

移
動

衛
星

地
球

か
ら

電
気

通
信

業
務

用

「

3
9
9
.
9
-
4
0
0
.
0
5

（

）

5
.
2
0
9

3
9
9
.
9
-
4
0
0
.
0
5

（

宇
宙

公
共

業
務

用
5
.
2
2
4
A

J
5
6

）

J
4
9

J
5
8

無
線

航
行

衛
星

無
線

航
行

衛
星

公
共

業
務

用
5
.
2
2
2

5
.
2
2
4
B

5
.
2
6

J
5
7

一
般

業
務

用
0

J
5
9

を



三
八
頁 」

5
.
2
2
0

移
動

衛
星

地
球

か
ら

宇
宙

移
動

衛
星

地
球

か
ら

電
気

通
信

業
務

用

「

3
9
9
.
9
-
4
0
0
.
0
5

（

）

5
.
2
0
9

3
9
9
.
9
-
4
0
0
.
0
5

（

宇
宙

公
共

業
務

用
J
5
6

）

J
4
9

」

5
.
2
2
0

気
象

援
助

気
象

援
助

公
共

業
務

用
ラ

ジ
オ

ゾ
ン

デ
用

及
び

気
象

用
ラ

「

4
0
3
-
4
0
6

4
0
3
-
4
0
6

固
定

一
般

業
務

用
ジ

オ
・

ロ
ボ

ッ
ト

用
と

し
割

当
、

移
動

航
空

移
動

を
除

く
て

は
別

表
－

１
に

よ
る

（

）

1
1

。
。

固
定

公
共

業
務

用
J
7
7

一
般

業
務

用

移
動

公
共

業
務

用
公

共
業

務
用

又
は

一
般

業
務

用
で

小
電

力
業

務
用

の
使

用
は

気
象

援
助

業
務

に
密

、

一
般

業
務

用
接

な
関

係
を

有
す

る
場

合
に

限
る

。小
電

力
業

務
用

で
の

使
用

は
体

内

に
、
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九
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植
込

型
医

療
用

デ
タ

伝
送

用
及

ー

び
体

内
植

込
型

医
療

用
遠

隔
計

測

用
と

し
割

当
て

は
別

表
９

－
３

、

に
よ

る
。

移
動

衛
星

地
球

か
ら

宇
宙

移
動

衛
星

地
球

か
ら

公
共

業
務

用
衛

星
位

置
指

示
無

線
標

識
用

と
し

4
0
6
-
4
0
6
.
1

（

）

4
0
6
-
4
0
6
.
1

（

宇
宙

一
般

業
務

用
割

当
て

は
Ｍ

Ｈ
ｚ

J
7
8

J
7
9

）

4
0
6
.
0
2
5

、
、

Ｍ
Ｈ

ｚ
Ｍ

Ｈ
4
0
6
.
0
2
8

4
0
6
.
0
3
7

、

ｚ
又

は
Ｍ

Ｈ
ｚ

に
限

る
5
.
2
6
6

5
.
2
6
7

4
0
6
.
0
4

。

固
定

固
定

公
共

業
務

用
4
0
6
.
1
-
4
1
0

4
0
6
.
1
-
4
0
7
.
7
8
7
5

移
動

航
空

移
動

を
除

く
陸

上
移

動
一

般
業

務
用

（

）

J
3
6

。

電
波

天
文

電
波

天
文

4
0
7
.
7
8
7
5
-
4
0
8
.
2
5

4
5

固
定

公
共

業
務

用
二

周
波

方
式

に
よ

る
使

用
は

、

J
3
6

2
.
3
8
7
5
-
4
5
2
.
7

4
5

陸
上

移
動

Ｍ
Ｈ

ｚ
帯

又
は

Ｍ
Ｈ

ｚ
帯

と
3
.
8
8
7
5
-
4
5
4
.
0
3
7
5

対
と

す
る

。

電
波

天
文

を
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頁

固
定

公
共

業
務

用
4
0
8
.
2
5
-
4
1
0

陸
上

移
動

一
般

業
務

用
J
3
6

」

5
.
1
4
9

電
波

天
文

気
象

援
助

気
象

援
助

公
共

業
務

用
ラ

ジ
オ

ゾ
ン

デ
用

及
び

気
象

用
ラ

「

4
0
3
-
4
0
6

4
0
3
-
4
0
6

固
定

一
般

業
務

用
ジ

オ
・

ロ
ボ

ッ
ト

用
と

し
割

当
、

移
動

航
空

移
動

を
除

く
て

は
別

表
－

１
に

よ
る

（

）

1
1

。
。

固
定

公
共

業
務

用
J
7
7

一
般

業
務

用

移
動

公
共

業
務

用
公

共
業

務
用

又
は

一
般

業
務

用
で

小
電

力
業

務
用

の
使

用
は

気
象

援
助

業
務

に
密

、

一
般

業
務

用
接

な
関

係
を

有
す

る
場

合
に

限
る

。小
電

力
業

務
用

で
の

使
用

は
体

内

植
込

型
医

療
用

デ
タ

伝
送

用
及

ー

び
体

内
植

込
型

医
療

用
遠

隔
計

測
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用
と

し
割

当
て

は
別

表
９

－
３

、

に
よ

る
5
.
2
6
5

。

移
動

衛
星

地
球

か
ら

宇
宙

移
動

衛
星

地
球

か
ら

公
共

業
務

用
衛

星
位

置
指

示
無

線
標

識
用

と
し

4
0
6
-
4
0
6
.
1

（

）

4
0
6
-
4
0
6
.
1

（

宇
宙

一
般

業
務

用
割

当
て

は
Ｍ

Ｈ
ｚ

J
7
8

J
7
9

）

4
0
6
.
0
2
5

、
、

Ｍ
Ｈ

ｚ
Ｍ

Ｈ
4
0
6
.
0
2
8

4
0
6
.
0
3
1

、

4
0
6
.
0
3
7

4
0
6
.
0

ｚ
Ｍ

Ｈ
ｚ

又
は

、

Ｍ
Ｈ

ｚ
に

限
る

5
.
2
6
5

5
.
2
6
6

5
.
2
6
7

4
。

固
定

固
定

公
共

業
務

用
4
0
6
.
1
-
4
1
0

4
0
6
.
1
-
4
0
7
.
7
8
7
5

移
動

航
空

移
動

を
除

く
陸

上
移

動
一

般
業

務
用

（

）

J
3
6

。

電
波

天
文

電
波

天
文

4
0
7
.
7
8
7
5
-
4
0
8
.
2
5

4
5

固
定

公
共

業
務

用
二

周
波

方
式

に
よ

る
使

用
は

、

J
3
6

2
.
3
8
7
5
-
4
5
2
.
7

4
5

陸
上

移
動

Ｍ
Ｈ

ｚ
帯

又
は

Ｍ
Ｈ

ｚ
帯

と
3
.
8
8
7
5
-
4
5
4
.
0
3
7
5

対
と

す
る

。

電
波

天
文

固
定

公
共

業
務

用
4
0
8
.
2
5
-
4
1
0

に
、
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頁

陸
上

移
動

一
般

業
務

用
J
3
6

」

5
.
1
4
9

5
.
2
6
5

電
波

天
文

固
定

放
送

事
業

用

「

4
7
0
-
7
9
0

4
7
0
-
5
1
2

4
7
0
-
5
8
5

4
7
0
-
7
1
0

放
送

放
送

固
定

放
送

放
送

用
J
3
6

J
5
2

J
9
0

J
1
5

固
定

移
動

陸
上

移
動

放
送

事
業

用
特

定
ラ

ジ
オ

マ
イ

ク
用

及
び

デ
ジ

移
動

放
送

一
般

業
務

用
タ

ル
特

定
ラ

ジ
オ

マ
イ

ク
用

と
す

る
。

放
送

電
気

通
信

業
務

用
エ

リ
ア

放
送

用
と

す
る

5
.
2
9
2

5
.
2
9
3

J
8
8

J
8
9

。

放
送

用
5
1
2
-
6
0
8

5
.
2
9
1

5
.
2
9
8

5
8
5
-
6
1
0

放
送

固
定

移
動

5
.
2
9
7

放
送

6
0
8
-
6
1
4

電
波

天
文

無
線

航
行

移
動

衛
星

航（
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（

5
.
1
4
9

5
.
3
0
5

空
移

動
衛

星

5
.
3
0
6

5
.
3
0
7

地
球

か
ら

宇
宙

）

）

6
1
0
-
8
9
0

を
除

く
。

固
定

6
1
4
-
6
9
8

5
.
3
1
3
A

放
送

移
動

5
.
3
1
7
A

固
定

移
動

放
送

5
.
2
9
3

5
.
3
0
9

5
.
3
1
1
A

6
9
8
-
8
0
6

移
動

陸
上

移
動

放
送

事
業

用
特

定
ラ

ジ
オ

マ
イ

ク
用

及
び

デ
ジ

5
.
3
1
3
B

7
1
0
-
7
1
4

一
般

業
務

用
タ

ル
特

定
ラ

ジ
オ

マ
イ

ク
用

と
す

5
.
3
1
7
A

放
送

る
。

固
定

移
動

電
気

通
信

業
務

用
携

帯
無

線
通

信
用

と
し

割
当

て
7
1
4
-
7
5
0

、

は
別

表
－

２
に

よ
る

1
0

。



四
四
頁

陸
上

移
動

公
共

業
務

用
Ｍ

Ｈ
ｚ

帯
高

度
道

路
交

通
シ

5
.
1
4
9

5
.
2
9
1
A

7
5
0
-
7
7
0

7
0
0

小
電

力
業

務
用

ス
テ

ム
用

と
し

小
電

力
業

務
用

5
.
2
9
4

5
.
2
9
6

、

一
般

業
務

用
へ

の
割

当
て

は
別

表
８

－
に

よ
5
.
3
0
0

5
.
3
0
4

1
0

る
5
.
3
0
6

5
.
3
1
1
A

。

移
動

電
気

通
信

業
務

用
電

気
通

信
業

務
用

で
の

使
用

は
携

5
.
3
1
2

5
.
3
1
2
A

7
7
0
-
8
0
6

J
9
3

放
送

事
業

用
帯

無
線

通
信

用
と

し
割

当
て

は
7
9
0
-
8
6
2

、

固
定

一
般

業
務

用
別

表
－

２
に

よ
る

1
0

。

移
動

航
空

移
放

送
事

業
用

及
び

一
般

業
務

用
で

（

動
を

除
く

の
使

用
は

平
成

年
３

月
日

）

3
1

3
1

。
、

ま
で

に
限

る
5
.
3
1
6
B

5
.
3
1
7

。

一
般

業
務

用
で

の
使

用
は

特
定

ラ
A放

送
ジ

オ
マ

イ
ク

用
及

び
デ

ジ
タ

ル
特

定
ラ

ジ
オ

マ
イ

ク
用

と
し

特
定

、

ラ
ジ

オ
マ

イ
ク

用
へ

の
割

当
て

は

7
7
9
-
7
8
8

7
9
7
-
8
0
6

Ｍ
Ｈ

ｚ
帯

及
び

Ｍ
Ｈ

ｚ
帯

に
デ

ジ
タ

ル
特

定
ラ

、



四
五
頁

5
.
2
9
3

5
.
3
0
9

7
7

ジ
オ

マ
イ

ク
用

へ
の

割
当

て
は

Ｍ
Ｈ

ｚ
帯

に
限

る
5
.
3
1
1
A

9
-
8
0
6

。

移
動

公
共

業
務

用
小

電
力

業
務

用
で

の
使

用
は

ラ
ジ

8
0
6
-
8
9
0

8
0
6
-
8
1
0

固
定

小
電

力
業

務
用

オ
マ

イ
ク

用
と

し
割

当
て

は
別

、

移
動

表
９

－
６

に
よ

る
5
.
3
1
7
A

。

放
送

移
動

電
気

通
信

業
務

用
携

帯
無

線
通

信
用

と
し

割
当

て
8
1
0
-
8
5
0

J
6
8

、

は
別

表
－

２
に

よ
る

J
6
7

1
0

。

移
動

一
般

業
務

用
Ｍ

Ｃ
Ａ

陸
上

移
動

通
信

用
及

び
デ

8
5
0
-
8
6
0

J
6
8

ジ
タ

ル
Ｍ

Ｃ
Ａ

陸
上

移
動

通
信

用
J
6
7

と
し

Ｍ
Ｈ

ｚ
帯

と
対

9
3
0
-
9
4
0

、

の
二

周
波

方
式

に
限

る
た

だ
し

。

3
0

3
1

9
0

平
成

年
３

月
日

ま
で

は
、

－
Ｍ

Ｈ
ｚ

帯
と

対
の

二
周

波
5

9
1
5

方
式

に
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
5
.
3
1
2

5
.
3
1
4

5
.
3
1
5

5
.
3
1
6

。

移
動

電
気

通
信

業
務

用
携

帯
無

線
通

信
用

と
し

割
当

て
5
.
3
1
6
A

5
.
3
1
9

8
6
0
-
8
9
5

J
6
8

、



四
六
頁

は
別

表
－

２
に

よ
る

8
6
2
-
8
9
0

J
6
7

J
9
4

1
0

。

固
定

移
動

航
空

移

（

）

動
を

除
く

。

5
.
3
1
7
A

5
.
3
2
2

5
.
1
4
9

5
.
3
0
5

放
送

5
.
3
0
6

5
.
3
0
7

5
.
3
1
9

5
.
3
2
3

5
.
3
1
7

5
.
3
1
8

5
.
3
1
1
A

5
.
3
2
0

8
9
0
-
9
4
2

8
9
0
-
9
0
2

8
9
0
-
9
4
2

固
定

固
定

固
定

移
動

電
気

通
信

業
務

用
電

気
通

信
業

務
用

で
の

使
用

は
携

8
9
5
-
9
1
5

J
6
8

J
9
5

移
動

航
空

移
移

動
航

空
移

移
動

簡
易

無
線

通
信

業
務

用
帯

無
線

通
信

用
と

し
割

当
て

は

（

（

5
.
3
1
7
A

J
6
7

、

動
を

除
く

動
を

除
く

放
送

一
般

業
務

用
別

表
－

２
に

よ
る

）

）

1
0

。
。

。

無
線

標
定

簡
易

無
線

通
信

業
務

用
で

の
使

用
5
.
3
1
7
A

5
.
3
1
7
A

放
送

無
線

標
定

は
パ

ソ
ナ

ル
無

線
用

と
し

割
5
.
3
2
2

ー

、

無
線

標
定

当
て

は
別

表
７

－
４

に
よ

る
。

簡
易

無
線

通
信

業
務

用
で

の
使

用
5
.
3
1
8

5
.
3
2
5

を



四
七
頁

は
平

成
年

月
日

ま
で

に
9
0
2
-
9
2
8

2
7

1
1

3
0

、

固
定

限
る

。

ア
マ

チ
ュ

ア
一

般
業

務
用

で
の

使
用

は
Ｍ

Ｃ
Ａ

移
動

航
空

移
陸

上
移

動
通

信
用

及
び

デ
ジ

タ
ル

（
動

を
除

く
Ｍ

Ｃ
Ａ

陸
上

移
動

通
信

用
と

し

）

。
、

割
当

て
は

－
Ｍ

Ｈ
ｚ

帯
に

5
.
3
2
5
A

9
0
5

9
1
5

無
線

標
定

限
る

も
の

と
し

－
Ｍ

Ｈ
8
5
0

8
6
0

、

ｚ
帯

と
対

の
二

周
波

方
式

に
限

る

。一
般

業
務

用
で

の
使

用
は

平
成

、

年
３

月
日

ま
で

に
限

る
5
.
1
5
0

5
.
3
2
5

3
0

3
1

。

移
動

簡
易

無
線

通
信

業
務

用
簡

易
無

線
通

信
業

務
用

へ
の

割
当

5
.
3
2
6

9
1
5
-
9
3
0

J
6
8

小
電

力
業

務
用

て
は

別
表

７
－

５
に

よ
る

9
2
8
-
9
4
2

J
6
7

、
。

固
定

一
般

業
務

用
小

電
力

業
務

用
で

の
使

用
は

テ
レ

（

ー

ー

ー

移
動

航
空

移
メ

タ
用

テ
レ

コ
ン

ト
ロ

、

動
を

除
く

ル
用

及
び

デ
タ

伝
送

用
並

び
に

）

ー

。



四
八
頁

5
.
3
1
7
A

ー

移
動

体
識

別
用

と
し

テ
レ

メ
、

無
線

標
定

タ
用

テ
レ

コ
ン

ト
ロ

ル
用

ー

ー

、

及
び

デ
タ

伝
送

用
へ

の
割

当
て

ー

は
別

表
９

－
１

に
移

動
体

識
別

、

用
へ

の
割

当
て

は
別

表
９

－
に

1
0

よ
る

。

一
般

業
務

用
の

う
ち

移
動

体
識

、

別
用

へ
の

割
当

て
は

別
表

６
－

、

２
に

よ
る

。

移
動

一
般

業
務

用
Ｍ

Ｃ
Ａ

陸
上

移
動

通
信

用
及

び
デ

9
3
0
-
9
4
0

J
6
8

ジ
タ

ル
Ｍ

Ｃ
Ａ

陸
上

移
動

通
信

用
J
6
7

と
し

Ｍ
Ｈ

ｚ
帯

と
対

8
5
0
-
8
6
0

、

の
二

周
波

方
式

に
限

る
。

固
定

放
送

事
業

用
割

当
て

は
Ｍ

Ｈ
ｚ

帯
5
.
3
2
3

5
.
3
2
5

5
.
3
2
7

9
4
0
-
9
6
0

9
5
8
-
9
6
0

、

に
限

る
9
4
2
-
9
6
0

9
4
2
-
9
6
0

9
4
2
-
9
6
0

J
6
7

J
9
4

。

固
定

固
定

固
定

使
用

は
平

成
年

月
日

ま
2
7

1
1

3
0

、



四
九
頁

移
動

航
空

移
移

動
移

動
で

に
限

る

（

5
.
3
1
7
A

5
.
3
1
7
A

。

動
を

除
く

放
送

移
動

電
気

通
信

業
務

用
電

気
通

信
業

務
用

で
の

使
用

は
携

）

J
6
8

J
9
5

J
9
6

。

簡
易

無
線

通
信

業
務

用
帯

無
線

通
信

用
と

し
割

当
て

は
5
.
3
1
7
A

、

放
送

小
電

力
業

務
用

別
表

－
２

に
よ

る
5
.
3
2
2

1
0

。

一
般

業
務

用
簡

易
無

線
通

信
業

務
用

で
の

使
用

は
移

動
体

識
別

用
と

し
割

当
て

、

は
別

表
７

－
６

に
よ

る
。

簡
易

無
線

通
信

業
務

用
小

電
力

、

業
務

用
及

び
一

般
業

務
用

で
の

使

用
は

平
成

年
３

月
日

ま
で

3
0

3
1

、

に
限

る
。

小
電

力
業

務
用

で
の

使
用

は
テ

レ

ー

ー

ー

メ
タ

用
テ

レ
コ

ン
ト

ロ
、

ル
用

及
び

デ
タ

伝
送

用
並

び
に

ー

ー

移
動

体
識

別
用

と
し

テ
レ

メ
、

タ
用

テ
レ

コ
ン

ト
ロ

ル
用

ー

ー

、
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及
び

デ
タ

伝
送

用
へ

の
割

当
て

ー

は
別

表
９

－
１

に
移

動
体

識
別

、

用
へ

の
割

当
て

は
別

表
９

－
に

1
0

よ
る

。

一
般

業
務

用
で

の
使

用
は

移
動

体

識
別

用
と

し
割

当
て

は
別

表
６

5
.
3
2
3

5
.
3
2
0

、

－
２

に
よ

る
。

航
空

無
線

航
行

航
空

無
線

航
行

公
共

業
務

用
航

空
用

Ｄ
Ｍ

Ｅ
用

タ
カ

ン
用

9
6
0
-
1
1
6
4

5
.
3
2
8

9
6
0
-
1
1
6
4

、

航
空

移
動

Ｒ
Ａ

Ｔ
Ｃ

Ｒ
Ｂ

Ｓ
用

及
び

Ａ
Ｃ

Ａ

（

）

5
.
3
2
7
A

、Ｓ
用

と
し

割
当

て
は

別
表

２
－

、

」

３
に

よ
る

。

固
定

放
送

事
業

用

「

4
7
0
-
6
9
4

4
7
0
-
5
1
2

4
7
0
-
5
8
5

4
7
0
-
7
1
0

放
送

放
送

固
定

放
送

放
送

用
J
3
6

J
5
2

J
9
0

J
1
5

固
定

移
動

陸
上

移
動

放
送

事
業

用
特

定
ラ

ジ
オ

マ
イ

ク
用

及
び

デ
ジ

5
.
2
9
6
A

移
動

放
送

一
般

業
務

用
タ

ル
特

定
ラ

ジ
オ

マ
イ

ク
用

と
す



五
一
頁

る
。

放
送

電
気

通
信

業
務

用
エ

リ
ア

放
送

用
と

す
る

5
.
2
9
2

5
.
2
9
3

J
8
8

J
8
9

。

放
送

用
5
.
2
9
5

5
1
2
-
6
0
8

5
.
2
9
1

5
.
2
9
8

5
8
5
-
6
1
0

放
送

固
定

5
.
2
9
5

5
.
2
9
7

5
.
2
9
6
A

移
動

放
送

6
0
8
-
6
1
4

電
波

天
文

無
線

航
行

移
動

衛
星

航
5
.
1
4
9

5
.
2
9
1
A

（

5
.
2
9
4

5
.
2
9
6

（

5
.
1
4
9

5
.
3
0
5

空
移

動
衛

星

5
.
3
0
0

5
.
3
0
4

5
.
3
0
6

5
.
3
0
7

地
球

か
ら

宇
宙

5
.
3
0
6

5
.
3
1
1
A

）

）

6
1
0
-
8
9
0

を
除

く
。

固
定

5
.
3
1
2

6
1
4
-
6
9
8

6
9
4
-
7
9
0

5
.
2
9
6
A

放
送

移
動

（

5
.
3
1
3
A

5
.
3
1
7

移
動

航
空

移
固

定



五
二
頁

）

A
動

を
除

く
移

動
。

放
送

5
.
3
1
2
A

5
.
3
1
7

A
5
.
2
9
3

5
.
3
0
8

5
.
3
0
8
A

5
.
3
0
9

放
送

5
.
3
1
1
A

6
9
8
-
8
0
6

移
動

陸
上

移
動

放
送

事
業

用
特

定
ラ

ジ
オ

マ
イ

ク
用

及
び

デ
ジ

5
.
3
1
7
A

7
1
0
-
7
1
4

放
送

一
般

業
務

用
タ

ル
特

定
ラ

ジ
オ

マ
イ

ク
用

と
す

固
定

る
。

移
動

電
気

通
信

業
務

用
携

帯
無

線
通

信
用

と
し

割
当

て
7
1
4
-
7
5
0

、

は
別

表
－

２
に

よ
る

1
0

。

陸
上

移
動

公
共

業
務

用
Ｍ

Ｈ
ｚ

帯
高

度
道

路
交

通
シ

7
5
0
-
7
7
0

7
0
0

小
電

力
業

務
用

ス
テ

ム
用

と
し

小
電

力
業

務
用

、

一
般

業
務

用
へ

の
割

当
て

は
別

表
８

－
に

よ
1
0

る
5
.
3
0
0

5
.
3
1
1
A

。

移
動

電
気

通
信

業
務

用
電

気
通

信
業

務
用

で
の

使
用

は
携

5
.
3
1
2

7
7
0
-
8
0
6

J
9
3



五
三
頁

放
送

事
業

用
帯

無
線

通
信

用
と

し
割

当
て

は
7
9
0
-
8
6
2

、

固
定

一
般

業
務

用
別

表
－

２
に

よ
る

1
0

。

移
動

航
空

移
放

送
事

業
用

及
び

一
般

業
務

用
で

（

動
を

除
く

の
使

用
は

平
成

年
３

月
日

）

3
1

3
1

。
、

ま
で

に
限

る
5
.
3
1
6
B

5
.
3
1
7

。

一
般

業
務

用
で

の
使

用
は

特
定

ラ
A放

送
ジ

オ
マ

イ
ク

用
及

び
デ

ジ
タ

ル
特

定
ラ

ジ
オ

マ
イ

ク
用

と
し

特
定

、

ラ
ジ

オ
マ

イ
ク

用
へ

の
割

当
て

は

7
7
9
-
7
8
8

7
9
7
-
8
0
6

Ｍ
Ｈ

ｚ
帯

及
び

Ｍ
Ｈ

ｚ
帯

に
デ

ジ
タ

ル
特

定
ラ

、

5
.
2
9
3

5
.
3
0
9

7
7

ジ
オ

マ
イ

ク
用

へ
の

割
当

て
は

Ｍ
Ｈ

ｚ
帯

に
限

る
5
.
3
1
1
A

9
-
8
0
6

。

移
動

公
共

業
務

用
小

電
力

業
務

用
で

の
使

用
は

ラ
ジ

8
0
6
-
8
9
0

8
0
6
-
8
1
0

固
定

小
電

力
業

務
用

オ
マ

イ
ク

用
と

し
割

当
て

は
別

、

移
動

表
９

－
６

に
よ

る
5
.
3
1
7
A

。



五
四
頁

放
送

移
動

電
気

通
信

業
務

用
携

帯
無

線
通

信
用

と
し

割
当

て
8
1
0
-
8
5
0

J
6
8

、

は
別

表
－

２
に

よ
る

J
6
7

1
0

。

移
動

一
般

業
務

用
Ｍ

Ｃ
Ａ

陸
上

移
動

通
信

用
及

び
デ

8
5
0
-
8
6
0

J
6
8

ジ
タ

ル
Ｍ

Ｃ
Ａ

陸
上

移
動

通
信

用
J
6
7

と
し

Ｍ
Ｈ

ｚ
帯

と
対

9
3
0
-
9
4
0

、

の
二

周
波

方
式

に
限

る
た

だ
し

。

3
0

3
1

9
0

平
成

年
３

月
日

ま
で

は
、

Ｍ
Ｈ

ｚ
帯

と
対

の
二

周
波

5
-
9
1
5

方
式

に
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る

。

移
動

電
気

通
信

業
務

用
携

帯
無

線
通

信
用

と
し

割
当

て
5
.
3
1
2

5
.
3
1
9

8
6
0
-
8
9
5

J
6
8

、

は
別

表
－

２
に

よ
る

8
6
2
-
8
9
0

J
6
7

J
9
4

1
0

。

固
定

移
動

航
空

移

（

）

動
を

除
く

。

5
.
3
1
7
A

に
、



五
五
頁

5
.
3
2
2

5
.
1
4
9

5
.
3
0
5

放
送

5
.
3
0
6

5
.
3
0
7

5
.
3
1
9

5
.
3
2
3

5
.
3
1
7

5
.
3
1
8

5
.
3
1
1
A

5
.
3
2
0

8
9
0
-
9
4
2

8
9
0
-
9
0
2

8
9
0
-
9
4
2

固
定

固
定

固
定

移
動

電
気

通
信

業
務

用
電

気
通

信
業

務
用

で
の

使
用

は
携

8
9
5
-
9
1
5

J
6
8

J
9
5

移
動

航
空

移
移

動
航

空
移

移
動

簡
易

無
線

通
信

業
務

用
帯

無
線

通
信

用
と

し
割

当
て

は

（

（

5
.
3
1
7
A

J
6
7

、

動
を

除
く

動
を

除
く

放
送

一
般

業
務

用
別

表
－

２
に

よ
る

）

）

1
0

。
。

。

無
線

標
定

簡
易

無
線

通
信

業
務

用
で

の
使

用
5
.
3
1
7
A

5
.
3
1
7
A

放
送

無
線

標
定

は
パ

ソ
ナ

ル
無

線
用

と
し

割
5
.
3
2
2

ー

、

無
線

標
定

当
て

は
別

表
７

－
４

に
よ

る
。

簡
易

無
線

通
信

業
務

用
で

の
使

用
5
.
3
1
8

5
.
3
2
5

は
平

成
年

月
日

ま
で

に
9
0
2
-
9
2
8

2
7

1
1

3
0

、

固
定

限
る

。

ア
マ

チ
ュ

ア
一

般
業

務
用

で
の

使
用

は
Ｍ

Ｃ
Ａ

移
動

航
空

移
陸

上
移

動
通

信
用

及
び

デ
ジ

タ
ル

（

動
を

除
く

Ｍ
Ｃ

Ａ
陸

上
移

動
通

信
用

と
し

）

。
、



五
六
頁

割
当

て
は

Ｍ
Ｈ

ｚ
帯

に
5
.
3
2
5
A

9
0
5
-
9
1
5

無
線

標
定

限
る

も
の

と
し

Ｍ
Ｈ

8
5
0
-
8
6
0

、

ｚ
帯

と
対

の
二

周
波

方
式

に
限

る

。一
般

業
務

用
で

の
使

用
は

平
成

、

年
３

月
日

ま
で

に
限

る
5
.
1
5
0

5
.
3
2
5

3
0

3
1

。

移
動

簡
易

無
線

通
信

業
務

用
簡

易
無

線
通

信
業

務
用

へ
の

割
当

5
.
3
2
6

9
1
5
-
9
3
0

J
6
8

小
電

力
業

務
用

て
は

別
表

７
－

５
に

よ
る

9
2
8
-
9
4
2

J
6
7

、
。

固
定

一
般

業
務

用
小

電
力

業
務

用
で

の
使

用
は

テ
レ

（

ー

ー

ー

移
動

航
空

移
メ

タ
用

テ
レ

コ
ン

ト
ロ

、

動
を

除
く

ル
用

及
び

デ
タ

伝
送

用
並

び
に

）

ー

。

5
.
3
1
7
A

ー

移
動

体
識

別
用

と
し

テ
レ

メ
、

無
線

標
定

タ
用

テ
レ

コ
ン

ト
ロ

ル
用

ー

ー

、

及
び

デ
タ

伝
送

用
へ

の
割

当
て

ー

は
別

表
９

－
１

に
移

動
体

識
別

、

用
へ

の
割

当
て

は
別

表
９

－
に

1
0



五
七
頁

よ
る

。

一
般

業
務

用
の

う
ち

移
動

体
識

、

別
用

へ
の

割
当

て
は

別
表

６
－

、

２
に

よ
る

。

移
動

一
般

業
務

用
Ｍ

Ｃ
Ａ

陸
上

移
動

通
信

用
及

び
デ

9
3
0
-
9
4
0

J
6
8

ジ
タ

ル
Ｍ

Ｃ
Ａ

陸
上

移
動

通
信

用
J
6
7

と
し

Ｍ
Ｈ

ｚ
帯

と
対

8
5
0
-
8
6
0

、

の
二

周
波

方
式

に
限

る
。

移
動

電
気

通
信

業
務

用
電

気
通

信
業

務
用

で
の

使
用

は
携

5
.
3
2
3

5
.
3
2
5

5
.
3
2
7

9
4
0
-
9
6
0

J
6
8

J
9
5

簡
易

無
線

通
信

業
務

用
帯

無
線

通
信

用
と

し
割

当
て

は
9
4
2
-
9
6
0

9
4
2
-
9
6
0

9
4
2
-
9
6
0

J
6
7

J
9
4

、

固
定

固
定

固
定

小
電

力
業

務
用

別
表

－
２

に
よ

る
1
0

。

移
動

航
空

移
移

動
移

動
一

般
業

務
用

簡
易

無
線

通
信

業
務

用
で

の
使

用

（

5
.
3
1
7
A

5
.
3
1
7
A

動
を

除
く

放
送

は
移

動
体

識
別

用
と

し
割

当
て

）

。
、

は
別

表
７

－
６

に
よ

る
5
.
3
1
7
A

。

放
送

簡
易

無
線

通
信

業
務

用
小

電
力

5
.
3
2
2

、

業
務

用
及

び
一

般
業

務
用

で
の

使



五
八
頁

用
は

平
成

年
３

月
日

ま
で

3
0

3
1

、

に
限

る
。

小
電

力
業

務
用

で
の

使
用

は
テ

レ

ー

ー

ー

メ
タ

用
テ

レ
コ

ン
ト

ロ
、

ル
用

及
び

デ
タ

伝
送

用
並

び
に

ー

ー

移
動

体
識

別
用

と
し

テ
レ

メ
、

タ
用

テ
レ

コ
ン

ト
ロ

ル
用

ー

ー

、

及
び

デ
タ

伝
送

用
へ

の
割

当
て

ー

は
別

表
９

－
１

に
移

動
体

識
別

、

用
へ

の
割

当
て

は
別

表
９

－
に

1
0

よ
る

。

一
般

業
務

用
で

の
使

用
は

移
動

体

識
別

用
と

し
割

当
て

は
別

表
６

、

－
２

に
よ

る
5
.
3
2
3

5
.
3
2
0

。

航
空

無
線

航
行

航
空

無
線

航
行

公
共

業
務

用
航

空
用

Ｄ
Ｍ

Ｅ
用

タ
カ

ン
用

9
6
0
-
1
1
6
4

5
.
3
2
8

9
6
0
-
1
1
6
4

、

航
空

移
動

Ｒ
Ａ

Ｔ
Ｃ

Ｒ
Ｂ

Ｓ
用

及
び

Ａ
Ｃ

Ａ

（

）

5
.
3
2
7
A

、



五
九
頁

Ｓ
用

と
し

割
当

て
は

別
表

２
－

、

」

5
.
3
2
8
A
A

３
に

よ
る

。

宇
宙

運
用

地
球

か
ら

宇
宙

固
定

電
気

通
信

業
務

用
エ

ン
ト

ラ
ン

ス
回

線
用

と
し

割

「

1
4
2
7
-
1
4
2
9

（

）

1
4
2
7
-
1
4
2
9

、

固
定

当
て

は
Ｍ

Ｈ
ｚ

帯
1
4
2
7
.
9
-
1
4
2
9

移
動

航
空

移
動

を
除

く
に

限
る

（

）

。
。

宇
宙

運
用

地
球

か
ら

公
共

業
務

用

（

宇
宙

一
般

業
務

用

）

移
動

航
空

移
動

を
除

電
気

通
信

業
務

用
携

帯
無

線
通

信
用

と
し

割
当

て

（

、

く
は

別
表

－
２

に
よ

る
5
.
3
3
8
A

5
.
3
4
1

）

1
0

。
。

固
定

電
気

通
信

業
務

用
エ

ン
ト

ラ
ン

ス
回

線
用

と
し

割
1
4
2
9
-
1
4
5
2

1
4
2
9
-
1
4
5
2

1
4
2
9
-
1
4
5
3

、

固
定

固
定

当
て

は
Ｍ

Ｈ
ｚ

帯
J
6
7

1
4
2
9
-
1
4
5
2
.
9

移
動

航
空

移
移

動
に

限
る

（

5
.
3
4
3

。

動
を

除
く

移
動

電
気

通
信

業
務

用
携

帯
無

線
通

信
用

と
し

割
当

て

）

。
、

は
別

表
－

２
に

よ
る

1
0

。

5
.
3
3
8
A

5
.
3
4
1



六
〇
頁

5
.
3
4
2

5
.
3
3
8
A

5
.
3
4
1

1
4
5
2
-
1
4
9
2

1
4
5
2
-
1
4
9
2

固
定

固
定

固
定

電
気

通
信

業
務

用
エ

ン
ト

ラ
ン

ス
回

線
用

と
す

る
1
4
5
3
-
1
4
5
5
.
3
5

。

移
動

航
空

移
移

動
移

動
電

気
通

信
業

務
用

携
帯

無
線

通
信

用
と

し
割

当
て

（

5
.
3
4
3

J
6
7

、

動
を

除
く

放
送

は
別

表
－

２
に

よ
る

）

5
.
3
4
5

1
0

。
。

放
送

放
送

衛
星

固
定

電
気

通
信

業
務

用
エ

ン
ト

ラ
ン

ス
回

線
用

と
し

割
5
.
3
4
5

5
.
2
0
8
B

5
.
3
4
5

1
4
5
5
.
3
5
-
1
4
7
5
.
9

、

放
送

衛
星

当
て

は
Ｍ

Ｈ
ｚ

5
.
2

J
6
7

1
4
5
5
.
3
5
-
1
4
6
2
.
9

帯
に

限
る

0
8
B

5
.
3
4
5

。

移
動

電
気

通
信

業
務

用
電

気
通

信
業

務
用

で
の

使
用

は
携

J
1
0
8

一
般

業
務

用
帯

無
線

通
信

用
と

し
割

当
て

は
、

別
表

－
２

に
よ

る
1
0

。

一
般

業
務

用
で

の
使

用
は

デ
ジ

タ

ル
Ｍ

Ｃ
Ａ

陸
上

移
動

通
信

用
と

し

割
当

て
は

Ｍ
Ｈ

1
4
5
5
.
3
5
-
1
4
6
5

、

1
5
0
3
.
3

ｚ
帯

に
限

る
も

の
と

し
、

Ｍ
Ｈ

ｚ
帯

と
対

の
二

周
波

5
-
1
5
1
3

を



六
一
頁

方
式

に
限

る
。

固
定

電
気

通
信

業
務

用
エ

ン
ト

ラ
ン

ス
回

線
用

と
し

割
5
.
3
4
1

5
.
3
4
2

5
.
3
4
1

5
.
3
4
4

1
4
7
5
.
9
-
1
5
0
1

、

当
て

は
Ｍ

Ｈ
ｚ

1
4
9
2
-
1
5
1
8

1
4
9
2
-
1
5
1
8

1
4
9
2
-
1
5
1
8

J
6
7

J
9
4

1
4
7
5
.
9
-
1
5
0
0
.
9

固
定

固
定

固
定

帯
に

限
る

。

移
動

航
空

移
移

動
移

動
移

動
電

気
通

信
業

務
用

携
帯

無
線

通
信

用
と

し
割

当
て

（

5
.
3
4
3

、

動
を

除
く

は
別

表
－

２
に

よ
る

）

1
0

。
。

固
定

電
気

通
信

業
務

用
エ

ン
ト

ラ
ン

ス
回

線
用

と
す

る
1
5
0
1
-
1
5
0
3
.
3
5

。

移
動

電
気

通
信

業
務

用
携

帯
無

線
通

信
用

と
し

割
当

て
J
6
7

J
9
4

、

は
別

表
－

２
に

よ
る

1
0

。

固
定

電
気

通
信

業
務

用
エ

ン
ト

ラ
ン

ス
回

線
用

と
し

割
1
5
0
3
.
3
5
-
1
5
1
8

、

当
て

は
Ｍ

Ｈ
ｚ

J
6
7

J
9
4

1
5
0
3
.
3
5
-
1
5
1
0
.
9

帯
に

限
る

。

移
動

電
気

通
信

業
務

用
電

気
通

信
業

務
用

で
の

使
用

は
携

J
1
0
8

一
般

業
務

用
帯

無
線

通
信

用
と

し
割

当
て

は
、

別
表

－
２

に
よ

る
1
0

。

一
般

業
務

用
で

の
使

用
は

デ
ジ

タ



六
二
頁

ル
Ｍ

Ｃ
Ａ

陸
上

移
動

通
信

用
と

し

割
当

て
は

Ｍ
Ｈ

1
5
0
3
.
3
5
-
1
5
1
3

、

1
4
5
5
.
3

ｚ
帯

に
限

る
も

の
と

し
、

Ｍ
Ｈ

ｚ
帯

と
対

の
二

周
波

5
-
1
4
6
5

」

5
.
3
4
1

5
.
3
4
2

5
.
3
4
1

5
.
3
4
4

5
.
3
4
1

方
式

に
限

る
。

宇
宙

運
用

地
球

か
ら

宇
宙

固
定

電
気

通
信

業
務

用
エ

ン
ト

ラ
ン

ス
回

線
用

と
し

割

「

1
4
2
7
-
1
4
2
9

（

）

1
4
2
7
-
1
4
2
9

、

固
定

当
て

は
Ｍ

Ｈ
ｚ

帯
1
4
2
7
.
9
-
1
4
2
9

移
動

航
空

移
動

を
除

く
に

限
る

（

）

5
.
3
4
1
A

。
。

宇
宙

運
用

地
球

か
ら

公
共

業
務

用
5
.
3
4
1
B

5
.
3
4
1
C

（

宇
宙

一
般

業
務

用

）

移
動

航
空

移
動

を
除

電
気

通
信

業
務

用
携

帯
無

線
通

信
用

と
し

割
当

て

（

、

く
は

別
表

－
２

に
よ

る
5
.
3
3
8
A

5
.
3
4
1

）

1
0

。
。

固
定

電
気

通
信

業
務

用
エ

ン
ト

ラ
ン

ス
回

線
用

と
し

割
1
4
2
9
-
1
4
5
2

1
4
2
9
-
1
4
5
2

1
4
2
9
-
1
4
7
5
.
9

、

固
定

固
定

当
て

は
Ｍ

Ｈ
ｚ

帯
J
6
7

1
4
2
9
-
1
4
6
2
.
9

移
動

航
空

移
移

動
に

限
る

（

5
.
3
4
1
B

5
.
3
4
1
C

5
.
3
4
3

。



六
三
頁

動
を

除
く

移
動
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衛

星
宇

宙
か

ら
電

気
通

信
業

務
用

）

）

）

（

移
動

航
空

移
移

動
航

空
移

ア
マ

チ
ュ

ア
地

球
公

共
業

務
用

（

（

）

動
を

除
く

動
を

除
く

移
動

固
定

衛
星

宇
宙

か
ら

電
気

通
信

業
務

用
）

）

5
.
4
3
2

3
4
5
6
-
3
6
0
0

（

。
。

地
球

公
共

業
務

用
5
.
4
3
0
A

5
.
4
3
1
A

5
.
4
3
1

5
.
4
3
2
B

J
1
5
7

）

無
線

標
定

無
線

標
定

移
動

航
空

移
動

を
除

電
気

通
信

業
務

用
携

帯
無

線
通

信
用

と
し

割
当

て
B

5
.
4

（

、

ア
マ

チ
ュ

ア
く

は
別

表
－

３
に

よ
る

3
3

）

1
0

。
。

5
.
4

無
線

標
定

3
3

5
.
2
8
2

5
.
2
8
2

5
.
4
3
2
A

3
5
0
0
-
3
6
0
0

3
5
0
0
-
3
6
0
0

固
定

固
定

固
定

衛
星

宇
固

定
衛

星
宇

（

（

）

）

宙
か

ら
地

球
宙

か
ら

地
球

移
動

航
空

移
移

動
航

空
移

（

（

）

）

動
を

除
く

動
を

除
く

。
。

に
、
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五
頁

5
.
4
3
1
B

5
.
4
3
3
A

5
.
4

5
.
4

無
線

標
定

無
線

標
定

5
.
4
3
1

3
3

3
3

固
定

衛
星

宇
宙

か
ら

電
気

通
信

業
務

用
3
6
0
0
-
4
2
0
0

3
6
0
0
-
3
7
0
0

3
6
0
0
-
3
7
0
0

3
6
0
0
-
4
2
0
0

（

固
定

固
定

固
定

地
球

公
共

業
務

用
J
1
5
8

）

固
定

衛
星

宇
固

定
衛

星
宇

固
定

衛
星

宇
移

動
電

気
通

信
業

務
用

（

（

（

）

）

）

宙
か

ら
地

球
宙

か
ら

地
球

宙
か

ら
地

球

移
動

移
動

航
空

移
移

動
航

空
移

（

（

）

）
動

を
除

く
動

を
除

く
。

。

無
線

標
定

5
.
4
3
4

5
.
4

無
線

標
定

3
3

5
.
4
3
5

3
7
0
0
-
4
2
0
0

固
定

（

）

固
定

衛
星

宇
宙

か
ら

地
球

（

）

移
動

航
空

移
動

を
除

く
。
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航
空

移
動

Ｒ
航

空
移

動
Ｒ

公
共

業
務

用
4
2
0
0
-
4
4
0
0

（

）

5
.
4
3
6

4
2
0
0
-
4
4
0
0

（

）

J
1
5

航
空

無
線

航
行

一
般

業
務

用
5
.
4
3
8

J
1
5
9

9
A

J
1
6
0

航
空

無
線

航
行

地
球

探
査

衛
星

受
動

（

）

」

5
.
4
3
7

5
.
4
3
9

5
.
4
4
0

（

）

宇
宙

研
究

受
動

固
定

移
動

電
気

通
信

業
務

用

「

4
8
0
0
-
4
9
9
0

4
8
0
0
-
4
9
0
0

J
1
6
2

移
動

電
波

天
文

5
.
4
4
0
A

5
.
4
4
2

J
3
6

電
波

天
文

移
動

電
気

通
信

業
務

用
５

Ｇ
Ｈ

ｚ
帯

無
線

ア
ク

セ
ス

シ
ス

4
9
0
0
-
5
0
0
0

J
1
6
2

J
3
6

J
1
0
6

1
1

公
共

業
務

用
テ

ム
用

と
し

割
当

て
は

別
表

、

放
送

事
業

用
－

２
に

よ
る

5
.
1
4
9

5
.
3
3
9

5
.
4
4
3

。

固
定

小
電

力
業

務
用

4
9
9
0
-
5
0
0
0

移
動

航
空

移
動

を
除

く
一

般
業

務
用

（

）

。

電
波

天
文

電
波

天
文

（

）

宇
宙

研
究

受
動

を



七
七
頁 」

5
.
1
4
9

「

固
定

移
動

電
気

通
信

業
務

用
4
8
0
0
-
4
9
9
0

4
8
0
0
-
4
9
0
0

J
1
6
2

移
動

電
波

天
文

5
.
4
4
0
A

5
.
4
4
1
A

5
.
4
4
1
B

5
.
4

J
3
6

移
動

電
気

通
信

業
務

用
５

Ｇ
Ｈ

ｚ
帯

無
線

ア
ク

セ
ス

シ
ス

4
2

4
9
0
0
-
5
0
0
0

J
1
6
2

J
3
6

J
1
0
6

1
1

電
波

天
文

公
共

業
務

用
テ

ム
用

と
し

割
当

て
は

別
表

、

放
送

事
業

用
－

２
に

よ
る

。

小
電

力
業

務
用

5
.
1
4
9

5
.
3
3
9

5
.
4
4
3

固
定

一
般

業
務

用
4
9
9
0
-
5
0
0
0

移
動

航
空

移
動

を
除

く
電

波
天

文

（

）

。

電
波

天
文

（

）

宇
宙

研
究

受
動

」

5
.
1
4
9

「

に
、
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航
空

移
動

固
定

衛
星

地
球

か
ら

電
気

通
信

業
務

用
5
0
9
1
-
5
1
5
0

5
.
4
4
4
B

5
0
9
1
-
5
1
5
0

（

航
空

移
動

衛
星

Ｒ
宇

宙
公

共
業

務
用

（

）

5
.
4
4
3
A
A

J
1
6
7

）

J
1
6
8

航
空

無
線

航
行

航
空

移
動

公
共

業
務

用
J
1
6
6（

）

航
空

移
動

衛
星

Ｒ

J
1
6
3

」

5
.
4
4
4

5
.
4
4
4
A

航
空

無
線

航
行

固
定

衛
星

地
球

か
ら

宇
宙

固
定

衛
星

地
球

か
ら

電
気

通
信

業
務

用

「

5
0
9
1
-
5
1
5
0

（

）
5
.
4
4
4
A

5
0
9
1
-
5
1
5
0

（

航
空

移
動

宇
宙

公
共

業
務

用
5
.
4
4
4
B

J
1
6
7

）

J
1
6
8

航
空

移
動

衛
星

Ｒ
航

空
移

動
公

共
業

務
用

（

）

5
.
4
4
3
A
A

J
1
6
6（

）

航
空

無
線

航
行

航
空

移
動

衛
星

Ｒ

J
1
6
3

」

5
.
4
4
4

航
空

無
線

航
行

移
動

公
共

業
務

用

「

5
7
2
5
-
5
8
3
0

5
7
2
5
-
5
8
3
0

5
7
2
5
-
5
7
7
0

固
定

衛
星

地
無

線
標

定
一

般
業

務
用

（

J
3
7

に
、

を
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球
か

ら
宇

宙
ア

マ
チ

ュ
ア

無
線

標
定

公
共

業
務

用

）

無
線

標
定

ア
マ

チ
ュ

ア
ア

マ
チ

ュ
ア

業
務

用

ア
マ

チ
ュ

ア
移

動
公

共
業

務
用

公
共

業
務

用
又

は
一

般
業

務
用

の
5
7
7
0
-
5
8
5
0

小
電

力
業

務
用

う
ち

狭
域

通
信

シ
ス

テ
ム

の
基

J
3
7

、

一
般

業
務

用
地

局
へ

の
割

当
て

は
別

表
－

5
.
1
5
0

5
.
4
5
1

1
1

、

３
に

よ
る

5
.
4
5
3

5
.
4
5
5

。

小
電

力
業

務
用

で
の

使
用

は
狭

域
5
.
4
5
6

5
.
1
5
0

5
.
4
5
3

5
.
4
5
5

通
信

シ
ス

テ
ム

用
と

し
割

当
て

5
8
3
0
-
5
8
5
0

5
8
3
0
-
5
8
5
0

、

固
定

衛
星

地
無

線
標

定
は

別
表

８
－

８
及

び
別

表
８

－
９

（

球
か

ら
宇

宙
ア

マ
チ

ュ
ア

に
よ

る

）

。

無
線

標
定

ア
マ

チ
ュ

ア
衛

星
宇

宙
か

ら
地

球
無

線
標

定
公

共
業

務
用

（

）

ア
マ

チ
ュ

ア
ア

マ
チ

ュ
ア

ア
マ

チ
ュ

ア
業

務
用

J
1
8
5

ア
マ

チ
ュ

ア
衛

星
宇

宙
か

ら

（
）

地
球

を
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5
.
1
5
0

5
.
4
5
1

5
.
4
5
3

5
.
4
5
5

」

5
.
4
5
6

5
.
1
5
0

5
.
4
5
3

5
.
4
5
5

移
動

公
共

業
務

用

「

5
7
2
5
-
5
8
3
0

5
7
2
5
-
5
8
3
0

5
7
2
5
-
5
7
7
0

固
定

衛
星

地
無

線
標

定
一

般
業

務
用

（

J
3
7

球
か

ら
宇

宙
ア

マ
チ

ュ
ア

無
線

標
定

公
共

業
務

用

）

無
線

標
定

ア
マ

チ
ュ

ア
ア

マ
チ

ュ
ア

業
務

用

ア
マ

チ
ュ

ア
移

動
公

共
業

務
用

公
共

業
務

用
又

は
一

般
業

務
用

の
5
7
7
0
-
5
8
5
0

小
電

力
業

務
用

う
ち

狭
域

通
信

シ
ス

テ
ム

の
基

J
3
7

、

一
般

業
務

用
地

局
へ

の
割

当
て

は
別

表
－

5
.
1
5
0

5
.
4
5
1

1
1

、

３
に

よ
る

5
.
4
5
3

5
.
4
5
5

5
.
1
5
0

5
.
4
5
3

5
.
4
5
5

。

小
電

力
業

務
用

で
の

使
用

は
狭

域
5
8
3
0
-
5
8
5
0

5
8
3
0
-
5
8
5
0

固
定

衛
星

地
無

線
標

定
通

信
シ

ス
テ

ム
用

と
し

割
当

て

（

、

球
か

ら
宇

宙
ア

マ
チ

ュ
ア

は
別

表
８

－
８

及
び

別
表

８
－

９

）

無
線

標
定

ア
マ

チ
ュ

ア
衛

星
宇

宙
か

ら
地

球
に

よ
る

（

）

。

に
、
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ア
マ

チ
ュ

ア
無

線
標

定
公

共
業

務
用

ア
マ

チ
ュ

ア
衛

ア
マ

チ
ュ

ア
ア

マ
チ

ュ
ア

業
務

用
J
1
8
5

星
宇

宙
か

ら

（
）

地
球

5
.
1
5
0

5
.
4
5
1

」

5
.
4
5
3

5
.
4
5
5

5
.
1
5
0

5
.
4
5
3

5
.
4
5
5

固
定

固
定

電
気

通
信

業
務

用

「

5
9
2
5
-
6
7
0
0

5
.
4
5
7

5
9
2
5
-
6
4
2
5

固
定

衛
星

地
球

か
ら

宇
宙

固
定

衛
星

地
球

か
ら

電
気

通
信

業
務

用

（

）

5
.
4
5
7
A

（

宇
宙

公
共

業
務

用
5
.
4
5
7
B

）

J
1
8
6

移
動

固
定

電
気

通
信

業
務

用
5
.
4
5
7
C

6
4
2
5
-
6
5
7
0

放
送

事
業

用
J
1
8
7

固
定

衛
星

地
球

か
ら

電
気

通
信

業
務

用

（

宇
宙

公
共

業
務

用

）

移
動

放
送

事
業

用
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頁

固
定

電
気

通
信

業
務

用
5
.
1
4
9

5
.
4
4
0

5
.
4
5
8

6
5
7
0
-
6
8
7
0

固
定

公
共

業
務

用
6
7
0
0
-
7
0
7
5

J
1
8
7
A

固
定

衛
星

地
球

か
ら

宇
宙

宇
宙

か
放

送
事

業
用

（

）
（

ら
地

球
一

般
業

務
用

）

5
.
4
4
1

移
動

固
定

衛
星

地
球

か
ら

電
気

通
信

業
務

用

（

宇
宙

公
共

業
務

用

）

J
1
6
1

固
定

電
気

通
信

業
務

用
6
8
7
0
-
7
0
7
5

放
送

事
業

用

固
定

衛
星

地
球

か
ら

電
気

通
信

業
務

用

（

宇
宙

公
共

業
務

用

）

J
1
6
1

」

5
.
4
5
8

5
.
4
5
8
A

5
.
4
5
8
B

5
.
4
5
8
C

移
動

放
送

事
業

用

固
定

固
定

電
気

通
信

業
務

用

「

5
9
2
5
-
6
7
0
0

5
.
4
5
7

5
9
2
5
-
6
4
2
5

固
定

衛
星

地
球

か
ら

宇
宙

固
定

衛
星

地
球

か
ら

電
気

通
信

業
務

用

（

）

5
.
4
5
7
A

（

宇
宙

公
共

業
務

用
5
.
4
5
7
B

）

J
1
8
6

移
動

固
定

電
気

通
信

業
務

用
5
.
4
5
7
C

6
4
2
5
-
6
5
7
0

を
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放
送

事
業

用
J
1
8
7

固
定

衛
星

地
球

か
ら

電
気

通
信

業
務

用

（

宇
宙

公
共

業
務

用

）

移
動

放
送

事
業

用

固
定

電
気

通
信

業
務

用
5
.
1
4
9

5
.
4
4
0

5
.
4
5
8

6
5
7
0
-
6
8
7
0

固
定

公
共

業
務

用
6
7
0
0
-
7
0
7
5

J
1
8
7
A

固
定

衛
星

地
球

か
ら

宇
宙

宇
宙

か
放

送
事

業
用

（

）
（

ら
地

球
一

般
業

務
用

）

5
.
4
4
1

移
動

固
定

衛
星

地
球

か
ら

電
気

通
信

業
務

用

（

宇
宙

公
共

業
務

用

）

J
1
6
1

固
定

電
気

通
信

業
務

用
6
8
7
0
-
7
0
7
5

放
送

事
業

用

固
定

衛
星

地
球

か
ら

電
気

通
信

業
務

用

（

宇
宙

公
共

業
務

用
）

J
1
6
1

」

5
.
4
5
8

5
.
4
5
8
A

5
.
4
5
8
B

移
動

放
送

事
業

用

「

に
、
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固
定

固
定

公
共

業
務

用
7
1
4
5
-
7
2
3
5

7
1
4
5
-
7
2
3
5

移
動

移
動

宇
宙

研
究

地
球

か
ら

宇
宙

宇
宙

研
究

地
球

か
ら

公
共

業
務

用

（

）

5
.
4
6
0

（

宇
宙

一
般

業
務

用

）

J
1
8
8

5
.
4
5
8

5
.
4
5
9

固
定

固
定

公
共

業
務

用
7
2
3
5
-
7
2
5
0

7
2
3
5
-
7
2
5
0

移
動

移
動

5
.
4
5
8

固
定

固
定

公
共

業
務

用
7
2
5
0
-
7
3
0
0

7
2
5
0
-
7
4
2
5

固
定

衛
星

宇
宙

か
ら

地
球

固
定

衛
星

宇
宙

か
ら

電
気

通
信

業
務

用

（

）

J
1
8
9

J
1
8
9
A

（

移
動

地
球

公
共

業
務

用

）
5
.
4
6
1

固
定

7
3
0
0
-
7
4
5
0

固
定

衛
星

宇
宙

か
ら

地
球

固
定

電
気

通
信

業
務

用

（

）

7
4
2
5
-
7
7
5
0

を



八
五
頁

移
動

航
空

移
動

を
除

く
公

共
業

務
用

（

）

J
1
8
7
A

J
1
8
9
B

。

放
送

事
業

用

一
般

業
務

用
5
.
4
6
1

固
定

固
定

衛
星

宇
宙

か
ら

電
気

通
信

業
務

用
7
4
5
0
-
7
5
5
0

（

固
定

衛
星

宇
宙

か
ら

地
球

地
球

公
共

業
務

用

（

）

）

（

）

気
象

衛
星

宇
宙

か
ら

地
球

（

）

移
動

航
空

移
動

を
除

く
。

5
.
4
6
1
A

固
定

7
5
5
0
-
7
7
5
0

（

）

固
定

衛
星

宇
宙

か
ら

地
球

」

移
動

航
空

移
動

を
除

く

（

）

。

固
定

固
定

公
共

業
務

用

「

7
1
4
5
-
7
1
9
0

7
1
4
5
-
7
1
9
0

移
動

移
動

宇
宙

研
究

深
宇

宙
地

球
か

ら
宇

宙
宇

宙
研

究
地

球
か

ら
公

共
業

務
用

（

）
（

（



八
六
頁

宇
宙

一
般

業
務

用

）

）

J
1
8
8

5
.
4
5
8

5
.
4
5
9

固
定

固
定

公
共

業
務

用
7
1
9
0
-
7
2
3
5

7
1
9
0
-
7
2
3
5

移
動

移
動

地
球

探
査

衛
星

地
球

か
ら

宇
宙

地
球

探
査

衛
星

地
球

公
共

業
務

用
（

）

5
.
4

（

か
ら

宇
宙

一
般

業
務

用
6
0
A

5
.
4
6
0
B

）

J
1
8
8
A

（

）
5
.
4
6
0

J
1
8
8
B

宇
宙

研
究

地
球

か
ら

宇
宙

宇
宙

研
究

地
球

か
ら

（

5
.
4
5
8

5
.
4
5
9

）

J
1
8
8

宇
宙

固
定

固
定

公
共

業
務

用
7
2
3
5
-
7
2
5
0

7
2
3
5
-
7
2
5
0

移
動

移
動

地
球

探
査

衛
星

地
球

か
ら

宇
宙

地
球

探
査

衛
星

地
球

（

）

5
.
4

（

6
0
A

）

J
1
8
8
A

か
ら

宇
宙

5
.
4
5
8



八
七
頁

固
定

固
定

公
共

業
務

用
7
2
5
0
-
7
3
0
0

7
2
5
0
-
7
4
2
5

固
定

衛
星

宇
宙

か
ら

地
球

固
定

衛
星

宇
宙

か
ら

電
気

通
信

業
務

用

（

）

J
1
8
9

J
1
8
9
A

（

移
動

地
球

公
共

業
務

用

）

5
.
4
6
1

固
定

7
3
0
0
-
7
3
7
5

（

）

固
定

衛
星

宇
宙

か
ら

地
球

（

）
移

動
航

空
移

動
を

除
く

。

5
.
4
6
1

固
定

7
3
7
5
-
7
4
5
0

固
定

衛
星

宇
宙

か
ら

地
球

固
定

電
気

通
信

業
務

用

（

）

7
4
2
5
-
7
7
5
0

移
動

航
空

移
動

を
除

く
公

共
業

務
用

（

）

J
1
8
7
A

J
1
8
9
B

。

海
上

移
動

衛
星

宇
宙

か
ら

地
球

放
送

事
業

用

（

）

5
.
4

一
般

業
務

用
6
1
A
A

5
.
4
6
1
A
B

固
定

固
定

衛
星

宇
宙

か
ら

電
気

通
信

業
務

用
7
4
5
0
-
7
5
5
0

（

に
、



八
八
頁

固
定

衛
星

宇
宙

か
ら

地
球

地
球

公
共

業
務

用

（

）

）

（

）

移
動

航
空

移
動

を
除

く
。

（

）

5
.
4

海
上

移
動

衛
星

宇
宙

か
ら

地
球

6
1
A
A

5
.
4
6
1
A
B

（

）

気
象

衛
星

宇
宙

か
ら

地
球

5
.
4
6
1
A

固
定

7
5
5
0
-
7
7
5
0

（

）

固
定

衛
星

宇
宙

か
ら

地
球

（

）

移
動

航
空

移
動

を
除

く
。

（

）

5
.
4

海
上

移
動

衛
星

宇
宙

か
ら

地
球

」

6
1
A
A

5
.
4
6
1
A
B

航
空

無
線

航
行

航
空

無
線

航
行

公
共

業
務

用

「

9
0
0
0
-
9
2
0
0

5
.
3
3
7

9
0
0
0
-
9
2
0
0

J
1
0
4

無
線

標
定

無
線

標
定

J
1
9
5



八
九
頁

5
.
4
7
1

5
.
4
7
3
A

無
線

標
定

海
上

無
線

航
行

公
共

業
務

用
捜

索
救

助
用

レ
ダ

ト
ラ

ン
ス

9
2
0
0
-
9
3
0
0

9
2
0
0
-
9
3
0
0

ー

ー

海
上

無
線

航
行

一
般

業
務

用
ポ

ン
ダ

用
と

す
る

5
.
4
7
2

J
1
9
4

。

無
線

標
定

公
共

業
務

用

5
.
4
7
3

5
.
4
7
4

無
線

航
行

海
上

無
線

航
行

公
共

業
務

用
捜

索
救

助
用

レ
ダ

ト
ラ

ン
ス

9
3
0
0
-
9
5
0
0

9
3
0
0
-
9
5
0
0

J
1
5
4

ー

ー

地
球

探
査

衛
星

能
動

一
般

業
務

用
ポ

ン
ダ

用
及

び
船

舶
無

線
航

行
用

（

）
J
1
9
7

J
1
9
8

J

宇
宙

研
究

能
動

レ
ダ

用
と

す
る

（

）

1
9
9

ー

ー

。

無
線

標
定

航
空

無
線

航
行

公
共

業
務

用
航

空
機

無
線

航
行

用
レ

ダ
用

J
1
9
6

ー

ー

一
般

業
務

用
と

す
る

。

無
線

標
定

公
共

業
務

用
5
.
4
2
7

5
.
4
7
4

5
.
4
7
5

5
.
4
7
5
A

5
.
4
7

」

5
B

5
.
4
7
6
A

一
般

業
務

用

航
空

無
線

航
行

航
空

無
線

航
行

公
共

業
務

用

「

9
0
0
0
-
9
2
0
0

5
.
3
3
7

9
0
0
0
-
9
2
0
0

J
1
0
4

無
線

標
定

無
線

標
定

J
1
9
5

を



九
〇
頁

5
.
4
7
1

5
.
4
7
3
A

海
上

無
線

航
行

海
上

無
線

航
行

公
共

業
務

用
捜

索
救

助
用

レ
ダ

ト
ラ

ン
ス

9
2
0
0
-
9
3
0
0

5
.
4
7
2

9
2
0
0
-
9
3
0
0

ー

ー

無
線

標
定

一
般

業
務

用
ポ

ン
ダ

用
と

す
る

J
1
9
4

。

地
球

探
査

衛
星

能
動

無
線

標
定

公
共

業
務

用

（

）

5
.
4
7
4
A

5
.
4

7
4
B

5
.
4
7
4
C

5
.
4
7
3

5
.
4
7
4

5
.
4
7
4
D

無
線

航
行

海
上

無
線

航
行

公
共

業
務

用
捜

索
救

助
用

レ
ダ

ト
ラ

ン
ス

9
3
0
0
-
9
5
0
0

9
3
0
0
-
9
5
0
0

J
1
5
4

ー

ー

無
線

標
定

一
般

業
務

用
ポ

ン
ダ

用
及

び
船

舶
無

線
航

行
用

J
1
9
7

J
1
9
8

J

地
球

探
査

衛
星

能
動

レ
ダ

用
と

す
る

（

）

1
9
9

ー

ー

。

宇
宙

研
究

能
動

航
空

無
線

航
行

公
共

業
務

用
航

空
機

無
線

航
行

用
レ

ダ
用

（

）

J
1
9
6

ー

ー

一
般

業
務

用
と

す
る

。

無
線

標
定

公
共

業
務

用
5
.
4
2
7

5
.
4
7
4

5
.
4
7
5

5
.
4
7
5
A

5
.
4
7

」

5
B

5
.
4
7
6
A

一
般

業
務

用

無
線

標
定

固
定

公
共

業
務

用

「

9
8
0
0
-
9
9
0
0

9
8
0
0
-
1
0
0
0
0

に
、



九
一
頁

地
球

探
査

衛
星

能
動

無
線

標
定

一
般

業
務

用

（

）

J
2
0
0

J
2
0
1

J

（

）

2
0
2

宇
宙

研
究

能
動

固
定

5
.
4
7
7

5
.
4
7
8

5
.
4
7
8
A

5
.
4
7
8
B

無
線

標
定

9
9
0
0
-
1
0
0
0
0

固
定

」

5
.
4
7
7

5
.
4
7
8

5
.
4
7
9

無
線

標
定

固
定

公
共

業
務

用

「

9
8
0
0
-
9
9
0
0

9
8
0
0
-
1
0
0
0
0

固
定

無
線

標
定

一
般

業
務

用
J
2
0
0

J
2
0
1

J

（

）

2
0
2

地
球

探
査

衛
星

能
動

（

）

宇
宙

研
究

能
動

5
.
4
7
7

5
.
4
7
8

5
.
4
7
8
A

5
.
4
7
8
B

をに



九
二
頁

無
線

標
定

9
9
0
0
-
1
0
0
0
0

（

）

5
.
4
7
4
A

5
.
4

地
球

探
査

衛
星

能
動

7
4
B

5
.
4
7
4
C

固
定

」

5
.
4
7
4
D

5
.
4
7
7

5
.
4
7
8

5
.
4
7
9

改
め
る
。

第
２
の
第
３
表
中

無
線

標
定

公
共

業
務

用

「

1
0
-
1
0
.
4
5

1
0
-
1
0
.
4
5

1
0
-
1
0
.
4
5

1
0
-
1
0
.
2
5

固
定

無
線

標
定

固
定

一
般

業
務

用
J
2
0
2

移
動

ア
マ

チ
ュ

ア
移

動
ア

マ
チ

ュ
ア

ア
マ

チ
ュ

ア
業

務
用

無
線

標
定

無
線

標
定

固
定

放
送

事
業

用
1
0
.
2
5
-
1
0
.
4
5

ア
マ

チ
ュ

ア
ア

マ
チ

ュ
ア

移
動

」

5
.
4
7
9

5
.
4
7
9

5
.
4
8
0

5
.
4
7
9

「

を



九
三
頁

無
線

標
定

公
共

業
務

用
1
0
-
1
0
.
4

1
0
-
1
0
.
4

1
0
-
1
0
.
4

1
0
-
1
0
.
2
5

固
定

無
線

標
定

固
定

一
般

業
務

用
J
2
0
2

移
動

地
球

探
査

衛
星

移
動

ア
マ

チ
ュ

ア
ア

マ
チ

ュ
ア

業
務

用

無
線

標
定

能
動

無
線

標
定

固
定

放
送

事
業

用
（

）

5
.
4

1
0
.
2
5
-
1
0
.
4
5

地
球

探
査

衛
星

地
球

探
査

衛
星

移
動

7
4
A

5
.
4
7
4
B

（

）

5
.
4

5
.
4
7
4
C

（

）

5
.
4

能
動

能
動

7
4
A

5
.
4
7
4
B

7
4
A

5
.
4
7
4
B

ア
マ

チ
ュ

ア

5
.
4
7
4
C

5
.
4
7
4
C

ア
マ

チ
ュ

ア
ア

マ
チ

ュ
ア

5
.
4
7
4
D

5
.
4
7
9

5
.
4
7
4
D

5
.
4
7
9

5
.
4
8
0

5
.
4
7
4
D

5
.
4
7
9

1
0
.
4
-
1
0
.
4
5

1
0
.
4
-
1
0
.
4
5

1
0
.
4
-
1
0
.
4
5

固
定

無
線

標
定

固
定

移
動

ア
マ

チ
ュ

ア
移

動

無
線

標
定

無
線

標
定

」

ア
マ

チ
ュ

ア
ア

マ
チ

ュ
ア

5
.
4
8
0

に
、



九
四
頁

固
定

電
気

通
信

業
務

用

「

1
0
.
7
-
1
1
.
7

1
0
.
7
-
1
1
.
7

1
0
.
7
-
1
1
.
7

固
定

固
定

公
共

業
務

用

固
定

衛
星

固
定

衛
星

宇
宙

か
ら

地
球

一
般

業
務

用

（

）

5
.
4
4
1

宇
宙

か
ら

地
固

定
衛

星
宇

宙
か

ら
電

気
通

信
業

務
用

（

5
.
4
8
4
A

（

球
移

動
航

空
移

動
を

除
く

地
球

公
共

業
務

用

）

5
.
4
4
1

（

）

）

J
1
6
1

J
2
0
6

。

移
動

航
空

移
動

を
除

電
気

通
信

業
務

用
臨

時
回

線
用

と
す

る
5
.
4
8
4
A

（

。

（

）

地
球

か
ら

宇
く

。

）

5
.
4
8
4

宙移
動

航
空

移

（

）

動
を

除
く

。

放
送

放
送

用
1
1
.
7
-
1
2
.
5

1
1
.
7
-
1
2
.
1

1
1
.
7
-
1
2
.
2

1
1
.
7
-
1
2
.
2

J
1
5

固
定

固
定

固
定

放
送

衛
星

放
送

用
割

当
て

は
別

表
１

－
２

に
よ

る
5
.
4
8
6

J
2
0
4

J
2
0
5

J
1
5

、

移
動

航
空

移
固

定
衛

星
宇

移
動

航
空

移

（

（

（

。

）

）

）

動
を

除
く

宙
か

ら
地

球
動

を
除

く
。

。

放
送

放
送

5
.
4
8
4
A

5
.
4
8
8
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頁

5
.
4

（

5
.
4

放
送

衛
星

移
動

航
空

移
放

送
衛

星

9
2

）

9
2

動
を

除
く

。

5
.
4
8
5

1
2
.
1
-
1
2
.
2

固
定

衛
星

宇（
）

宙
か

ら
地

球

5
.
4
8
4
A

5
.
4
8
8

5
.
4
8
5

5
.
4
8
9

5
.
4
8
7

5
.
4
8
7
A

固
定

電
気

通
信

業
務

用
1
2
.
2
-
1
2
.
7

1
2
.
2
-
1
2
.
5

1
2
.
2
-
1
2
.
5

固
定

固
定

公
共

業
務

用

移
動

航
空

移
固

定
衛

星
宇

一
般

業
務

用

（

（

動
を

除
く

宙
か

ら
地

球
固

定
衛

星
宇

宙
か

ら
電

気
通

信
業

務
用

放
送

事
業

用
で

の
使

用
は

衛
星

）

）

（

。
、

放
送

移
動

航
空

移
地

球
公

共
業

務
用

補
助

放
送

の
放

送
番

組
中

継
用

と

（

）

J
2
0
6

J
2
0
8

放
送

衛
星

動
を

除
く

放
送

事
業

用
す

る
5
.
4

）

。
。

を
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放
送

移
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定

衛
星

地
宇

宙
公

共
業

務
用

（

（

（

J
2
3
3

J
2
3
4

J

）

J
2
0
6

J
2
3
2

球
か

ら
宇

宙
球

か
ら

宇
宙

球
か

ら
宇

宙
移

動
衛

星
地

球
か

ら

）

）

）

2
5
1

（

5
.
4
8
4
A

5
.
5
1
6

5
.
4
8
4
A

5
.
5
1
6

5
.
4
8
4
A

5
.
5
1
6

）

宇
宙

固
定

電
気

通
信

業
務

用
B

5
.
5
3
9

B
5
.
5
3
9

B
5
.
5
3
9

J
2
5
6

地
球

探
査

衛
星

移
動

衛
星

地
地

球
探

査
衛

星
移

動
公

共
業

務
用

（

J
2
5
6

地
球

か
ら

宇
球

か
ら

宇
宙

地
球

か
ら

宇
地

球
探

査
衛

星
地

球
一

般
業

務
用

（

）

（

（

）

5
.
5
4
1

）

5
.
5
4
1

）

J
2
5
3

宙
地

球
探

査
衛

星
宙

か
ら

宇
宙

移
動

衛
星

地
地

球
か

ら
宇

移
動

衛
星

地

（

（

（

）

）

5
.
5
4
1

）

球
か

ら
宇

宙
宙

球
か

ら
宇

宙

5
.
5
2
5

5
.
5
2
6

を



一
一
七
頁

5
.
5
2
7

5
.
5
2
9

5
.
5
4
0

5
.
5
4
2

5
.
5
4
0

5
.
5
4
2

5
.
5
4
0

5
.
5
4
2

固
定

衛
星

地
球

か
ら

宇
宙

固
定

衛
星

地
球

か
ら

電
気

通
信

業
務

用
2
9
.
9
-
3
0

（

）

5
.
4
8
4
A

2
9
.
9
-
3
0

（

宇
宙

公
共

業
務

用
5
.
5
1
6
B

5
.
5
3
9

J
2
3
3

J
2
3
4

J

）

J
2
0
6

J
2
3
2

移
動

衛
星

地
球

か
ら

宇
宙

移
動

衛
星

地
球

か
ら

（

）

2
3
5

J
2
5
0

J
2
5
1

（

（

）

5
.
5

）

地
球

探
査

衛
星

地
球

か
ら

宇
宙

宇
宙

地
球

探
査

衛
星

地
球

公
共

業
務

用
4
1

5
.
5
4
3

（

か
ら

宇
宙

一
般

業
務

用

）

J
2
5
3

J

5
.
5
2
5

5
.
5
2
6

5
.
5
2
7

5
.
5
3
8

5
.
5
4
0

2
5
7

」

5
.
5
4
2

固
定

衛
星

地
球

か
ら

電
気

通
信

業
務

用

「

2
9
.
5
-
2
9
.
9

2
9
.
5
-
2
9
.
9

2
9
.
5
-
2
9
.
9

2
9
.
5
-
2
9
.
9

（

固
定

衛
星

地
固

定
衛

星
地

固
定

衛
星

地
宇

宙
公

共
業

務
用

（

（

（

J
2
3
3

J
2
3
4

J

）

J
2
0
6

J
2
3
2

球
か

ら
宇

宙
球

か
ら

宇
宙

球
か

ら
宇

宙
移

動
衛

星
地

球
か

ら

）

）

）

2
5
1

（

5
.
4
8
4
A

5
.
4
8
4

5
.
4
8
4
A

5
.
4
8
4

5
.
4
8
4
A

5
.
4
8
4

）

宇
宙

固
定

電
気

通
信

業
務

用
B

5
.
5
1
6
B

5
.

B
5
.
5
1
6
B

5
.

B
5
.
5
1
6
B

5
.

J
2
5
6



一
一
八
頁

移
動

公
共

業
務

用
5
2
7
A

5
.
5
3
9

5
2
7
A

5
.
5
3
9

5
2
7
A

5
.
5
3
9

J
2
5
6

地
球

探
査

衛
星

移
動

衛
星

地
地

球
探

査
衛

星
地

球
探

査
衛

星
地

球
一

般
業

務
用

（

（

（

）

（

）

J
2
5
3

地
球

か
ら

宇
球

か
ら

宇
宙

地
球

か
ら

宇
か

ら
宇

宙

）

5
.
5
4
1

）

5
.
5
4
1

宙
地

球
探

査
衛

星
宙

移
動

衛
星

地
地

球
か

ら
宇

移
動

衛
星

地

（

（

（

）

）

5
.
5
4
1

）

球
か

ら
宇

宙
宙

球
か

ら
宇

宙

5
.
5
2
5

5
.
5
2
6

5
.
5
2
7

5
.
5
2
9

5
.
5
4
0

5
.
5
4
2

5
.
5
4
0

5
.
5
4
0

5
.
5
4
2

固
定

衛
星

地
球

か
ら

宇
宙

固
定

衛
星

地
球

か
ら

電
気

通
信

業
務

用
2
9
.
9
-
3
0

（

）

5
.
4
8
4
A

2
9
.
9
-
3
0

（

宇
宙

公
共

業
務

用
5
.
4
8
4
B

5
.
5
1
6
B

5
.
5
2
7
A

5
.
5
3
9

J
2
3
3

J
2
3
4

J

）

J
2
0
6

J
2
3
2

移
動

衛
星

地
球

か
ら

宇
宙

移
動

衛
星

地
球

か
ら

（

）

2
3
5

J
2
5
0

J
2
5
1

（

（

）

5
.
5

）
地

球
探

査
衛

星
地

球
か

ら
宇

宙
宇

宙

地
球

探
査

衛
星

地
球

公
共

業
務

用
4
1

5
.
5
4
3

（

か
ら

宇
宙

一
般

業
務

用

）

J
2
5
3

J

に
、



一
一
九
頁

5
.
5
2
5

5
.
5
2
6

5
.
5
2
7

5
.
5
3
8

5
.
5
4
0

2
5
7

」

5
.
5
4
2

「

ア
マ

チ
ュ

ア
ア

マ
チ

ュ
ア

ア
マ

チ
ュ

ア
業

務
用

7
7
.
5
-
7
8

7
7
.
5
-
7
8

ア
マ

チ
ュ

ア
衛

星
ア

マ
チ

ュ
ア

衛
星

J
3
6

電
波

天
文

宇
宙

研
究

宇
宙

か
ら

公
共

業
務

用

（

宇
宙

研
究

宇
宙

か
ら

地
球

地
球

一
般

業
務

用

（

）

）

電
波

天
文

」

5
.
1
4
9

ア
マ

チ
ュ

ア
ア

マ
チ

ュ
ア

ア
マ

チ
ュ

ア
業

務
用

「

7
7
.
5
-
7
8

7
7
.
5
-
7
8

ア
マ

チ
ュ

ア
衛

星
ア

マ
チ

ュ
ア

衛
星

J
3
6

無
線

標
定

無
線

標
定

小
電

力
業

務
用

ミ
リ

波
レ

ダ
用

と
し

割
当

5
.
5
5
9
B

ー

ー

、

電
波

天
文

て
は

別
表

９
－

に
よ

る
1
1

。

宇
宙

研
究

宇
宙

か
ら

地
球

宇
宙

研
究

宇
宙

か
ら

公
共

業
務

用

（

）

（

地
球

一
般

業
務

用

）

に を



一
二
〇
頁 」

5
.
1
4
9

電
波

天
文

改
め
る
。

第
２
の
国
内
周
波
数
分
配
の
脚
注
Ｊ

中
「

0
7

」
を
「

1
5

」
に
改
め
、
同
脚
注
Ｊ

か
ら
Ｊ

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

48

56

59

ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

J
5
6移

動
衛

星
業

務
に

よ
る

Ｍ
Ｈ

ｚ
及

び
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
の

使
用

は
無

線
通

信
規

1
4
9
.
9
-
1
5
0
.
0
5

3
9
9
.
9
-
4
0
0
.
0
5

、

則
第

号
に

従
っ

て
調

整
す

る
こ

と
を

条
件

と
す

る
9
.
1
1
A

。

J
5
7

（

）

未
使

用

J
5
8

（

）

未
使

用

J
5
9

（

）

未
使

用

第
２
の
国
内
周
波
数
分
配
の
脚
注
Ｊ

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

63

J
6
3
A

海
上

移
動

衛
星

業
務

地
球

か
ら

宇
宙

に
よ

る
Ｍ

Ｈ
ｚ

及
び

Ｍ
Ｈ

ｚ

（

）

1
6
1
.
9
3
7
5
-
1
6
1
.
9
6
2
5

1
6
1
.
9
8
7
5
-
1
6
2
.
0
1
2
5

の
周

波
数

帯
の

使
用

は
無

線
通

信
規

則
付

録
第

号
に

従
っ

て
運

用
す

る
シ

ス
テ

ム
に

限
る

1
8

、
。

第
２
の
国
内
周
波
数
分
配
の
脚
注
Ｊ

中
「

0
7

」
を
「

1
5

」
に
、
「

0
7

）
」
を

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

68

、
、

「

1
5

）
」
に
改
め
、
同
脚
注
Ｊ

中
「

」
を
「4

1
0
-
4
2
0

」
に
、

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

改
こ

の
周

波
数

の
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
の

、

80



一
二
一
頁

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
脚
注
Ｊ

中
「

の
軌

道
上

か
ら

５
ｋ

ｍ
の

範
囲

内
の

通
信

に
よ

る
宇

宙
か

ら
宇

宙
へ

の
送

信

83

」
を
「4

3
2
-
4
3
8

」
に
改
め
、
同
脚
注
Ｊ

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
の

周
波

数
帯

の
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
の

96

J
9
6

（

）
未

使
用

第
２
の
国
内
周
波
数
分
配
の
脚
注
Ｊ

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

108

J
1
0
8

（

）

未
使

用

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

Ｗ

第
２
の
国
内
周
波
数
分
配
の
脚
注
Ｊ

中
「

9
7

」
を
「

1
5

」
に
、
「

2
0
0
0

」
を
「

137

1
5

」
に
改
め
、
同
脚
注
Ｊ

中
「

1
1
5
4

」
を
「

1
1
5
4
-
0

」
に
改
め
、
同
脚
注
Ｊ

の
次
に

Ｒ
Ｃ

－
改

Ｓ
Ａ

Ｓ
Ａ

、

141

．
．

159

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

J
1
5
9
A

航
空

移
動

業
務

Ｒ
の

局
に

よ
る

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

の
使

用
は

国
際

航
空

標
準

に
従

っ
て

運
用

す

（

）

4
2
0
0
-
4
4
0
0

、

4
2
4

（

1
5

）

る
内

部
通

信
シ

ス
テ

ム
用

の
無

線
航

空
電

子
機

器
の

た
め

に
保

留
す

る
こ

の
使

用
は

決
議

第
Ｗ

Ｒ
Ｃ

－
。

、

の
規

定
に

従
う

も
の

と
す

る
。

第
２
の
国
内
周
波
数
分
配
の
脚
注
Ｊ

中
「

」
を
「4

2
0
0
-
4
4
0
0

」
に
改
め

こ
の

周
波

数
帯

の
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
の

160

、
同
Ｊ

た
だ
し
書
を
削
り
、
同
脚
注
Ｊ

中
「

」
を
「5

0
9
1
-
5
1
5
0

」
に
、

こ
の

周
波

数
帯

の
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
の

160

166

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

こ
の

周
波

数
帯

は
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

「

1
2

」
を
「

1
5

」
に
改
め
、
同
脚
注
Ｊ

中
「

」
を
「5

2
5
0
-
5
3
5
0

178

」
に
、
「

1
6
1
3

」
を
「

1
6
1
3
-
0

」
に
改
め
、
同
脚
注
Ｊ

中
「

」
を
「5

2
5
0
-
5
3
5

波
数

帯
は

Ｆ
Ｆ

こ
の

周
波

数
帯

．
．

179



一
二
二
頁

0

」
に
、
「

1
6
3
8

」
を
「

1
6
3
8
-
0

」
に
、
「

1
6
3
2

」
を
「

1
6
3
2
-
0

」
に
改

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

Ｍ
Ｍ

Ｓ
Ａ

Ｒ
Ｓ

．
．

．
．

宇
宙

研
究

業
務

地
球

か
ら

宇
宙

に
よ

る
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
は

深
宇

宙
で

の

め
、
同
脚
注
Ｊ

中
「

（

）

7
1
4
5
-
7
1
9
0

188

、

使
用

に
限

る
深

宇
宙

へ
の

発
射

深
宇

宙
に

係
る

宇
宙

研
究

業
務

地
球

か
ら

宇
宙

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
電

波

」
を
「

（

）

。

」
に
改
め
、
同
Ｊ

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

の
発

射

188

J
1
8
8
A

地
球

探
査

衛
星

業
務

地
球

か
ら

宇
宙

に
よ

る
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
の

使
用

は
宇

宙
機

の
運

用
の

た
（

）

7
1
9
0
-
7
2
5
0

、

め
の

追
尾

遠
隔

測
定

及
び

遠
隔

指
令

に
限

る
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
の

地
球

探
査

衛
星

業
務

地
球

か
ら

7
1
9
0
-
7
2
5
0

（

、
。

宇
宙

の
宇

宙
局

は
既

存
及

び
将

来
の

固
定

業
務

及
び

移
動

業
務

の
局

か
ら

の
保

護
を

要
求

し
て

は
な

ら
ず

か
つ

）

、
、

無
線

通
信

規
則

第
号

を
適

用
し

な
い

無
線

通
信

規
則

第
号

を
適

用
す

る
加

え
て

固
定

業
務

及
び

移
5
.
4
3
A

9
.
1
7

、
。

。
、

動
業

務
の

既
存

及
び

将
来

の
置

局
の

保
護

を
確

保
す

る
た

め
に

非
静

止
衛

星
軌

道
又

は
静

止
衛

星
軌

道
に

あ
る

地
球

、

探
査

衛
星

業
務

の
宇

宙
機

を
通

信
の

相
手

方
と

す
る

地
球

局
の

位
置

は
隣

接
す

る
国

と
の

国
境

か
ら

最
低

で
も

そ
れ

、

ぞ
れ

ｋ
ｍ

及
び

ｋ
ｍ

の
距

離
を

維
持

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
た

だ
し

該
当

す
る

主
管

庁
間

で
よ

り
短

い
距

離
1
0

5
0

。
、

で
の

置
局

に
つ

い
て

別
に

合
意

が
な

さ
れ

た
場

合
を

除
く

。

J
1
8
8
B

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

の
地

球
探

査
衛

星
業

務
地

球
か

ら
宇

宙
の

静
止

衛
星

軌
道

上
に

あ
る

宇
宙

局
は

7
1
9
0
-
7
2
3
5

（

）

5
.
4
3

既
存

及
び

将
来

の
宇

宙
研

究
業

務
を

行
う

局
か

ら
の

保
護

を
要

求
し

て
は

な
ら

ず
か

つ
無

線
通

信
規

則
第

、
、

、



一
二
三
頁

号
を

適
用

し
な

い
A

。
第
２
の
国
内
周
波
数
分
配
の
脚
注
Ｊ

中
「1

2
.
4
4

」
を
「1

2
.
5

」
に
改
め
、
同
脚
注
Ｊ

の
次
に
次

Ｇ
Ｈ

ｚ
Ｇ

Ｈ
ｚ

208

212

の
よ
う
に
加
え
る
。

J
2
1
2
A

Ｇ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

の
宇

宙
研

究
業

務
へ

の
一

次
業

務
で

の
分

配
は

次
の

も
の

に
限

る
1
3
.
4
-
1
3
.
6
5

、
。

－
年

月
日

ま
で

に
無

線
通

信
局

が
事

前
公

表
情

報
と

し
て

受
領

し
た

静
止

衛
星

軌
道

に
あ

る
宇

宙
局

2
0
1
5

1
1

2
7

、

か
ら

非
静

止
衛

星
軌

道
に

あ
る

関
連

す
る

宇
宙

局
へ

デ
タ

を
中

継
す

る
た

め
の

宇
宙

研
究

業
務

宇
宙

か
ら

宇

ー

（

宙
で

運
用

さ
れ

る
衛

星
シ

ス
テ

ム

）

－
能

動
宇

宙
検

知
器

－
静

止
衛

星
軌

道
に

あ
る

宇
宙

局
か

ら
関

連
す

る
地

球
局

へ
デ

タ
を

中
継

す
る

た
め

の
宇

宙
研

究
業

務
宇

宙

ー

（

か
ら

地
球

で
運

用
さ

れ
る

衛
星

シ
ス

テ
ム

）

宇
宙

研
究

業
務

に
よ

る
こ

の
周

波
数

帯
の

そ
の

他
の

使
用

は
二

次
業

務
と

す
る

、
。

J
2
1
2
B

Ｇ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

に
お

い
て

は
宇

宙
研

究
業

務
宇

宙
か

ら
地

球
及

び
宇

宙
研

究
業

務
宇

宙
1
3
.
4
-
1
3
.
6
5

（

）

（

、

か
ら

宇
宙

の
衛

星
シ

ス
テ

ム
は

固
定

業
務

移
動

業
務

無
線

標
定

業
務

及
び

地
球

探
査

衛
星

能
動

業
務

の

）

（

）

、
、

、

局
に

有
害

な
混

信
を

生
じ

さ
せ

て
は

な
ら

な
い

ま
た

こ
れ

ら
の

局
か

ら
の

保
護

を
要

求
し

て
は

な
ら

な
い

。
、

。



一
二
四
頁

第
２
の
国
内
周
波
数
分
配
の
脚
注
Ｊ

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

216

J
2
1
6

（

）

未
使

用

Ｓ
Ｓ

宇
宙

能

第
２
の
国
内
周
波
数
分
配
の
脚
注
Ｊ

中
「

1
3
4
0

」
を
「

1
3
4
0
-
0

」
に
改
め
、
同
脚
注
Ｊ

中
「

218

．
．

221

」
を
「

」
に
改
め
、
同
脚
注
Ｊ

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

動
検

知
器

能
動

宇
宙

検
知

器

239

J
2
3
9

（

）

未
使

用

第
２
の
別
表
３

２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

－



一
二
五
頁

（
別
紙
参
照
）



一
二
六
頁

第
２
の
別
表
３

３
中
「
（

2
9

）
」
を
削
り
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

－
平

成
年

１
月

１
日

か
ら

適
用

す
る

。

4
1
5
4
-
4
2
1
9

6
2
3
5
-
6
3
3
0
.
5

8
3
0
2
-
8
4
3
6

1
2
3
7
0
-
1
2
6
5
6

５
本

表
の

周
波

数
帯

の
う

ち
ｋ

Ｈ
ｚ

ｋ
Ｈ

ｚ
ｋ

Ｈ
ｚ

、
、

、

ｋ
Ｈ

ｚ
ｋ

Ｈ
ｚ

ｋ
Ｈ

ｚ
ｋ

Ｈ
ｚ

ｋ
Ｈ

.
5

1
6
5
5
1
-
1
6
9
0
2
.
5

1
8
8
4
8
-
1
8
8
9
8

1
9
6
8
1
-
1
9
7
0
3

2
2
1
8
2
-
2
2
4
4
3
.
5

、
、

、
、

ｚ
及

び
ｋ

Ｈ
ｚ

の
使

用
は

デ
タ

通
信

を
行

う
海

上
移

動
業

務
の

局
か

ら
の

混
信

を
容

認
す

る
こ

2
5
1
2
3
-
2
5
2
0
8

ー

、

と
を

条
件

に
船

舶
局

ボ
を

超
え

な
い

速
度

の
Ａ

１
Ａ

モ
ル

ス
電

信
の

呼
出

及
び

通
信

並
び

に
広

帯
域

電

（4
0

ー

ー

ー

信
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
及

び
特

別
の

伝
送

方
式

に
よ

る
通

信
並

び
に

狭
帯

域
直

接
印

刷
電

信
方

式
及

び
狭

帯
域

デ
、

タ
伝

送
方

式
に

よ
る

通
信

Ｆ
Ｓ

Ｋ
の

場
合

は
ボ

Ｐ
Ｓ

Ｋ
の

場
合

は
ボ

を
超

え
な

い
速

度
の

場
合

（
1
0
0

ー

2
0
0

ー

、

に
限

る
を

行
う

も
の

に
限

る
又

は
海

岸
局

狭
帯

域
直

接
印

刷
電

信
方

式
及

び
狭

帯
域

デ
タ

伝
送

方

）

）

（

ー

。
。

式
に

よ
る

通
信

Ｆ
Ｓ

Ｋ
の

場
合

は
ボ

Ｐ
Ｓ

Ｋ
の

場
合

は
ボ

を
超

え
な

い
速

度
の

場
合

に
限

る

（

1
0
0

ー

2
0
0

ー

、
。

を
行

う
も

の
に

限
る

に
割

り
当

て
る

こ
と

が
で

き
る

）

）

。
。

第
２
の
別
表
３

４
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

－

別
表

３
－

４
Ｍ

Ｈ
ｚ

帯
海

上
移

動
無

線
通

信
業

務
の

周
波

数
表

1
5
6
.
0
2
5
-
1
6
2
.
0
2
5

チ
ャ

ネ
ル

注
送

信
周

波
数

船
舶

相
互

港
務

通
信

及
び

船
舶

通
公

衆
通

信

番
号

Ｍ
Ｈ

ｚ
間

航

（

）

船
舶

局
海

岸
局

１
周

波
数

２
周

波
数

6
0

(
m
)

1
5
6
.
0
2
5

1
6
0
.
6
2
5

○

○

○



一
二
七
頁

0
1

(
m
)

1
5
6
.
0
5
0

1
6
0
.
6
5
0

○

○

○

6
1

(
m
)

1
5
6
.
0
7
5

1
6
0
.
6
7
5

○

○

○

0
2

(
m
)

1
5
6
.
1
0
0

1
6
0
.
7
0
0

○

○

○

6
2

(
m
)

1
5
6
.
1
2
5

1
6
0
.
7
2
5

○

○

○

0
3

(
m
)

1
5
6
.
1
5
0

1
6
0
.
7
5
0

○

○

○

6
3

(
m
)

1
5
6
.
1
7
5

1
6
0
.
7
7
5

○

○

○

0
4

(
m
)

1
5
6
.
2
0
0

1
6
0
.
8
0
0

○

○

○

6
4

(
m
)

1
5
6
.
2
2
5

1
6
0
.
8
2
5

○

○

○

0
5

(
m
)

1
5
6
.
2
5
0

1
6
0
.
8
5
0

○

○

○

6
5

(
m
)

1
5
6
.
2
7
5

1
6
0
.
8
7
5

○

○

○

0
6

(
f
)

1
5
6
.
3
0
0

○

2
0
0
6

(
r
)

1
6
0
.
9
0
0

1
6
0
.
9
0
0

6
6

(
m
)

1
5
6
.
3
2
5

1
6
0
.
9
2
5

○

○

○

0
7

(
m
)

1
5
6
.
3
5
0

1
6
0
.
9
5
0

○

○

○

6
7

(
h
)

1
5
6
.
3
7
5

1
5
6
.
3
7
5

○

○

0
8

1
5
6
.
4
0
0

○



一
二
八
頁

6
8

1
5
6
.
4
2
5

1
5
6
.
4
2
5

○

0
9

(
i
)

1
5
6
.
4
5
0

1
5
6
.
4
5
0

○

○

6
9

1
5
6
.
4
7
5

1
5
6
.
4
7
5

○

○

1
0

(
h
)
,
(
q
)

1
5
6
.
5
0
0

1
5
6
.
5
0
0

○

○

遭
難

安
全

及
び

呼
出

し
の

た
め

の
デ

ジ
タ

ル
選

7
0

(
f
)
,
(
j
)

1
5
6
.
5
2
5

1
5
6
.
5
2
5

、

択
呼

出
し

1
1

(
q
)

1
5
6
.
5
5
0

1
5
6
.
5
5
0

○

7
1

1
5
6
.
5
7
5

1
5
6
.
5
7
5

○

1
2

1
5
6
.
6
0
0

1
5
6
.
6
0
0

○

7
2

(
i
)

1
5
6
.
6
2
5

○

1
3

(
k
)

1
5
6
.
6
5
0

1
5
6
.
6
5
0

○

○

7
3

(
h
)
,
(
i
)

1
5
6
.
6
7
5

1
5
6
.
6
7
5

○

○

1
4

1
5
6
.
7
0
0

1
5
6
.
7
0
0

○

7
4

1
5
6
.
7
2
5

1
5
6
.
7
2
5

○

1
5

(
g
)

1
5
6
.
7
5
0

1
5
6
.
7
5
0

○

○

7
5

(
n
)
,
(
s
)

1
5
6
.
7
7
5

1
5
6
.
7
7
5

○



一
二
九
頁

遭
難

安
全

及
び

呼
出

し
1
6

(
f
)

1
5
6
.
8
0
0

1
5
6
.
8
0
0

、

7
6

(
n
)
,
(
s
)

1
5
6
.
8
2
5

1
5
6
.
8
2
5

○

1
7

(
g
)

1
5
6
.
8
5
0

1
5
6
.
8
5
0

○

○

7
7

1
5
6
.
8
7
5

○

1
8

(
m
)

1
5
6
.
9
0
0

1
6
1
.
5
0
0

○

○

○

7
8

(
m
)

1
5
6
.
9
2
5

1
6
1
.
5
2
5

○

○

○

1
0
7
8

1
5
6
.
9
2
5

1
5
6
.
9
2
5

○

2
0
7
8

(
m
m
)

1
6
1
.
5
2
5

○

1
9

(
m
)

1
5
6
.
9
5
0

1
6
1
.
5
5
0

○

○

○

1
0
1
9

1
5
6
.
9
5
0

1
5
6
.
9
5
0

○

2
0
1
9

(
m
m
)

1
6
1
.
5
5
0

○

7
9

(
m
)

1
5
6
.
9
7
5

1
6
1
.
5
7
5

○

○

○

1
0
7
9

1
5
6
.
9
7
5

1
5
6
.
9
7
5

○

2
0
7
9

(
m
m
)

1
6
1
.
5
7
5

○

2
0

(
m
)

1
5
7
.
0
0
0

1
6
1
.
6
0
0

○

○

○

1
0
2
0

1
5
7
.
0
0
0

1
5
7
.
0
0
0

○



一
三
〇
頁

2
0
2
0

(
m
m
)

1
6
1
.
6
0
0

○

8
0

(
w
a
)
,
(
y
)

1
5
7
.
0
2
5

1
6
1
.
6
2
5

○

○

○

2
1

(
w
a
)
,
(
y
)

1
5
7
.
0
5
0

1
6
1
.
6
5
0

○

○

○

8
1

(
w
a
)
,
(
y
)

1
5
7
.
0
7
5

1
6
1
.
6
7
5

○

○

○

2
2

(
w
a
)
,
(
y
)

1
5
7
.
1
0
0

1
6
1
.
7
0
0

○

○

○

8
2

(
w
a
)
,
(
x
)
,
(
y
)

1
5
7
.
1
2
5

1
6
1
.
7
2
5

○

○

○

2
3

(
w
a
)
,
(
x
)
,
(
y
)

1
5
7
.
1
5
0

1
6
1
.
7
5
0

○

○

○

8
3

(
w
a
)
,
(
x
)
,
(
y
)

1
5
7
.
1
7
5

1
6
1
.
7
7
5

○

○

○

2
4

(
w
)
,
(
w
w
)
,
(
x
)
,

1
5
7
.
2
0
0

1
6
1
.
8
0
0

○

○

○

(
x
x
)

1
0
2
4

(
w
)
,
(
w
w
)
,
(
x
)
,

1
5
7
.
2
0
0

(
x
x
)

2
0
2
4

(
w
)
,
(
w
w
)
,
(
x
)
,

1
6
1
.
8
0
0

1
6
1
.
8
0
0

○*
*

(
x
x
)

8
4

(
w
)
,
(
w
w
)
,
(
x
)
,

1
5
7
.
2
2
5

1
6
1
.
8
2
5

○

○

○

(
x
x
)



一
三
一
頁

1
0
8
4

(
w
)
,
(
w
w
)
,
(
x
)
,

1
5
7
.
2
2
5

(
x
x
)

2
0
8
4

(
w
)
,
(
w
w
)
,
(
x
)
,

1
6
1
.
8
2
5

1
6
1
.
8
2
5

○*
*

(
x
x
)

2
5

(
w
)
,
(
w
w
)
,
(
x
)
,

1
5
7
.
2
5
0

1
6
1
.
8
5
0

○

○

○

(
x
x
)

1
0
2
5

(
w
)
,
(
w
w
)
,
(
x
)
,

1
5
7
.
2
5
0

(
x
x
)

2
0
2
5

(
w
)
,
(
w
w
)
,
(
x
)
,

1
6
1
.
8
5
0

1
6
1
.
8
5
0

○*
*

(
x
x
)

8
5

(
w
)
,
(
w
w
)
,
(
x
)
,

1
5
7
.
2
7
5

1
6
1
.
8
7
5

○

○

○

(
x
x
)

1
0
8
5

(
w
)
,
(
w
w
)
,
(
x
)
,

1
5
7
.
2
7
5

(
x
x
)

2
0
8
5

(
w
)
,
(
w
w
)
,
(
x
)
,

1
6
1
.
8
7
5

1
6
1
.
8
7
5

○*
*

(
x
x
)



一
三
二
頁

2
6

(
w
)
,
(
w
w
)
,
(
x
)

1
5
7
.
3
0
0

1
6
1
.
9
0
0

○

○

○

1
0
2
6

(
w
)
,
(
w
w
)
,
(
x
)

1
5
7
.
3
0
0

2
0
2
6

(
w
)
,
(
w
w
)
,
(
x
)

1
6
1
.
9
0
0

8
6

(
w
)
,
(
w
w
)
,
(
x
)

1
5
7
.
3
2
5

1
6
1
.
9
2
5

○

○

○

1
0
8
6

(
w
)
,
(
w
w
)
,
(
x
)

1
5
7
.
3
2
5

2
0
8
6

(
w
)
,
(
w
w
)
,
(
x
)

1
6
1
.
9
2
5

2
7

(
z
)
,
(
z
x
)

1
5
7
.
3
5
0

1
6
1
.
9
5
0

○

○

1
0
2
7

(
z
)
,
(
z
z
)

1
5
7
.
3
5
0

1
5
7
.
3
5
0

○

2
0
2
7

(
z
)

1
6
1
.
9
5
0

1
6
1
.
9
5
0

＊

8
7

(
z
)
,
(
z
z
)

1
5
7
.
3
7
5

1
5
7
.
3
7
5

○

2
8

(
z
)
,
(
z
x
)

1
5
7
.
4
0
0

1
6
2
.
0
0
0

○

○

1
0
2
8

(
z
)
,
(
z
z
)

1
5
7
.
4
0
0

1
5
7
.
4
0
0

○

2
0
2
8

(
z
)

1
6
2
.
0
0
0

1
6
2
.
0
0
0

＊

8
8

(
z
)
,
(
z
z
)

1
5
7
.
4
2
5

1
5
7
.
4
2
5

○

A
I
S
1

(
f
)
,
(
l
)
,
(
p
)

1
6
1
.
9
7
5

1
6
1
.
9
7
5

A
I
S
2

(
f
)
,
(
l
)
,
(
p
)

1
6
2
.
0
2
5

1
6
2
.
0
2
5



一
三
三
頁

年
１

月
１

日
か

ら
第

チ
ャ

ネ
ル

は
Ａ

Ｓ
Ｍ

１
に

指
定

さ
れ

第
チ

ャ
ネ

ル
は

Ａ
Ｓ

Ｍ
２

に
指

定
さ

*
2
0
1
9

2
0
2
7

2
0
2
8

、

れ
る

。

こ
の

チ
ャ

ネ
ル

の
使

用
は

デ
ジ

タ
ル

変
調

方
式

の
も

の
に

限
る

*
*

、
。

一
般

的
な

注

(
a
)

5
1
.
6
9

5
1
.
7
3

5
1
.
7
4

5
1
.
7
5

5
1
.
7
6

5
1
.
7

主
管

庁
は

無
線

通
信

規
則

第
号

第
号

第
号

第
号

第
号

第
、

、
、

、
、

、

号
及

び
第

号
に

定
め

る
条

件
に

従
っ

て
軽

飛
行

機
及

び
ヘ

リ
コ

プ
タ

が
主

に
海

上
の

支
援

作
業

に
従

7
5
1
.
7
8

ー

、

事
す

る
船

舶
局

又
は

こ
れ

に
参

加
す

る
海

岸
局

と
の

通
信

に
使

用
す

る
場

合
に

は
船

舶
相

互
間

港
務

通
信

及
、

、

び
船

舶
通

航
の

業
務

の
周

波
数

を
指

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
た

だ
し

公
衆

通
信

と
共

用
す

る
チ

ャ
ネ

ル
の

使
。

、

用
は

関
係

主
管

庁
と

影
響

を
受

け
る

主
管

庁
と

の
間

の
事

前
の

合
意

に
従

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
、

。

こ
の

表
に

掲
載

さ
れ

た
チ

ャ
ネ

ル
第

第
第

第
第

第
第

及
び

第
チ

ャ
ネ

ル
(
b
)

（
0
6

1
3

1
5

1
6

1
7

7
0

7
5

7
6

、
、

、
、

、
、

を
除

く
は

関
係

主
管

庁
と

影
響

を
受

け
る

主
管

庁
と

の
間

の
特

別
な

取
決

め
に

よ
る

こ
と

を
条

件
と

し
て

）

。
、

高
速

デ
タ

送
信

及
び

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

送
信

に
も

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

ー

、
。

こ
の

表
に

掲
載

さ
れ

た
チ

ャ
ネ

ル
第

第
第

第
第

第
第

及
び

第
チ

ャ
ネ

ル
(
c
)

（

0
6

1
3

1
5

1
6

1
7

7
0

7
5

7
6

、
、

、
、

、
、

を
除

く
は

関
係

主
管

庁
と

影
響

を
受

け
る

主
管

庁
と

の
間

の
特

別
な

取
決

め
に

よ
る

こ
と

を
条

件
と

し
て

）

。
、

直
接

印
刷

電
信

及
び

デ
タ

送
信

に
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る

ー

、
。

こ
の

表
の

周
波

数
は

無
線

通
信

規
則

第
号

に
定

め
る

条
件

に
従

い
内

陸
水

路
に

お
け

る
無

線
通

信
(
d
)

5
.
2
2
6

、
、
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三
四
頁

に
も

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

ｋ
Ｈ

ｚ
チ

ャ
ネ

ル
に

混
信

を
生

じ
さ

せ
な

い
こ

と
を

基
本

と
し

Ｉ
Ｔ

Ｕ
－

Ｒ
勧

告
Ｍ

に
従

っ
て

(
e
)

2
5

1
0
8
4

、
．

以
下

の
条

件
の

下
で

ｋ
Ｈ

ｚ
チ

ャ
ネ

ル
イ

ン
タ

リ
ブ

を
適

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
1
2
.
5

ー

ー

、
、

。

こ
の

表
の

遭
難

及
び

安
全

の
周

波
数

船
舶

自
動

識
別

装
置

Ａ
Ｉ

Ｓ
の

周
波

数
並

び
に

デ
タ

交
換

の
1
)

（

）

ー

、

周
波

数
の

ｋ
Ｈ

ｚ
チ

ャ
ネ

ル
特

に
第

第
第

第
第

第
Ａ

Ｉ
Ｓ

１
及

び
Ａ

Ｉ
Ｓ

2
5

（

0
6

1
3

1
5

1
6

1
7

7
0

、
、

、
、

、
、

２
チ

ャ
ネ

ル
へ

の
影

響
並

び
に

Ｉ
Ｔ

Ｕ
－

Ｒ
勧

告
Ｍ

で
定

め
る

技
術

的
特

性
へ

の
影

響
が

な
い

こ

）

4
8
9
-
2

．

と
。

ｋ
Ｈ

ｚ
チ

ャ
ネ

ル
イ

ン
タ

リ
ブ

の
導

入
及

び
そ

れ
に

よ
る

国
内

要
件

の
制

定
は

影
響

を
受

け
る

2
)

1
2
.
5

ー

ー

、

主
管

庁
と

の
調

整
の

対
象

と
な

る
。

個
別

的
な

注

Ｍ
Ｈ

ｚ
第

チ
ャ

ネ
ル

Ｍ
Ｈ

ｚ
第

チ
ャ

ネ
ル

Ｍ
Ｈ

ｚ
第

チ
ャ

ネ
(
f
)

1
5
6
.
3

（

0
6

）

1
5
6
.
5
2
5

（

7
0

）

1
5
6
.
8

（

1
6

、
、

ル
Ｍ

Ｈ
ｚ

Ａ
Ｉ

Ｓ
１

チ
ャ

ネ
ル

及
び

Ｍ
Ｈ

ｚ
Ａ

Ｉ
Ｓ

２
チ

ャ
ネ

ル
の

周
波

数
は

）

1
6
1
.
9
7
5

（

）
1
6
2
.
0
2
5

（

）

、

捜
索

救
助

活
動

及
び

そ
の

他
安

全
関

連
の

通
信

を
目

的
と

す
る

航
空

機
局

に
も

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

、
、

。

第
及

び
第

チ
ャ

ネ
ル

は
実

効
輻

射
電

力
が

１
Ｗ

を
超

え
な

い
こ

と
及

び
こ

れ
ら

の
チ

ャ
ネ

ル
が

主
管

庁
(
g
)

1
5

1
7

、

が
属

す
る

国
の

領
海

内
で

使
用

さ
れ

て
い

る
と

き
当

該
主

管
庁

の
国

内
規

則
に

従
う

こ
と

を
条

件
と

し
て

船
、

、



一
三
五
頁

上
通

信
に

も
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

欧
州

海
上

地
域

及
び

カ
ナ

ダ
で

は
第

第
及

び
第

チ
ャ

ネ
ル

は
無

線
通

信
規

則
第

号
第

(
h
)

1
0

6
7

7
3

5
1
.
6
9

、
、

、
、

号
第

号
第

号
第

号
第

号
及

び
第

号
に

定
め

る
条

件
に

従
っ

て
5
1
.
7
3

5
1
.
7
4

5
1
.
7
5

5
1
.
7
6

5
1
.
7
7

5
1
.
7
8

、
、

、
、

個々
の

関
係

主
管

庁
に

よ
っ

て
共

同
の

捜
索

及
び

救
助

作
業

並
び

に
地

域
の

汚
染

防
止

作
業

に
従

事
す

る
船

、
、

舶
局

航
空

機
局

及
び

こ
の

作
業

に
参

加
す

る
陸

上
局

間
の

通
信

の
た

め
に

も
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
、

。

(
i
)

(
a
)

1
5
6
.
4
5
0

（

0
9

）

1
5
6

注
に

定
め

る
目

的
の

た
め

に
優

先
す

る
最

初
の

周
波

数
は

Ｍ
Ｈ

ｚ
第

チ
ャ

ネ
ル

、
、

Ｍ
Ｈ

ｚ
第

チ
ャ

ネ
ル

及
び

Ｍ
Ｈ

ｚ
第

チ
ャ

ネ
ル

と
す

る
.
6
2
5

（

7
2

）

1
5
6
.
6
7
5

（

7
3

）

。

第
チ

ャ
ネ

ル
は

遭
難

安
全

及
び

呼
出

し
の

た
め

の
デ

ジ
タ

ル
選

択
呼

出
し

に
の

み
使

用
す

る
(
j
)

7
0

、
、

。

主
に

船
舶

相
互

間
の

航
行

安
全

通
信

の
た

め
第

チ
ャ

ネ
ル

は
航

行
安

全
通

信
用

の
チ

ャ
ネ

ル
と

し
て

の
(
k
)

1
3

、
、

世
界

的
基

礎
で

の
使

用
の

た
め

に
指

定
さ

れ
る

こ
の

チ
ャ

ネ
ル

は
関

係
主

管
庁

の
国

内
規

則
に

従
う

こ
と

を
。

、

条
件

と
し

て
船

舶
通

航
業

務
及

び
港

務
通

信
業

務
に

も
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
、

。

こ
れ

ら
の

チ
ャ

ネ
ル

Ａ
Ｉ

Ｓ
１

及
び

Ａ
Ｉ

Ｓ
２

は
地

域
的

基
礎

で
他

の
周

波
数

が
同

じ
目

的
の

た
め

に
(
l
)

（

）

、

特
定

さ
れ

る
場

合
を

除
き

世
界

的
な

運
用

が
可

能
な

船
舶

自
動

識
別

装
置

Ａ
Ｉ

Ｓ
に

使
用

さ
れ

る
こ

の

（

）

、
。

よ
う

な
使

用
は

Ｉ
Ｔ

Ｕ
－

Ｒ
勧

告
Ｍ

に
従

う
1
3
7
1

、
．

。

こ
れ

ら
の

チ
ャ

ネ
ル

は
影

響
を

受
け

る
主

管
庁

と
の

調
整

の
対

象
と

な
る

こ
と

を
条

件
と

し
て

単
一

周
波

(
m
)

、
、

数
チ

ャ
ネ

ル
と

し
て

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

単
一

周
波

数
の

使
用

に
お

い
て

は
以

下
の

条
件

が
適

用
さ

れ
る

。
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六
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。－
こ

れ
ら

の
チ

ャ
ネ

ル
の

低
い

方
の

周
波

数
部

分
は

船
舶

局
及

び
海

岸
局

に
よ

っ
て

単
一

周
波

数
チ

ャ
ネ

ル
、

と
し

て
運

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

－
こ

れ
ら

の
チ

ャ
ネ

ル
の

高
い

方
の

周
波

数
部

分
を

使
用

す
る

送
信

は
海

岸
局

に
限

る
、

。

－
主

管
庁

の
許

可
及

び
国

内
規

則
に

よ
る

規
定

が
あ

る
場

合
に

あ
っ

て
は

こ
れ

ら
の

チ
ャ

ネ
ル

の
高

い
方

の
、

2
0
2
7

2
0

周
波

数
部

分
は

船
舶

局
の

送
信

に
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
Ａ

Ｉ
Ｓ

１
Ａ

Ｉ
Ｓ

２
第

及
び

第
＊

。
、

、

チ
ャ

ネ
ル

へ
の

有
害

な
混

信
を

避
け

る
た

め
全

て
の

予
防

策
を

と
る

も
の

と
す

る
2
8

＊
、

。

＊
年

１
月

１
日

か
ら

第
チ

ャ
ネ

ル
は

Ａ
Ｓ

Ｍ
１

に
指

定
さ

れ
第

チ
ャ

ネ
ル

は
Ａ

Ｓ
Ｍ

２
に

2
0
1
9

2
0
2
7

2
0
2
8

、

指
定

さ
れ

る
。

こ
れ

ら
の

チ
ャ

ネ
ル

に
よ

る
送

信
は

海
岸

局
に

限
る

主
管

庁
の

許
可

及
び

国
内

規
則

に
よ

る
規

定
が

あ
る

(
m
m
)

。

場
合

に
あ

っ
て

は
こ

れ
ら

の
チ

ャ
ネ

ル
は

船
舶

局
の

送
信

に
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
Ａ

Ｉ
Ｓ

１
Ａ

Ｉ
Ｓ

、
。

、

２
第

及
び

第
チ

ャ
ネ

ル
へ

の
有

害
な

混
信

を
避

け
る

た
め

全
て

の
予

防
策

を
と

る
も

の
と

す
る

2
0
2
7

2
0
2
8

＊
＊

、
、

。＊
年

１
月

１
日

か
ら

第
チ

ャ
ネ

ル
は

Ａ
Ｓ

Ｍ
１

に
指

定
さ

れ
第

チ
ャ

ネ
ル

は
Ａ

Ｓ
Ｍ

２
に

指
2
0
1
9

2
0
2
7

2
0
2
8

、

定
さ

れ
る

。

Ａ
Ｉ

Ｓ
を

例
外

と
し

て
第

及
び

第
チ

ャ
ネ

ル
の

使
用

は
航

行
に

関
連

す
る

通
信

の
み

に
制

限
さ

れ
る

(
n
)

7
5

7
6

、
、



一
三
七
頁

も
の

と
し

第
チ

ャ
ネ

ル
へ

の
有

害
な

混
信

を
避

け
る

た
め

出
力

の
１

Ｗ
以

下
へ

の
制

限
に

よ
り

全
て

の
予

1
6

、
、

防
策

を
と

る
も

の
と

す
る

。

(
o
)

（

）

未
使

用

こ
れ

ら
の

チ
ャ

ネ
ル

は
船

舶
か

ら
の

Ａ
Ｉ

Ｓ
の

送
信

を
受

信
す

る
た

め
の

移
動

衛
星

業
務

地
球

か
ら

宇
宙

(
p
)

（

、

に
も

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

）

。

こ
れ

ら
の

チ
ャ

ネ
ル

を
使

用
す

る
と

き
に

は
第

チ
ャ

ネ
ル

に
有

害
な

混
信

を
与

え
る

こ
と

を
避

け
る

た
め

(
q
)

7
0

、

の
全

て
の

予
防

策
を

と
る

も
の

と
す

る
。

海
上

移
動

業
務

に
お

い
て

こ
の

周
波

数
は

今
後

予
定

さ
れ

る
ア

プ
リ

ケ
シ

ョ
ン

や
シ

ス
テ

ム
例

え
ば

(
r
)

ー

（

、

新
し

い
Ａ

Ｉ
Ｓ

の
ア

プ
リ

ケ
シ

ョ
ン

や
船

外
シ

ス
テ

ム
な

ど
の

使
用

の
た

め
に

保
留

す
る

実
験

的
な

無
ー

）

、
。

線
局

を
主

管
庁

が
認

め
た

場
合

は
固

定
及

び
移

動
す

る
無

線
局

に
対

し
有

害
な

混
信

を
与

え
な

い
こ

と
及

び
有

、

害
な

混
信

を
容

認
す

る
こ

と
。

第
及

び
第

チ
ャ

ネ
ル

は
船

舶
局

か
ら

の
長

距
離

用
Ａ

Ｉ
Ｓ

情
報

メ
ッ

セ
ジ

番
号

が
の

も
の

Ｉ
(
s
)

7
5

7
6

（

ー

2
7

：

、

Ｔ
Ｕ

－
Ｒ

勧
告

Ｍ
参

照
を

受
信

す
る

た
め

に
移

動
衛

星
業

務
地

球
か

ら
宇

宙
に

も
割

り
当

て
る

1
3
7
1

）

（

）

．

。

(
t
)

（

）

未
使

用

(
u
)

（

）

未
使

用
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(
v
)

（

）

未
使

用

(
w
)

2
0
1
6

1
2

3
1

1
5
7
.
2
0
0
-
1
5
7
.
3
2
5

1
6
1
.
8
0
0
-
1
6
1
.
9
2

第
一

地
域

及
び

第
三

地
域

で
は

年
月

日
ま

で
Ｍ

Ｈ
ｚ

及
び

、

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

第
第

第
第

第
及

び
第

チ
ャ

ネ
ル

に
相

当
は

影
響

を
受

け
5

（

2
4

8
4

2
5

8
5

2
6

8
6

）

、
、

、
、

、

る
主

管
庁

と
の

調
整

の
対

象
と

な
る

こ
と

を
条

件
と

し
て

デ
ジ

タ
ル

変
調

の
発

射
に

使
用

で
き

る
デ

ジ
タ

ル
、

。

変
調

の
発

射
で

こ
れ

ら
の

チ
ャ

ネ
ル

又
は

周
波

数
帯

を
使

用
す

る
無

線
局

は
無

線
通

信
規

則
第

５
条

に
従

っ
て

、

運
用

し
て

い
る

無
線

局
に

有
害

な
混

信
を

生
じ

さ
せ

て
は

な
ら

ず
当

該
無

線
局

か
ら

の
有

害
な

混
信

に
対

し
て

、

保
護

を
要

求
し

て
は

な
ら

な
い

。

年
１

月
１

日
か

ら
Ｍ

Ｈ
ｚ

及
び

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

第
第

2
0
1
7

1
5
7
.
2
0
0
-
1
5
7
.
3
2
5

1
6
1
.
8
0
0
-
1
6
1
.
9
2
5

（

2
4
、

第
第

第
及

び
第

チ
ャ

ネ
ル

に
相

当
は

最
新

版
の

Ｉ
Ｔ

Ｕ
－

Ｒ
勧

告
Ｍ

に
掲

げ
る

8
4

2
5

8
5

2
6

8
6

）

2
0
9
2

、
、

、
、

．

Ｖ
Ｈ

Ｆ
デ

タ
交

換
シ

ス
テ

ム
以

下
Ｖ

Ｄ
Ｅ

Ｓ
と

い
う

の
利

用
と

す
る

こ
れ

ら
の

周
波

数
帯

は

ー

（

「

」

）

。
。

影
響

を
受

け
る

主
管

庁
と

の
調

整
の

対
象

と
な

る
こ

と
及

び
デ

ジ
タ

ル
変

調
を

使
用

し
た

海
上

移
動

業
務

の
他

、の
無

線
局

に
有

害
な

混
信

を
生

じ
さ

せ
ず

か
つ

当
該

無
線

局
か

ら
の

混
信

を
容

認
す

る
こ

と
を

条
件

に
主

管
庁

、

に
よ

っ
て

認
め

ら
れ

た
も

の
で

あ
っ

て
Ｉ

Ｔ
Ｕ

－
Ｒ

勧
告

Ｍ
に

従
っ

て
ア

ナ
ロ

グ
変

調
に

使
用

す
る

こ
と

1
0
8
4

．

が
で

き
る

。

第
一

地
域

及
び

第
三

地
域

で
は

年
月

日
ま

で
影

響
を

受
け

る
主

管
庁

と
の

調
整

に
従

う
こ

と
を

(
w
a
)

2
0
1
6

1
2

3
1

、

1
5
7
.
0
2
5
-
1
5
7
.
1
7
5

1
6
1
.
6
2
5
-
1
6
1
.
7
7
5

（

8
0

2
1

8
条

件
と

し
て

Ｍ
Ｈ

ｚ
及

び
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
第

第
第

、
、

、
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三
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頁

第
第

第
及

び
第

チ
ャ

ネ
ル

に
相

当
は

デ
ジ

タ
ル

変
調

の
発

射
に

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
1

2
2

8
2

2
3

8
3

）

、
、

、
、

る
こ

れ
ら

の
チ

ャ
ネ

ル
又

は
周

波
数

帯
を

デ
ジ

タ
ル

変
調

の
発

射
に

使
用

す
る

無
線

局
は

無
線

通
信

規
則

第
。

、

５
条

に
従

い
運

用
し

て
い

る
他

の
無

線
局

に
有

害
な

混
信

を
生

じ
さ

せ
て

は
な

ら
な

い
ま

た
他

の
無

線
局

か
。

、

ら
の

保
護

を
要

求
し

て
は

な
ら

な
い

。

年
１

月
１

日
か

ら
Ｍ

Ｈ
ｚ

及
び

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

第
第

2
0
1
7

1
5
7
.
0
2
5
-
1
5
7
.
1
0
0

1
6
1
.
6
2
5
-
1
6
1
.
7
0
0

（

8
0
、

2
1

8
1

2
2

）

2
5

1
5
7
.
1

第
及

び
第

チ
ャ

ネ
ル

に
相

当
は

隣
接

す
る

複
数

の
ｋ

Ｈ
ｚ

幅
の

チ
ャ

ネ
ル

を
統

合
し

て
、

、

Ｍ
Ｈ

ｚ
及

び
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
第

及
び

第
チ

ャ
ネ

ル
に

相
当

は
隣

5
0
-
1
5
7
.
1
7
5

1
6
1
.
7
5
0
-
1
6
1
.
7
7
5

（

2
3

8
3

）

接
す

る
２

つ
の

ｋ
Ｈ

ｚ
幅

の
チ

ャ
ネ

ル
を

統
合

し
て

最
新

版
の

Ｉ
Ｔ

Ｕ
－

Ｒ
勧

告
Ｍ

に
掲

げ
る

デ
ジ

2
5

1
8
4
2

、
．

タ
ル

シ
ス

テ
ム

に
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
ま

た
Ｍ

Ｈ
ｚ

及
び

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

第
1
5
7
.
1
2
5

1
6
1
.
7
2
5

（

。
、

チ
ャ

ネ
ル

に
相

当
は

最
新

版
の

Ｉ
Ｔ

Ｕ
－

Ｒ
勧

告
Ｍ

に
掲

げ
る

デ
ジ

タ
ル

シ
ス

テ
ム

に
使

用
す

る
8
2

）

1
8
4
2

、
．

こ
と

が
で

き
る

。

Ｍ
Ｈ

ｚ
及

び
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
第

第
第

第
第

1
5
7
.
0
2
5
-
1
5
7
.
1
7
5

1
6
1
.
6
2
5
-
1
6
1
.
7
7
5

（

8
0

2
1

8
1

2
2

、
、

、
、

第
及

び
第

チ
ャ

ネ
ル

に
相

当
は

デ
ジ

タ
ル

変
調

の
発

射
に

使
用

す
る

他
の

海
上

移
動

業
務

の
局

か
8
2

2
3

8
3

）

、
、

ら
の

混
信

を
容

認
す

る
こ

と
及

び
影

響
を

受
け

る
主

管
庁

と
の

調
整

の
対

象
に

な
る

こ
と

を
条

件
と

し
て

最
新

、

版
の

Ｉ
Ｔ

Ｕ
－

Ｒ
勧

告
Ｍ

に
掲

げ
る

ア
ナ

ロ
グ

変
調

も
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
1
0
8
4

．
。

(
w
w
)

1
5
7
.
2
0
0
-
1
5
7
.
3
2
5

1
6
1
.
8
0
0
-
1
6
1
.
9
2
5

（

2
4

8
4

第
二

地
域

で
は

Ｍ
Ｈ

ｚ
及

び
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
第

第
、

、



一
四
〇
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第
第

第
及

び
第

チ
ャ

ネ
ル

に
相

当
は

Ｉ
Ｔ

Ｕ
－

Ｒ
勧

告
Ｍ

に
従

っ
た

デ
ジ

タ
ル

変
2
5

8
5

2
6

8
6

）

1
8
4
2

、
、

、
、

．

調
に

割
り

当
て

る
。

カ
ナ

ダ
及

び
バ

ル
バ

ド
ス

で
は

年
１

月
１

日
か

ら
影

響
を

受
け

る
主

管
庁

と
の

調
整

に
従

う
こ

と
を

条
2
0
1
9

、

件
と

し
て

Ｍ
Ｈ

ｚ
及

び
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
第

第
第

及
1
5
7
.
2
0
0
-
1
5
7
.
2
7
5

1
6
1
.
8
0
0
-
1
6
1
.
8
7
5

（

2
4

8
4

2
5

、
、

、

び
第

チ
ャ

ネ
ル

に
相

当
は

最
新

版
の

Ｉ
Ｔ

Ｕ
－

Ｒ
勧

告
Ｍ

に
掲

げ
る

デ
ジ

タ
ル

変
調

の
発

射
に

使
8
5

）

2
0
9
2

、
．

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

年
１

月
１

日
か

ら
ア

ン
ゴ

ラ
ボ

ツ
ワ

ナ
レ

ソ
ト

マ
ダ

ガ
ス

カ
ル

マ
ラ

ウ
イ

モ
リ

シ
ャ

ス
(
x
)

2
0
1
7

ー

、
、

、
、

、

モ
ザ

ン
ビ

ク
ナ

ミ
ビ

ア
コ

ン
ゴ

民
主

共
和

国
セ

シ
ェ

ル
南

ア
フ

リ
カ

共
和

国
ス

ワ
ジ

ラ
ン

ド

ー

ー

、
、

、
、

、
、

1
5
7
.
1
2
5
-
1
5
7
.
3
2
5

1
6
1
.
7
2
5
-
1
6
1
.
9
2

タ
ン

ザ
ニ

ア
ザ

ン
ビ

ア
及

び
ジ

ン
バ

ブ
エ

に
お

い
て

Ｍ
Ｈ

ｚ
及

び
、

、
、

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

第
第

第
第

第
第

第
第

及
び

第
チ

ャ
ネ

ル
に

相
5

（

8
2

2
3

8
3

2
4

8
4

2
5

8
5

2
6

8
6

、
、

、
、

、
、

、

）

1
5
7
.
1
5
0
-
1
5
7

当
は

デ
ジ

タ
ル

変
調

の
無

線
局

に
割

り
当

て
る

同
日

か
ら

中
華

人
民

共
和

国
に

お
い

て
、

。
、

Ｍ
Ｈ

ｚ
及

び
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
第

第
第

第
第

第
第

.
3
2
5

1
6
1
.
7
5
0
-
1
6
1
.
9
2
5

（

2
3

8
3

2
4

8
4

2
5

8
5

、
、

、
、

、
、

及
び

第
チ

ャ
ネ

ル
に

相
当

は
デ

ジ
タ

ル
変

調
の

無
線

局
に

割
り

当
て

る
2
6

8
6

）

、
。

(
x
x
)

2
0
1
9

2
4

8
4

2
5

8
5

2
0

年
１

月
１

日
か

ら
第

第
第

及
び

第
チ

ャ
ネ

ル
は

最
新

版
の

Ｉ
Ｔ

Ｕ
－

Ｒ
勧

告
Ｍ

、
、

、
．

に
掲

げ
る

地
上

系
Ｖ

Ｄ
Ｅ

Ｓ
を

運
用

す
る

た
め

に
帯

域
幅

が
ｋ

Ｈ
ｚ

で
あ

る
単

一
の

複
信

チ
ャ

ネ
ル

を
9
2

1
0
0

、

形
成

す
る

よ
う

に
統

合
し

て
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
。



一
四
一
頁

こ
れ

ら
の

チ
ャ

ネ
ル

は
影

響
を

受
け

る
主

管
庁

と
の

調
整

の
対

象
と

な
る

こ
と

を
条

件
と

し
て

単
一

又
は

(
y
)

、
、

複
信

の
周

波
数

チ
ャ

ネ
ル

と
し

て
割

り
当

て
る

こ
と

が
で

き
る

。

年
月

日
ま

で
こ

れ
ら

の
チ

ャ
ネ

ル
は

存
在

す
る

固
定

業
務

及
び

移
動

業
務

の
ア

プ
リ

ケ
シ

ョ
ン

(
z
)

2
0
1
8

1
2

3
1

ー

、

及
び

無
線

局
に

有
害

な
混

信
を

与
え

な
い

こ
と

並
び

に
そ

れ
ら

か
ら

の
有

害
な

混
信

を
容

認
す

る
こ

と
を

条
件

に

将
来

の
Ａ

Ｉ
Ｓ

ア
プ

リ
ケ

シ
ョ

ン
の

テ
ス

ト
に

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

ー

、
。

年
１

月
１

日
か

ら
こ

れ
ら

の
チ

ャ
ネ

ル
は

２
つ

の
単

信
チ

ャ
ネ

ル
に

そ
れ

ぞ
れ

分
割

さ
れ

る
Ａ

Ｓ
Ｍ

2
0
1
9

、
。

2
0
2
7

2
0
2
8

2
１

及
び

Ａ
Ｓ

Ｍ
２

と
し

て
指

定
さ

れ
る

第
及

び
第

チ
ャ

ネ
ル

は
最

新
版

の
Ｉ

Ｔ
Ｕ

－
Ｒ

勧
告

Ｍ
、

．

に
掲

げ
る

ア
プ

リ
ケ

シ
ョ

ン
関

連
メ

ッ
セ

ジ
Ａ

Ｓ
Ｍ

に
使

用
さ

れ
る

0
9
2

ー

ー

（

）

。

ア
メ

リ
カ

合
衆

国
で

は
こ

れ
ら

の
チ

ャ
ネ

ル
は

船
舶

局
と

海
岸

局
と

の
間

の
公

衆
通

信
を

目
的

と
し

た
通

(
z
x
)

、

信
に

使
用

さ
れ

る
。

年
１

月
１

日
か

ら
第

第
第

及
び

第
チ

ャ
ネ

ル
は

港
務

通
信

及
び

船
舶

通
航

の
た

(
z
z
)

2
0
1
9

1
0
2
7

1
0
2
8

8
7

8
8

、
、

、

め
の

単
一

周
波

数
ア

ナ
ロ

グ
チ

ャ
ネ

ル
と

し
て

使
用

さ
れ

る
。

第
２
の
別
表
３

５
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

－

別
表

３
－

５
船

上
通

信
局

又
は

船
舶

局
の

船
上

通
信

設
備

の
周

波
数

表

チ
ャ

ネ
ル

間
隔

ｋ
Ｈ

ｚ
で

使
用

す
る

周
波

数
表

(
1
)

2
5

Ｍ
Ｈ

ｚ
Ｍ

Ｈ
ｚ

1
5
6
.
7
5

1
5
6
.
8
5



一
四
二
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Ｍ
Ｈ

ｚ
Ｍ

Ｈ
ｚ

Ｍ
Ｈ

ｚ
4
5
7
.
5
2
5

4
5
7
.
5
5

4
5
7
.
5
7
5

Ｍ
Ｈ

ｚ
Ｍ

Ｈ
ｚ

Ｍ
Ｈ

ｚ
Ｍ

Ｈ
ｚ

Ｍ
Ｈ

ｚ
Ｍ

Ｈ
4
6
7
.
5
2
5

4
6
7
.
5
5

4
6
7
.
5
7
5

4
6
7
.
6

4
6
7
.
6
1
2
5

4
6
7
.
6
2
5

ｚ

チ
ャ

ネ
ル

間
隔

ｋ
Ｈ

ｚ
で

使
用

す
る

周
波

数
表

(
2
)

1
2
.
5

Ｍ
Ｈ

ｚ
Ｍ

Ｈ
ｚ

Ｍ
Ｈ

ｚ
Ｍ

Ｈ
ｚ

Ｍ
Ｈ

ｚ
4
5
7
.
5
2
5

4
5
7
.
5
3
7
5

4
5
7
.
5
5

4
5
7
.
5
6
2
5

4
5
7
.
5
7
5

Ｍ
Ｈ

ｚ
Ｍ

Ｈ
ｚ

Ｍ
Ｈ

ｚ
Ｍ

Ｈ
ｚ

Ｍ
Ｈ

ｚ
4
6
7
.
5
2
5

4
6
7
.
5
3
7
5

4
6
7
.
5
5

4
6
7
.
5
6
2
5

4
6
7
.
5
7
5

こ
の

周
波

数
の

使
用

は
デ

ジ
タ

ル
変

調
方

式
の

も
の

に
限

る
、

。

チ
ャ

ネ
ル

間
隔

ｋ
Ｈ

ｚ
で

使
用

す
る

周
波

数
表

(
3
)

6
.
2
5

Ｍ
Ｈ

ｚ
Ｍ

Ｈ
ｚ

Ｍ
Ｈ

ｚ
Ｍ

Ｈ
ｚ

4
5
7
.
5
1
5
6
2
5

4
5
7
.
5
2
1
8
7
5

4
5
7
.
5
2
8
1
2
5

4
5
7
.
5
3
4
3
7
5

Ｍ
Ｈ

ｚ
Ｍ

Ｈ
ｚ

Ｍ
Ｈ

ｚ
Ｍ

Ｈ
ｚ

4
5
7
.
5
4
0
6
2
5

4
5
7
.
5
4
6
8
7
5

4
5
7
.
5
5
3
1
2
5

4
5
7
.
5
5
9
3
7
5

Ｍ
Ｈ

ｚ
Ｍ

Ｈ
ｚ

Ｍ
Ｈ

ｚ
Ｍ

Ｈ
ｚ

4
5
7
.
5
6
5
6
2
5

4
5
7
.
5
7
1
8
7
5

4
5
7
.
5
7
8
1
2
5

4
5
7
.
5
8
4
3
7
5

Ｍ
Ｈ

ｚ
Ｍ

Ｈ
ｚ

Ｍ
Ｈ

ｚ
Ｍ

Ｈ
ｚ

4
6
7
.
5
1
5
6
2
5

4
6
7
.
5
2
1
8
7
5

4
6
7
.
5
2
8
1
2
5

4
6
7
.
5
3
4
3
7
5

Ｍ
Ｈ

ｚ
Ｍ

Ｈ
ｚ

Ｍ
Ｈ

ｚ
Ｍ

Ｈ
ｚ

4
6
7
.
5
4
0
6
2
5

4
6
7
.
5
4
6
8
7
5

4
6
7
.
5
5
3
1
2
5

4
6
7
.
5
5
9
3
7
5

Ｍ
Ｈ

ｚ
Ｍ

Ｈ
ｚ

Ｍ
Ｈ

ｚ
Ｍ

Ｈ
ｚ

4
6
7
.
5
6
5
6
2
5

4
6
7
.
5
7
1
8
7
5

4
6
7
.
5
7
8
1
2
5

4
6
7
.
5
8
4
3
7
5

こ
の

周
波

数
の

使
用

は
デ

ジ
タ

ル
変

調
方

式
の

も
の

に
限

る
、

。

第
２
の
別
表
４
中
２
の
表
を
削
り
、
３
の
表
を
２
の
表
と
し
、
４
の
表
か
ら
７
の
表
ま
で
を
３
の
表
か
ら
６
の
表
ま
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で
と
す
る
。

第
２
の
別
表
９

中
「7

9
.
5

」
を
「7

9

」
に
改
め
る
。

－
Ｇ

Ｈ
ｚ

Ｇ
Ｈ

ｚ

11

サ
ウ

ジ
ア

ラ
ビ

ア
バ

レ
ン

ロ
シ

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
５
４
Ｂ
中
「

」
の
次
に
「

ー

ー

」
を
、
「

、

ア
イ

ラ
ン

イ
ラ

ク
ク

ウ
ェ

ト
ア

ゼ

」
の
次
に
「

」
を
、
「

」
の
次
に
「

ー

」
を
加
え
、
同
脚
注
５
．
５
５
中
「

、
、

、

ル
バ

イ
ジ

ャ
ン

グ
ル

ジ
ア

ジ
ョ

ジ
ア

グ

」
を
削
り
、
「

」
を
「

ー

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
５
６
及
び
５
．
５
８
中
「

ル
ジ

ア
ジ

ョ
ジ

ア
ア

ン
ゴ

ラ
グ

」
を
「

ー

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
６
８
中
「

」
を
削
り
、
同
脚
注
５
．
７
５
中
「

、

ル
ジ

ア
ジ

ョ
ジ

ア
ア

ン
ゴ

ラ
グ

ル
ジ

ア
ジ

ョ

」
を
「

ー

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
９
３
中
「

」
を
削
り
、
「

」
を
「

、

ー

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
９
６
中
「

ー

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
「

」
を

ジ
ア

ベ
ラ

ル
シ

ク
ロ

ア
チ

ア
グ

ル
ジ

ア
、

「

ー

」
に
改
め
、
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
同
脚
注
５
．
９
８
中
「

」
を
削

ジ
ョ

ジ
ア

チ
ェ

コ
英

国
ア

ン
ゴ

ラ
、

、

り
、
「

」
を
「

ー

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
脚

グ
ル

ジ
ア

ジ
ョ

ジ
ア

ト
ル

コ
及

び
ウ

ク
ラ

イ
ナ

及
び

ト
ル

コ
、

注
５
．
１
０
２
中
「

ー

」
を
「

ー
」

メ
キ

シ
コ

パ
ラ

グ
ア

イ
ペ

ル
及

び
ウ

ル
グ

ア
イ

パ
ラ

グ
ア

イ
及

び
ペ

ル
、

、
、

、

ホ
ン

ジ
ュ

ラ
ス

メ
キ

シ
コ

及
び

ペ
ル

に
改
め
、
同
脚
注
５
．
１
１
９
中
「

」
を
削
り
、
同
脚
注
５
．
１
２
２
中
「

、
、

ー

」
を
「

ー
」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
１
２
８
中
「

」
を
「

ー

」
に

及
び

ウ
ル

グ
ア

イ
及

び
ペ

ル
グ

ル
ジ

ア
ジ

ョ
ジ

ア

オ
ス

ト
リ

ア
グ

ル
ジ

ア
ジ

ョ

改
め
、
同
脚
注
５
．
１
３
２
Ｂ
中
「

ー

」
を
削
り
、
同
脚
注
５
．
１
３
３
中
「

」
を
「

、

ー

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
１
３
３
Ａ
中
「

ー

」
を
削
り
、
同
５
．
１
３
３
Ａ
の
次
に
次
の
よ
う

ジ
ア

オ
ス

ト
リ

ア
、

に
加
え
る
。
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5
.
1
3
3
B

ｋ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

を
使

用
し

て
い

る
ア

マ
チ

ュ
ア

業
務

の
局

は
等

価
等

方
輻

射
電

力
が

Ｗ
を

5
3
5
1
.
5
-
5
3
6
6
.
5

1
5

、

超
え

て
は

な
ら

な
い

た
だ

し
メ

キ
シ

コ
で

は
ｋ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
を

使
用

し
て

い
る

ア
マ

チ
ュ

5
3
5
1
.
5
-
5
3
6
6
.
5

。
、

、

ア
業

務
の

局
は

等
価

等
方

輻
射

電
力

が
Ｗ

を
超

え
て

は
な

ら
な

い
以

下
の

第
二

地
域

の
国

ア
ン

テ
ィ

グ
ア

・
2
0

：

、
。

バ
ブ

ダ
ア

ル
ゼ

ン
チ

ン
バ

ハ
マ

バ
ル

バ
ド

ス
ベ

リ
ズ

ボ
リ

ビ
ア

ブ
ラ

ジ
ル

チ
リ

コ
ロ

ン
ビ

ー

ー

ー

、
、

、
、

、
、

、
、

ア
コ

ス
タ

リ
カ

キ
ュ

バ
ド

ミ
ニ

カ
共

和
国

ド
ミ

ニ
カ

国
エ

ル
サ

ル
バ

ド
ル

エ
ク

ア
ド

ル
グ

レ
ナ

ダ
ー

、
、

、
、

、
、

、

グ
ア

テ
マ

ラ
ガ

イ
ア

ナ
ハ

イ
チ

ホ
ン

ジ
ュ

ラ
ス

ジ
ャ

マ
イ

カ
ニ

カ
ラ

グ
ア

パ
ナ

マ
パ

ラ
グ

ア
イ

、
、

、
、

、
、

、
、

、

ペ
ル

セ
ン

ト
ル

シ
ア

セ
ン

ト
ク

リ
ス

ト
フ

ァ
・

ネ
ヴ

ィ
ス

セ
ン

ト
ビ

ン
セ

ン
ト

及
び

グ
レ

ナ
デ

ィ
ン

ー

ー

ー

ー

、
、

、

諸
島

ス
リ

ナ
ム

ト
リ

ニ
ダ

ド
・

ト
バ

ゴ
ウ

ル
グ

ア
イ

ベ
ネ

ズ
エ

ラ
及

び
第

二
地

域
に

お
け

る
オ

ラ
ン

ダ
の

ー

、
、

、
、

海
外

領
土

で
は

ｋ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

を
使

用
し

て
い

る
ア

マ
チ

ュ
ア

業
務

の
局

は
等

価
等

方
輻

射
5
3
5
1
.
5
-
5
3
6
6
.
5

、
、

電
力

が
Ｗ

を
超

え
て

は
な

ら
な

い
2
5

。

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
１
３
９
中
「

」
を
「

ー

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
１
４

グ
ル

ジ
ア

ジ
ョ

ジ
ア

０
中
「

」
を
削
り
、
同
脚
注
５
．
１
４
１
Ｂ
中
「

」
の
次
に
「

」
を
、
「

」

ケ
ニ

ア
エ

リ
ト

リ
ア

ギ
ニ

ア
リ

ビ
ア

、
、

の
次
に
「

」
を
加
え
、
同
脚
注
５
．
１
４
５
Ｂ
及
び
５
．
１
４
９
Ａ
中
「

ー

」
を
削
り
、
同
脚

マ
リ

オ
ス

ト
リ

ア
、

、

注
５
．
１
５
２
、
５
．
１
５
４
、
５
．
１
５
５
及
び
５
．
１
５
５
Ａ
中
「

」
を
「

ー

」
に
改
め
、

グ
ル

ジ
ア

ジ
ョ

ジ
ア

オ
ス

ト
リ

ア
ブ

ル
ガ

リ

同
脚
注
５
．
１
５
８
及
び
５
．
１
５
９
中
「

ー

」
を
削
り
、
同
脚
注
５
．
１
６
１
Ｂ
中
「

、
、
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」
及
び
「

ー

」
を
削
り
、
同
脚
注
５
．
１
６
３
中
「

」
を
「

ー

」
に
改
め
、
同
脚

ア
ポ

ラ
ン

ド
グ

ル
ジ

ア
ジ

ョ
ジ

ア
、

注
５
．
１
６
４
中
「

ー

ー

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
同
脚
注
５
．
１
６
６
を
次
の
よ
う

コ
ト

ジ
ボ

ワ
ル

ク
ロ

ア
チ

ア
、

に
改
め
る
。

5
.
1
6
6

（

）
未

使
用

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
１
６
７
中
「

ー

」
を
「

ー

」
に

シ
ン

ガ
ポ

ル
及

び
タ

イ
及

び
シ

ン
ガ

ポ
ル

、

改
め
、
同
脚
注
５
．
１
６
７
Ａ
中
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
同
脚
注
５
．
１
７
０
中
「5

3
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
及

び
タ

イ

Ｍ
Ｈ

ｚ
Ｍ

Ｈ
ｚ

ガ
イ

ア
ナ

ジ
ャ

マ
イ

カ
及

び

」
を
「5

4

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
１
７
２
及
び
５
．
１
７
３
中
「、

、

メ
キ

シ
コ

及
び

ガ
イ

ア
ナ

グ
ル

ジ
ア

」
を
「

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
１
７
５
、
５
．
１
７
７
及
び
５
．
１
７
９
中
「

」
を
「

ー

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
１
８
５
中
「

」
を
削
り
、
同
脚
注
５
．
２

ジ
ョ

ジ
ア

ジ
ャ

マ
イ

カ
メ

キ
シ

コ
、

、

０
１
中
「

」
を
削
り
、
「

」
を
「

ー

」
に
改
め
、
「

」
を
削

ア
ン

ゴ
ラ

グ
ル

ジ
ア

ロ
シ

ア
ジ

ョ
ジ

ア
ラ

ト
ビ

ア
、

、
、

り
、
同
脚
注
５
．
２
０
２
中
「

」
を
「

ー

」
に
改
め
、
「

」
を
削
り
、
同

グ
ル

ジ
ア

ロ
シ

ア
ジ

ョ
ジ

ア
ラ

ト
ビ

ア
、

、

脚
注
５
．
２
０
６
中
「

」
を
「

ー

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
２
０
８
Ｂ
中
「

0
7

」
を
「

グ
ル

ジ
ア

ジ
ョ

ジ
ア

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

1
5

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
２
１
１
中
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
同
脚
注
５
．
２
２

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

ギ
リ

シ
ャ

ギ
ニ

ア
、

０
後
段
を
削
り
、
同
脚
注
５
．
２
２
１
中
「

」
の
次
に
「

ー

」
を
加
え
、
「

」
を
削
り
、

ガ
ボ

ン
ジ

ョ
ジ

ア
タ

イ
、

、

同
脚
注
５
．
２
２
２
及
び
５
．
２
２
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

5
.
2
2
2

（

）

未
使

用
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5
.
2
2
3

（

）

未
使

用
第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
２
２
４
Ａ
及
び
５
．
２
２
４
Ｂ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

5
.
2
2
4
A

（

）

未
使

用

5
.
2
2
4
B

（

）
未

使
用

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
２
２
８
Ａ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

5
.
2
2
8
A
A

海
上

移
動

衛
星

業
務

地
球

か
ら

宇
宙

に
よ

る
Ｍ

Ｈ
ｚ

及
び

Ｍ
Ｈ

ｚ

（

）

1
6
1
.
9
3
7
5
-
1
6
1
.
9
6
2
5

1
6
1
.
9
8
7
5
-
1
6
2
.
0
1
2
5

の
周

波
数

帯
の

使
用

は
無

線
通

信
規

則
付

録
第

号
に

従
っ

て
運

用
す

る
シ

ス
テ

ム
に

限
る

1
8

、
。

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
２
３
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

5
.
2
3
2

（

）

未
使

用

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
２
３
４
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

5
.
2
3
4

（

）

未
使

用

カ
ザ

フ
ス

タ
ン

及
び

ウ
ク

ラ
イ

ナ
及

び
カ

ザ
フ

ス

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
２
５
６
Ａ
中
「

」
を
「

、

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
２
６
０
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

タ
ン

5
.
2
6
0

（

）

未
使

用

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
２
６
２
中
「

」
を
「

ー

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
２
６

グ
ル

ジ
ア

ジ
ョ

ジ
ア
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５
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

5
.
2
6
5

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

は
決

議
第

号
Ｗ

Ｒ
Ｃ

－
改

を
適

用
す

る
4
0
3
-
4
1
0

2
0
5

(
1
5

)
、

、
。

５
ｋ

ｍ
の

範
囲

内
の

通
信

宇
宙

か
ら

宇
宙

へ
の

通
信

回

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
２
６
８
中
「

」
を
「

線
船

外
活

動
か

ら
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
に

よ
る

宇
宙

研
究

業
務

宇
宙

か
ら

宇
宙

の
送

信

」
に
、
「

」
を
「4

1
0
-
4
2
0

（

）

」
に
改
め
、
「

4
.
1
0

」
を
削
り
、
「

）

」
を

局
か

ら
無

線
通

信
規

則
第

号
は

船
外

活
動

に
は

適
用

し
な

い
宇

宙
は

、
。

宇
宙

の
局

は
妨

げ
て

は
な

ら
な

い
無

線
通

信
規

則
第

号
の

規
定

は
適

用
し

な

「

）

」
に
改
め
、
「

」
の
次
に
「

4
.
1
0

。

」
を
加
え
、
同
脚
注
５
．
２
７
５
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
脚

い
セ

ル
ビ

ア
及

び
ス

ロ
ベ

ニ
ア

及
び

セ
ル

ビ
ア

。
、

タ
ン

ザ
ニ

ア
固

定
業

務
に

も
分

配
し

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

注
５
．
２
７
６
中
「

」
を
削
り
、
「

」
の
次
に
「

」
を
、
「4

3
8
-
4
4
0

、

周
波

数
帯

は
エ

ク
ア

ド
ル

を
除

き
グ

ル
ジ

ア
ジ

ョ
ジ

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
同
脚
注
５
．
２
７
７
中
「

」
を
「

ー

、

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
２
７
９
Ａ
中
「

」
を
「4

3
2
-
4
3
8

」
に
、
「

1
ア

こ
の

周
波

数
帯

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

Ｓ
Ａ

．

2
6
0
-
1

」
を
「

1
2
6
0
-
1

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
２
８
６
Ａ
Ａ
中
「

0
7

」
を
「

1
5

」
に
改
め

Ｒ
Ｓ

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

．

、
同
脚
注
５
．
２
８
７
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

5
.
2
8
7

海
上

移
動

業
務

に
よ

る
Ｍ

Ｈ
ｚ

及
び

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

の
使

用
は

4
5
7
.
5
1
2
5
-
4
5
7
.
5
8
7
5

4
6
7
.
5
1
2
5
-
4
6
7
.
5
8
7
5

、

船
上

通
信

局
に

限
る

使
用

装
置

の
特

性
や

チ
ャ

ネ
ル

の
配

置
は

Ｉ
Ｔ

Ｕ
－

Ｒ
勧

告
Ｍ

に
よ

る
領

水
内

1
1
7
4
-
3

。
、

．
。
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に
お

け
る

こ
れ

ら
の

周
波

数
帯

の
使

用
は

関
係

主
管

庁
の

国
内

規
制

に
従

う
こ

と
を

条
件

と
す

る
、

。
第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
２
８
８
中
「

1
1
7
4
-
1

」
を
「

1
1
7
4
-
3

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
２

Ｍ
Ｍ

．
．

フ
ィ

ン
ラ

ン
ド

ノ
ル

ウ
ェ

オ
ラ

ン
ダ

チ
ェ

コ
セ

ル
ビ

９
１
Ａ
中
「

」
及
び
「

ー

」
を
削
り
、
「

」
の
次
に
「

、
、

、
、

」
を
加
え
、
同
脚
注
５
．
２
９
２
中
「

」
を
削
り
、
「

9
.
2
1

ア
メ

キ
シ

コ
で

は
固

定
業

務
及

び
移

動
業

務
並

び
に

第
、

号
の

規
定

ホ
ン

ジ
ュ

ラ
ス

ジ
ャ

マ
イ

カ
メ

キ
シ

コ
パ

ナ

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
同
脚
注
５
．
２
９
３
中
「、

、
、

、

マ
及

び
ペ

ル
ジ

ャ
マ

イ
カ

及
び

パ
ナ

マ
こ

れ
ら

の
国

バ
ハ

マ
バ

ル
バ

ド
ス

カ
ナ

ダ

ー
」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

、
、

、

チ
リ

キ
ュ

バ
ア

メ
リ

カ
合

衆
国

ガ
イ

ア
ナ

ジ
ャ

マ
イ

カ
メ

キ
シ

コ
及

び
パ

ナ
マ

第
号

ー

」
に
、
「

9
.
2
1

、
、

、
、

、
、

に
従

っ
て

無
線

通
信

規
則

第
号

の
規

定
に

従
っ

て
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
の

分
配

は

」
を
「

9
.
2
1

」
に
改
め
、
「4

7
0
-
5
1
2

無
線

通
信

規
則

ケ
ニ

ア
ス

ダ
ン

南
ス

ダ

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
同
脚
注
５
．
２
９
４
中
「

」
及
び
「

ー

ー

、
、

、
、

」
を
削
り
、
同
脚
注
５
．
２
９
５
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ン5
.
2
9
5

バ
ハ

マ
バ

ル
バ

ド
ス

カ
ナ

ダ
ア

メ
リ

カ
合

衆
国

及
び

メ
キ

シ
コ

で
は

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

又
は

そ
4
7
0
-
6
0
8

、
、

、
、

の
一

部
は

Ｉ
Ｍ

Ｔ
に

特
定

さ
れ

る
決

議
第

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

改
参

照
こ

の
特

定
は

こ
の

周
波

数
帯

が
分

（

2
2
4

（

1
5

）

）

、
。

、

配
さ

れ
て

い
る

業
務

の
ア

プ
リ

ケ
シ

ョ
ン

に
よ

る
使

用
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

く
ま

た
無

線
通

信
規

則
内

に
優

ー

、
、

先
権

を
確

立
す

る
も

の
で

も
な

い
そ

の
周

波
数

帯
内

に
あ

る
Ｉ

Ｍ
Ｔ

シ
ス

テ
ム

の
移

動
業

務
の

局
は

無
線

通
信

規
。

、

則
第

号
の

規
定

に
従

っ
て

同
意

を
得

る
こ

と
を

条
件

と
し

隣
接

国
の

放
送

業
務

に
対

し
て

有
害

な
混

信
を

生
じ

9
.
2
1

、



一
四
九
頁

さ
せ

て
は

な
ら

な
い

ま
た

当
該

放
送

業
務

か
ら

の
保

護
を

要
求

し
て

は
な

ら
な

い
無

線
通

信
規

則
第

号
及

5
.
4
3

。
、

。

び
第

号
を

適
用

す
る

メ
キ

シ
コ

で
は

こ
の

周
波

数
帯

で
の

Ｉ
Ｍ

Ｔ
の

使
用

は
年

月
日

よ
り

前
に

は
5
.
4
3
A

2
0
1
8

1
2

3
1

。
、

開
始

せ
ず

隣
接

国
と

の
合

意
が

あ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
延

長
す

る
こ

と
が

で
き

る
、

。

ド
イ

ツ
ア

ン
ゴ

ラ
ボ

ス
ニ

ア
・

へ
ル

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
２
９
６
中
「

」
の
次
に
「

」
を
、
「

、

」
の
次
に
「

」
を
、
「

」
の
次
に
「

」
を
、

ツ
ェ

ゴ
ビ

ナ
ボ

ツ
ワ

ナ
ブ

ル
ガ

リ
ア

ブ
ル

キ
ナ

フ
ァ

ソ
ブ

ル
ン

ジ
、

、
、

「

ー

」
の
次
に
「

」
を
、
「

」
の
次
に
「

ー

」
を
、
「

ー

」
の
次
に

カ
メ

ル
ン

バ
チ

カ
ン

ガ
ボ

ン
ジ

ョ
ジ

ア
ガ

ナ
、

、

「

ー
」
を
、
「

」
の
次
に
「

」
を
、
「

ー

」
の
次
に
「

」
を
、

ハ
ン

ガ
リ

ヨ
ル

ダ
ン

ケ
ニ

ア
ク

ウ
ェ

ト
レ

ソ
ト

、
、

、

マ
ケ

ド
ニ

ア
旧

ユ
ゴ

ス
ラ

ビ
ア

共
和

国
レ

バ
ノ

ン
ル

ク
セ

ン
ブ

ル
グ

マ

「

ー

」
の
次
に
「

」
を
、
「

」
の
次
に
「

、
、

ラ
ウ

イ
モ

ロ
ッ

コ
モ

リ
シ

ャ
ス

モ
リ

タ
ニ

ア
モ

ナ
コ

モ
ザ

」
を
、
「

」
の
次
に
「

ー

ー

」
を
、
「

」
の
次
に
「

、
、

、

ン
ビ

ク
ナ

ミ
ビ

ア
ニ

ジ
ェ

ル
ナ

イ
ジ

ェ
リ

ア
オ

マ
ン

ウ

ー

」
を
、
「

ー

」
の
次
に
「

」
を
、
「

ー

」
の
次
に
「

、
、

、

ガ
ン

ダ
英

国
ル

ワ
ン

ダ
サ

ン
マ

リ
ノ

セ
ル

ビ
ア

ス
ダ

ン
南

」
を
、
「

」
の
次
に
「

」
を
、
「

ー

」
の
次
に
「

、
、

、
、

」
を
、
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
「

4
7
0
-
7
9

ア
フ

リ
カ

共
和

国
ス

ワ
ジ

ラ
ン

ド
タ

ン
ザ

ニ
ア

及
び

ト
ル

コ
で

は
、

、

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

並
び

に
ア

ン
ゴ

ラ
ボ

ツ
ワ

ナ
レ

ソ
ト

マ
ラ

ウ
イ

モ
リ

シ
ャ

ス
モ

ザ
ン

ビ
ク

ナ
0

ー

ー

、
、

、
、

、
、

ミ
ビ

ア
ナ

イ
ジ

ェ
リ

ア
南

ア
フ

リ
カ

共
和

国
タ

ン
ザ

ニ
ア

ト
ル

コ
ウ

ク
ラ

イ
ナ

Ｍ
Ｈ

」
を
「

」
に
、
「6

9
8

、
、

、
、

、

」
を
「6

9
4

」
に
改
め
、
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
同
５
．
２
９
６
の
次
に
次

ｚ
Ｍ

Ｈ
ｚ

放
送

及
び

放
送

番
組

の
制

作

の
よ
う
に
加
え
る
。



一
五
〇
頁

5
.
2
9
6
A

ミ
ク

ロ
ネ

シ
ア

ソ
ロ

モ
ン

ツ
バ

ル
及

び
バ

ヌ
ア

ツ
に

お
け

る
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
又

は
そ

の
一

部
並

び
4
7
0
-
6
9
8

、
、

に
バ

ン
グ

ラ
デ

シ
ュ

モ
ル

ジ
ブ

及
び

ニ
ュ

ジ
ラ

ン
ド

に
お

け
る

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

又
は

そ
の

一
部

は

ー

ー

6
1
0
-
6
9
8

、

Ｉ
Ｍ

Ｔ
を

導
入

し
よ

う
と

す
る

主
管

庁
に

よ
っ

て
特

定
さ

れ
る

決
議

第
Ｗ

Ｒ
Ｃ

－
改

参
照

こ
の

特

（

2
2
4

（

1
5

）

）

、
。

定
は

こ
れ

ら
の

周
波

数
帯

が
分

配
さ

れ
て

い
る

業
務

の
ア

プ
リ

ケ
シ

ョ
ン

に
よ

る
使

用
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

く

ー

、

ま
た

無
線

通
信

規
則

内
に

優
先

権
を

確
立

す
る

も
の

で
も

な
い

こ
れ

ら
の

周
波

数
帯

に
分

配
さ

れ
た

移
動

業
務

、
、

。

は
無

線
通

信
規

則
第

号
の

規
定

に
従

っ
て

同
意

が
得

ら
れ

た
場

合
に

限
り

Ｉ
Ｍ

Ｔ
シ

ス
テ

ム
に

使
用

さ
れ

近
9
.
2
1

、
、

隣
国

の
放

送
業

務
に

対
し

て
有

害
な

混
信

を
生

じ
さ

せ
て

は
な

ら
な

い
ま

た
当

該
放

送
業

務
か

ら
の

保
護

を
要

求
。

、

し
て

は
な

ら
な

い
無

線
通

信
規

則
第

号
及

び
第

号
を

適
用

す
る

5
.
4
3

5
.
4
3
A

。
。

ホ
ン

ジ
ュ

ラ
ス

及
び

及
び

メ
キ

シ

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
２
９
７
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

、
、

コ
分

配
す

る
バ

ハ
マ

バ
ル

バ
ド

ス
及

び
メ

キ
シ

コ
で

は
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

」
を
削
り
、
「

」
の
次
に
「

5
1
2
-
6
0
8

。
、

、

帯
は

無
線

通
信

規
則

第
号

の
規

定
に

従
っ

て
同

意
を

得
る

こ
と

を
条

件
と

し
て

一
次

的
基

礎
で

移
動

業
務

に
9
.
2
1

、
、

」
を
加
え
、
同
脚
注
５
．
３
０
０
中
「

ー

ー

」
を
「

ー

」
に
改

も
分

配
す

る
ス

ダ
ン

及
び

南
ス

ダ
ン

及
び

ス
ダ

ン
。

、

め
、
同
脚
注
５
．
３
０
８
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

5
.
3
0
8

付
加

分
配

ベ
リ

ズ
及

び
コ

ロ
ン

ビ
ア

で
は

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

は
一

次
的

基
礎

で
移

動
業

務
に

も

：

ー

6
1
4
-
6
9
8

、
、
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一
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分
配

す
る

そ
の

周
波

数
帯

内
に

あ
る

移
動

業
務

の
局

は
無

線
通

信
規

則
第

号
の

規
定

に
従

っ
て

同
意

を
得

る
9
.
2
1

。
、

こ
と

を
条

件
と

す
る

。

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
３
０
８
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

5
.
3
0
8
A

ー

6
1
4
-
6
9

バ
ハ

マ
バ

ル
バ

ド
ス

ベ
リ

ズ
カ

ナ
ダ

コ
ロ

ン
ビ

ア
ア

メ
リ

カ
合

衆
国

及
び

メ
キ

シ
コ

で
は

、
、

、
、

、
、

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

又
は

そ
の

一
部

は
Ｉ

Ｍ
Ｔ

に
特

定
さ

れ
る

決
議

第
Ｗ

Ｒ
Ｃ

－
改

参
照

こ
の

8

（

2
2
4

（

1
5

）

）

、
。

特
定

は
こ

の
周

波
数

帯
が

分
配

さ
れ

て
い

る
業

務
の

ア
プ

リ
ケ

シ
ョ

ン
に

よ
る

使
用

を
妨

げ
る

も
の

で
は

な
く

ー

、
、

ま
た

無
線

通
信

規
則

内
に

優
先

権
を

確
立

す
る

も
の

で
も

な
い

そ
の

周
波

数
帯

内
に

あ
る

Ｉ
Ｍ

Ｔ
シ

ス
テ

ム
の

移
、

。

動
業

務
の

局
は

無
線

通
信

規
則

第
号

の
規

定
に

従
っ

て
同

意
を

得
る

こ
と

を
条

件
と

し
隣

接
国

の
放

送
業

務
9
.
2
1

、
、

に
対

し
て

有
害

な
混

信
を

生
じ

さ
せ

て
は

な
ら

な
い

ま
た

当
該

放
送

業
務

か
ら

の
保

護
を

要
求

し
て

は
な

ら
な

い
。

、

無
線

通
信

規
則

第
号

及
び

第
号

を
適

用
す

る
ベ

リ
ズ

及
び

メ
キ

シ
コ

で
は

こ
の

周
波

数
帯

で
の

Ｉ
5
.
4
3

5
.
4
3
A

ー

。
。

、

Ｍ
Ｔ

の
使

用
は

年
月

日
よ

り
前

に
は

開
始

せ
ず

隣
接

国
と

の
合

意
が

あ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
延

長
す

る
こ

2
0
1
8

1
2

3
1

、

と
が

で
き

る
。

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
３
０
９
中
「

」
及
び
「

」
を
削
り
、
同

コ
ス

タ
リ

カ
及

び
ホ

ン
ジ

ュ
ラ

ス
、

脚
注
５
．
３
１
２
中
「

」
を
「

ー

」
に
改
め
、
「

8
3
0
-
8
6
2

」
及
び
「

グ
ル

ジ
ア

ジ
ョ

ジ
ア

並
び

に
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯

8
3
0
-
8
6
0

2
0
1
2

1
2

3
1

」
を
削
り
、
同
脚
注
５
．
３
１
２
Ａ
中
「

2
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
は

年
月

日
ま

で
ま

た
決

議
第

、
、
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3
2

（
1
2

）
」
を
「

7
6
0

（

1
5

）
」
に
、
「

1
2

」
を
「

1
5

」
に

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

決
議

第
Ｗ

Ｒ
Ｃ

－
Ｗ

Ｒ
Ｃ

－
改

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

改
、

、

バ
ン

グ
ラ

デ
シ

ュ
オ

ス
ト

ラ
リ

ア
バ

ン
グ

ラ
デ

シ
ュ

ブ
ル

ネ
イ

改
め
、
同
脚
注
５
．
３
１
３
Ａ
中
「

」
を
「

ー

、
、

、

」
に
改
め
、
「

」
の
次
に
「

ー
」
を
、
「

」
の
次
に
「

」

カ
ン

ボ
ジ

ア
大

韓
民

国
フ

ィ
ジ

イ
ン

ド
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
、

、

日
本

キ
リ

バ
ス

ラ
オ

ス
マ

レ
シ

ア
ミ

ャ
ン

マ
及

び
ソ

ロ

を
、
「

」
の
次
に
「

ー

ー
」
を
加
え
、
「

」
を
「

、
、

、
、

、

モ
ン

サ
モ

ア
シ

ン
ガ

ポ
ル

タ
イ

ト
ン

ガ
ツ

バ
ル

バ
ヌ

ア
ツ

及
び

ベ
ト

ナ
」
に
改
め
、
「

ー

」
の
次
に
「

、
、

、
、

、
、

」
を
加
え
、
同
脚
注
５
．
３
１
３
Ｂ
か
ら
５
．
３
１
６
Ａ
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ム5
.
3
1
3
B

（

）

未
使

用

5
.
3
1
4

（

）

未
使

用

5
.
3
1
5

（

）

未
使

用

5
.
3
1
6

（

）

未
使

用

5
.
3
1
6
A

（

）

未
使

用

一
次

的
基

礎
に

よ
る

年
６

月
日

か
ら

発

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
３
１
６
Ｂ
中
「

」
及
び
「

2
0
1
5

1
7

、

効
し

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

及
び

ア
メ

リ
カ

合
衆

国

」
を
削
り
、
「

1
2

」
を
「

1
5

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
３
１
７
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
３
１
７
Ａ
中
「6

9
8
-
9
6
0

」

ア
メ

リ
カ

合
衆

国
及

び
メ

キ
シ

コ
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
、

第
一

地
域

で
の

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

必
要

に
応

じ
て

決
議

第
Ｗ

Ｒ
Ｃ

－

の
次
に
「

6
9
4
-
7
9
0

」
を
加
え
、
「

2
2
4

（

、
、

1
2

）

7
4
9

（

1
2

」
を
「

2
2
4

（

1
5

）

7
6
0

（

改
及

び
決

議
第

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

場
合

に
よ

り
決

議
第

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

改
決

議
第

、
、

、
、



一
五
三
頁

1
5

）

7
4
9

（

1
5

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
３
２
５
Ａ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

及
び

決
議

第
Ｗ

Ｒ
Ｃ

－

5
.
3
2
5
A

業
務

の
種

類
の

地
域

差
ア

ル
ゼ

ン
チ

ン
ブ

ラ
ジ

ル
コ

ス
タ

リ
カ

キ
ュ

バ
ド

ミ
ニ

カ
共

和
国

エ
ル

サ

：

ー

、
、

、
、

、

ル
バ

ド
ル

エ
ク

ア
ド

ル
第

二
地

域
の

フ
ラ

ン
ス

海
外

県
グ

ア
テ

マ
ラ

メ
キ

シ
コ

パ
ラ

グ
ア

イ
ウ

ル
グ

ア
、

、
、

、
、

、

イ
及

び
ベ

ネ
ズ

エ
ラ

で
は

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

は
一

次
的

基
礎

で
陸

上
移

動
業

務
に

分
配

す
る

コ
ロ

ン
9
0
2
-
9
2
8

、
、

。

ビ
ア

で
は

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

を
一

次
的

基
礎

で
陸

上
移

動
業

務
に

分
配

す
る

9
0
2
-
9
0
5

、
、

。

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
３
２
７
Ａ
中
「

1
2

」
を
「

1
5

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

３
２
８
Ａ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

5
.
3
2
8
A
A

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

は
国

際
航

空
標

準
に

従
い

運
用

さ
れ

て
い

る
航

空
機

送
信

機
か

ら
の

放
送

型
1
0
8
7
.
7
-
1
0
9
2
.
3

、

自
動

位
置

情
報

伝
送

・
監

視
Ａ

Ｄ
Ｓ

－
Ｂ

の
発

射
を

受
信

す
る

宇
宙

局
に

限
定

し
て

一
次

的
基

礎
で

航
空

移
動

（

）

、

衛
星

Ｒ
業

務
地

球
か

ら
宇

宙
に

も
分

配
す

る
航

空
移

動
衛

星
Ｒ

業
務

で
運

用
す

る
局

は
航

空
無

線

（

）

（

）

（

）

。
、

航
行

業
務

で
運

用
す

る
局

か
ら

の
保

護
を

要
求

し
て

は
な

ら
な

い
決

議
第

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

を
適

用
す

る
4
2
5

（

1
5

）

。
。

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
３
３
８
Ａ
中
「

1
2

」
を
「

1
5

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

３
４
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

5
.
3
4
1
A



一
五
四
頁

1
4
2
7
-
1
4
5
2

1
4
9
2
-
1
5
1
8

2
2
3

（

1
5

）

第
一

地
域

で
は

Ｍ
Ｈ

ｚ
及

び
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
は

決
議

第
Ｗ

Ｒ
Ｃ

－
改

、
、

、

に
よ

り
Ｉ

Ｍ
Ｔ

を
導

入
し

よ
う

と
す

る
主

管
庁

に
よ

っ
て

特
定

さ
れ

る
こ

の
特

定
は

こ
れ

ら
の

周
波

数
帯

が
分

配
。

、

さ
れ

て
い

る
業

務
の

ア
プ

リ
ケ

シ
ョ

ン
に

よ
る

使
用

を
妨

げ
る

も
の

で
は

な
く

ま
た

無
線

通
信

規
則

内
に

優
先

ー

、
、

権
を

確
立

す
る

も
の

で
も

な
い

Ｉ
Ｍ

Ｔ
の

無
線

局
の

使
用

は
無

線
通

信
規

則
第

号
に

よ
り

航
空

遠
隔

測
定

の
5
.
3
4
2

。
、

た
め

に
使

用
す

る
航

空
移

動
業

務
に

関
し

て
無

線
通

信
規

則
第

号
の

規
定

に
従

っ
て

同
意

を
得

る
こ

と
を

条
件

と
9
.
2
1

す
る

。

5
.
3
4
1
B

第
二

地
域

で
は

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

は
決

議
第

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

改
に

よ
り

Ｉ
Ｍ

Ｔ
を

導
入

1
4
2
7
-
1
5
1
8

2
2
3

（

1
5

）

、
、

、

し
よ

う
と

す
る

主
管

庁
に

よ
っ

て
特

定
さ

れ
る

こ
の

特
定

は
こ

れ
ら

の
周

波
数

帯
が

分
配

さ
れ

て
い

る
業

務
の

ア
。

、

プ
リ

ケ
シ

ョ
ン

に
よ

る
使

用
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

く
ま

た
無

線
通

信
規

則
内

に
優

先
権

を
確

立
す

る
も

の
で

ー

、
、

も
な

い
。

5
.
3
4
1
C

1
4
2
7
-
1
4
5
2

1
4
9
2
-
1
5
1
8

2
2
3

（

1
5

）

第
三

地
域

で
は

Ｍ
Ｈ

ｚ
及

び
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
は

決
議

第
Ｗ

Ｒ
Ｃ

－
改

、
、

、

に
よ

り
Ｉ

Ｍ
Ｔ

を
導

入
し

よ
う

と
す

る
主

管
庁

に
よ

っ
て

特
定

さ
れ

る
Ｍ

Ｈ
ｚ

及
び

Ｍ
Ｈ

ｚ
1
4
2
9
-
1
4
5
2

1
4
9
2
-
1
5
1
8

。

の
周

波
数

帯
に

お
い

て
Ｉ

Ｍ
Ｔ

を
導

入
す

る
前

述
の

主
管

庁
に

よ
っ

て
な

さ
れ

る
こ

れ
ら

の
周

波
数

帯
の

使
用

は
航

、

空
移

動
業

務
の

局
を

使
用

し
て

い
る

国
か

ら
無

線
通

信
規

則
第

号
の

規
定

に
従

っ
て

同
意

を
得

る
こ

と
を

条
件

と
9
.
2
1



一
五
五
頁

す
る

こ
の

特
定

は
こ

れ
ら

の
周

波
数

帯
が

分
配

さ
れ

て
い

る
業

務
の

ア
プ

リ
ケ

シ
ョ

ン
に

よ
る

使
用

を
妨

げ
る

ー

。
、

も
の

で
は

な
く

ま
た

無
線

通
信

規
則

内
に

優
先

権
を

確
立

す
る

も
の

で
も

な
い

、
、

。

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
３
４
２
中
「

1
5
2
5
-
1
5
3
5

」
を

並
び

に
ブ

ル
ガ

リ
ア

で
は

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

削
り
、
同
脚
注
５
．
３
４
６
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

5
.
3
4
6

ア
ン

ゴ
ラ

ボ
ツ

ワ
ナ

中
央

ア
フ

リ
カ

チ
ャ

ド
コ

ン
ゴ

共
和

国
コ

ト
ジ

ボ
ワ

ル
コ

ン
ゴ

民
主

共
和

ー

ー

、
、

、
、

、
、

国
ガ

ン
ビ

ア
リ

ベ
リ

ア
マ

ダ
ガ

ス
カ

ル
マ

ラ
ウ

イ
マ

リ
モ

ザ
ン

ビ
ク

セ
ネ

ガ
ル

ザ
ン

ビ
ア

モ

ー

、
、

、
、

、
、

、
、

、

リ
シ

ャ
ス

セ
シ

ェ
ル

ブ
ル

ン
ジ

ケ
ニ

ア
ル

ワ
ン

ダ
タ

ン
ザ

ニ
ア

ウ
ガ

ン
ダ

ガ
ボ

ン
ギ

ニ
ア

ー

ー

、
、

、
、

、
、

、
、

、

ブ
ル

キ
ナ

フ
ァ

ソ
ガ

ナ
ベ

ナ
ン

カ
メ

ル
ン

南
ア

フ
リ

カ
共

和
国

ヨ
ル

ダ
ン

ク
ウ

ェ
ト

レ
ソ

ト

ー

ー

ー

、
、

、
、

、
、

、

レ
バ

ノ
ン

ニ
ジ

ェ
ル

ナ
イ

ジ
ェ

リ
ア

オ
マ

ン
ス

ダ
ン

南
ス

ダ
ン

ジ
ン

バ
ブ

エ
ト

ゴ

ー

ー

ー

ー

ー

、
、

、
、

、
、

、
、

、

ー

ー

ー

ー

チ
ュ

ニ
ジ

ア
パ

レ
ス

チ
ナ

カ
タ

ル
モ

ロ
ッ

コ
ス

ワ
ジ

ラ
ン

ド
ナ

ミ
ビ

ア
モ

リ
タ

ニ
ア

バ
レ

、
、

、
、

、
、

、

1
4
5
2
-
1

ン
ジ

ブ
チ

エ
ジ

プ
ト

ア
ル

ジ
ェ

リ
ア

サ
ウ

ジ
ア

ラ
ビ

ア
ア

ラ
ブ

首
長

国
連

邦
及

び
イ

ラ
ク

で
は

、
、

、
、

、
、

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

は
決

議
第

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

改
に

よ
り

Ｉ
Ｍ

Ｔ
を

導
入

し
よ

う
と

す
る

前
述

に
掲

げ
4
9
2

2
2
3

（

1
5

）

、
、

た
主

管
庁

に
よ

っ
て

特
定

さ
れ

る
こ

の
特

定
は

こ
れ

ら
の

周
波

数
帯

が
分

配
さ

れ
て

い
る

業
務

の
ア

プ
リ

ケ
シー

。
、

ョ
ン

に
よ

る
使

用
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

く
ま

た
無

線
通

信
規

則
内

に
優

先
権

を
確

立
す

る
も

の
で

も
な

い
Ｉ

、
、

。

Ｍ
Ｔ

の
導

入
に

よ
る

こ
の

周
波

数
帯

の
使

用
は

無
線

通
信

規
則

第
号

に
基

づ
い

て
得

ら
れ

る
無

線
通

信
規

則
9
.
2
1

、
、



一
五
六
頁

5
.
3
4
2

（

第
号

に
よ

り
航

空
遠

隔
測

定
の

た
め

に
使

用
す

る
航

空
移

動
業

務
に

関
す

る
合

意
が

条
件

に
な

る
も

の
と

す
る

7
6
1

（

1
5

）

）

決
議

第
Ｗ

Ｒ
Ｃ

－
参

照
。

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
３
４
６
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

5
.
3
4
6
A

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

は
決

議
第

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

改
及

び
決

議
第

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

に
よ

り
1
4
5
2
-
1
4
9
2

2
2
3

（

1
5

）

7
6
1

（

1
5

）

、
、

Ｉ
Ｍ

Ｔ
を

導
入

し
よ

う
と

す
る

第
三

地
域

の
主

管
庁

に
よ

っ
て

特
定

さ
れ

る
Ｉ

Ｍ
Ｔ

を
導

入
す

る
前

述
の

主
管

庁
に

。

よ
る

こ
の

周
波

数
帯

の
使

用
は

航
空

移
動

業
務

の
局

を
使

用
し

て
い

る
国

か
ら

無
線

通
信

規
則

第
号

の
規

定
に

9
.
2
1

、

従
っ

て
同

意
を

得
る

こ
と

を
条

件
と

す
る

こ
の

特
定

は
こ

れ
ら

の
周

波
数

帯
が

分
配

さ
れ

て
い

る
業

務
の

ア
プ

リ
。

、

ケ
シ

ョ
ン

に
よ

る
使

用
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

く
ま

た
無

線
通

信
規

則
内

に
優

先
権

を
確

立
す

る
も

の
で

も
な

ー

、
、

い
。

タ
ン

ザ
ニ

ア
オ

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
３
５
２
Ａ
中
「

」
を
削
り
、
同
脚
注
５
．
３
５
９
中
「

、
、

ー

」
を
削
り
、
「

」
を
「

ー

」
に
改
め
、
「

」
を
削

ス
ト

リ
ア

グ
ル

ジ
ア

ギ
リ

シ
ャ

ジ
ョ

ジ
ア

タ
ン

ザ
ニ

ア
、

、
、

、

り
、
同
脚
注
５
．
３
６
２
Ｂ
及
び
５
．
３
６
２
Ｃ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

5
.
3
6
2
B

（

）

未
使

用

5
.
3
6
2
C

（

）

未
使

用

タ
ン

ザ
ニ

ア
Ｗ

Ｒ

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
３
８
２
中
「

」
を
削
り
、
同
脚
注
５
．
３
８
４
Ａ
中
「

、



一
五
七
頁

0
7

」
を
「

1
5

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
３
８
６
中
「

」
の
次
に
「
（

）

Ｃ
－

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

第
二

地
域

メ
キ

シ
コ

を
除

く
。

グ
ル

ジ
ア

ジ
ョ

ジ
ア

Ｉ
Ｍ

Ｔ

」
を
加
え
、
同
脚
注
５
．
３
８
７
中
「

」
を
「

ー

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
３
８
８
中
「

2
0
0
0

」
を
「

」
に
、
「

9
7

」
を
「

1
5

」
に
、
「

2
0
0
0

」
を
「

1
5

－
Ｉ

Ｍ
Ｔ

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

、

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
３
９
１
中
「

1
1
5
4

」
を
「

1
1
5
4
-
0

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
３
９
３
中
「

改
Ｓ

Ａ
Ｓ

Ａ
．

．

」
を
「

」
に
、
「

0
3

」
を
「

1
5

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．

イ
ン

ド
及

び
メ

キ
シ

コ
及

び
イ

ン
ド

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

、

４
０
１
中
「

」
を
削
り
、
同
脚
注
５
．
４
１
７
Ａ
か
ら
５
．
４
１
７
Ｄ
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ブ
ル

ン
ジ

、

5
.
4
1
7
A

（

）

未
使

用

5
.
4
1
7
B

（

）

未
使

用

5
.
4
1
7
C

（

）

未
使

用

5
.
4
1
7
D

（

）

未
使

用

大
韓

民
国

日
本

及
び

タ
イ

Ｗ
Ｒ

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
４
１
８
中
「

」
及
び
「

」
を
削
り
、
「

、
、

Ｃ
－

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

第
条

第
条

限
定

さ
れ

る
無

線
通

信
0
3

」
を
「

1
5

」
に
、
「

1
2

」
を
「

2
1

」
に
改
め
、
「

」
の
次
に
「

。

」
を
、
「

」
の
次
に
「

」
を
、
「

」
の
次
に
「

」

規
則

主
管

庁
は

無
線

通
信

規
則

基
づ

く
も

の
及

び
無

線
通

信
規

則
、

グ
ル

ジ
ア

ジ
ョ

ジ
ア

モ
ン

ゴ

を
加
え
、
同
脚
注
５
．
４
２
２
中
「

」
を
「

ー

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
４
２
８
中
「、

」
を
削
り
、
同
脚
注
５
．
４
２
９
中
「

」
の
次
に
「

」
を
、
「

」
の
次
に
「

ル
バ

ン
グ

ラ
デ

シ
ュ

ベ
ナ

ン
ブ

ル
ネ

イ
、

」
を
、
「

」
の
次
に
「

ー

」
を
加
え
、
同
脚
注
５
．
４
２
９
の

カ
ン

ボ
ジ

ア
朝

鮮
民

主
主

義
人

民
共

和
国

ス
ダ

ン
、

、



一
五
八
頁

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

5
.
4
2
9
A

付
加

分
配

ア
ン

ゴ
ラ

ベ
ナ

ン
ボ

ツ
ワ

ナ
ブ

ル
キ

ナ
フ

ァ
ソ

ブ
ル

ン
ジ

ガ
ナ

ギ
ニ

ア
ギ

ニ
ア

ビ
：

ー

、
、

、
、

、
、

、

サ
ウ

レ
ソ

ト
リ

ベ
リ

ア
マ

ラ
ウ

イ
モ

リ
タ

ニ
ア

モ
ザ

ン
ビ

ク
ナ

ミ
ビ

ア
ニ

ジ
ェ

ル
ナ

イ
ジ

ー

ー

ー

、
、

、
、

、
、

、
、

ェ
リ

ア
ル

ワ
ン

ダ
ス

ダ
ン

南
ス

ダ
ン

南
ア

フ
リ

カ
共

和
国

ス
ワ

ジ
ラ

ン
ド

タ
ン

ザ
ニ

ア
チ

ャ
ド

ー

ー

、
、

、
、

、
、

、

ト
ゴ

ザ
ン

ビ
ア

及
び

ジ
ン

バ
ブ

エ
で

は
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
は

航
空

移
動

を
除

く
移

動
業

務
に

ー

3
3
0
0
-
3
4
0
0

、
、

、
、

一
次

的
基

礎
で

分
配

す
る

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

で
運

用
し

て
い

る
移

動
業

務
の

局
は

無
線

標
定

業
務

で
3
3
0
0
-
3
4
0
0

。
、

運
用

さ
れ

て
い

る
局

に
有

害
な

混
信

を
生

じ
さ

せ
て

は
な

ら
な

い
ま

た
こ

れ
ら

の
局

か
ら

の
保

護
を

要
求

し
て

は
。

、

な
ら

な
い

。

5
.
4
2
9
B

以
下

に
示

す
北

緯
度

以
南

に
位

置
す

る
第

一
地

域
の

国
ア

ン
ゴ

ラ
べ

ナ
ン

ボ
ツ

ワ
ナ

ブ
ル

キ
ナ

フ
ァ

ソ
3
0

：

、
、

、

ブ
ル

ン
ジ

カ
メ

ル
ン

コ
ン

ゴ
共

和
国

コ
ト

ジ
ボ

ワ
ル

エ
ジ

プ
ト

ガ
ナ

ギ
ニ

ア
ギ

ニ
ア

ビ

ー

ー

ー

ー

、
、

、
、

、
、

、
、

サ
ウ

ケ
ニ

ア
レ

ソ
ト

リ
ベ

リ
ア

マ
ラ

ウ
イ

モ
リ

タ
ニ

ア
モ

ザ
ン

ビ
ク

ナ
ミ

ビ
ア

ニ
ジ

ェ
ル

ー

ー

ー

、
、

、
、

、
、

、
、

ナ
イ

ジ
ェ

リ
ア

ウ
ガ

ン
ダ

コ
ン

ゴ
民

主
共

和
国

ル
ワ

ン
ダ

ス
ダ

ン
南

ス
ダ

ン
南

ア
フ

リ
カ

共
和

ー

ー

、
、

、
、

、
、

、

国
ス

ワ
ジ

ラ
ン

ド
タ

ン
ザ

ニ
ア

チ
ャ

ド
ト

ゴ
ザ

ン
ビ

ア
及

び
ジ

ン
バ

ブ
エ

で
は

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

ー

3
3
0
0
-
3
4
0
0

、
、

、
、

、
、

周
波

数
帯

は
Ｉ

Ｍ
Ｔ

の
導

入
の

た
め

に
特

定
さ

れ
る

こ
の

周
波

数
帯

の
使

用
は

決
議

第
Ｗ

Ｒ
Ｃ

－
改

2
2
3

（

1
5

、
。

、
、



一
五
九
頁

に
従

う
移

動
業

務
の

Ｉ
Ｍ

Ｔ
の

無
線

局
に

よ
る

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

の
使

用
は

無
線

標
定

業
務

の
シ

）
3
3
0
0
-
3
4
0
0

。
、

ス
テ

ム
に

有
害

な
混

信
を

生
じ

さ
せ

て
は

な
ら

な
い

ま
た

当
該

シ
ス

テ
ム

か
ら

の
保

護
を

要
求

し
て

は
な

ら
な

い
。

、

Ｉ
Ｍ

Ｔ
を

導
入

し
よ

う
と

す
る

主
管

庁
は

無
線

標
定

業
務

の
運

用
を

保
護

す
る

よ
う

隣
接

国
の

同
意

を
得

な
け

れ
。

、

ば
な

ら
な

い
こ

の
特

定
は

こ
の

周
波

数
帯

が
分

配
さ

れ
て

い
る

業
務

の
ア

プ
リ

ケ
シ

ョ
ン

に
よ

る
使

用
を

妨
げ

ー

。
、

る
も

の
で

は
な

く
ま

た
無

線
通

信
規

則
内

に
優

先
権

を
確

立
す

る
も

の
で

も
な

い
、

、
。

5
.
4
2
9
C

業
務

の
種

類
の

地
域

差
ア

ル
ゼ

ン
チ

ン
ブ

ラ
ジ

ル
コ

ロ
ン

ビ
ア

コ
ス

タ
リ

カ
エ

ク
ア

ド
ル

グ
ア

テ
マ

：

、
、

、
、

、

ラ
メ

キ
シ

コ
パ

ラ
グ

ア
イ

及
び

ウ
ル

グ
ア

イ
で

は
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
は

航
空

移
動

を
除

く
移

動
3
3
0
0
-
3
4
0
0

、
、

、
、

業
務

に
一

次
的

基
礎

で
分

配
さ

れ
る

ア
ル

ゼ
ン

チ
ン

ブ
ラ

ジ
ル

グ
ア

テ
マ

ラ
メ

キ
シ

コ
及

び
パ

ラ
グ

ア
イ

で
。

、
、

、

は
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
は

一
次

的
基

礎
で

固
定

業
務

に
も

分
配

さ
れ

る
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
3
3
0
0
-
3
4
0
0

3
3
0
0
-
3
4
0
0

、
、

。

数
帯

で
運

用
し

て
い

る
固

定
業

務
及

び
移

動
業

務
の

局
は

無
線

標
定

業
務

で
運

用
さ

れ
て

い
る

局
に

有
害

な
混

信
を

、

生
じ

さ
せ

て
は

な
ら

な
い

ま
た

こ
れ

ら
の

局
か

ら
の

保
護

を
要

求
し

て
は

な
ら

な
い

。
、

。

5
.
4
2
9
D

第
二

地
域

の
以

下
の

国
ア

ル
ゼ

ン
チ

ン
コ

ロ
ン

ビ
ア

コ
ス

タ
リ

カ
エ

ク
ア

ド
ル

メ
キ

シ
コ

及
び

ウ
ル

グ

：

、
、

、
、

ア
イ

で
は

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

の
使

用
は

Ｉ
Ｍ

Ｔ
の

導
入

の
た

め
に

特
定

さ
れ

る
そ

う
し

た
使

用
は

3
3
0
0
-
3
4
0
0

、
、

。

2
2
3

（

1
5

）

9
決

議
第

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

改
に

従
う

ア
ル

ゼ
ン

チ
ン

及
び

ウ
ル

グ
ア

イ
で

の
使

用
は

無
線

通
信

規
則

第
、

、
。

、



一
六
〇
頁

号
の

規
定

に
従

う
こ

と
を

条
件

と
す

る
移

動
業

務
の

Ｉ
Ｍ

Ｔ
の

無
線

局
に

よ
る

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

.
2
1

3
3
0
0
-
3
4
0
0

。

の
使

用
は

無
線

標
定

業
務

の
シ

ス
テ

ム
に

有
害

な
混

信
を

生
じ

さ
せ

て
は

な
ら

な
い

ま
た

当
該

シ
ス

テ
ム

か
ら

、
。

、

の
保

護
を

要
求

し
て

は
な

ら
な

い
Ｉ

Ｍ
Ｔ

を
導

入
し

よ
う

と
す

る
主

管
庁

は
無

線
標

定
業

務
の

運
用

を
保

護
す

る
。

、

よ
う

隣
接

国
の

同
意

を
得

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
の

特
定

は
こ

の
周

波
数

帯
が

分
配

さ
れ

て
い

る
業

務
の

ア
プ

リ
。

、

ケ
シ

ョ
ン

に
よ

る
使

用
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

く
ま

た
無

線
通

信
規

則
内

に
優

先
権

を
確

立
す

る
も

の
で

も
な

ー

、
、

い
。

5
.
4
2
9
E

付
加

分
配

パ
プ

ア
ニ

ュ
ギ

ニ
ア

で
は

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

は
航

空
移

動
を

除
く

移
動

業
務

に
一

：

ー

3
3
0
0
-
3
4
0
0

、
、

次
的

基
礎

で
分

配
さ

れ
る

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

で
運

用
す

る
移

動
業

務
の

局
は

無
線

標
定

業
務

で
運

用
3
3
0
0
-
3
4
0
0

。
、

さ
れ

て
い

る
局

に
有

害
な

混
信

を
生

じ
さ

せ
て

は
な

ら
な

い
ま

た
こ

れ
ら

の
局

か
ら

の
保

護
を

要
求

し
て

は
な

ら
。

、

な
い

。

5
.
4
2
9
F

第
三

地
域

の
以

下
の

国
カ

ン
ボ

ジ
ア

イ
ン

ド
ラ

オ
ス

パ
キ

ス
タ

ン
フ

ィ
リ

ピ
ン

及
び

ベ
ト

ナ
ム

で
は

：

、
、

、
、

、

3
3
0
0
-
3
4
0
0

2
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
の

使
用

は
Ｉ

Ｍ
Ｔ

の
導

入
の

た
め

に
特

定
さ

れ
る

そ
う

し
た

使
用

は
決

議
第

、
。

、

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

改
に

従
う

移
動

業
務

の
Ｉ

Ｍ
Ｔ

の
無

線
局

に
よ

る
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
の

使
用

は
2
3

（

1
5

）

3
3
0
0
-
3
4
0
0

、
。

無
線

標
定

業
務

の
シ

ス
テ

ム
に

有
害

な
混

信
を

生
じ

さ
せ

て
は

な
ら

な
い

ま
た

当
該

シ
ス

テ
ム

か
ら

の
保

護
を

、
。

、



一
六
一
頁

要
求

し
て

は
な

ら
な

い
主

管
庁

は
こ

の
周

波
数

帯
で

の
Ｉ

Ｍ
Ｔ

シ
ス

テ
ム

の
基

地
局

又
は

移
動

局
を

使
用

開
始

す
。

、

る
前

に
無

線
標

定
業

務
を

保
護

す
る

た
め

に
無

線
通

信
規

則
第

号
に

基
づ

き
隣

接
国

に
同

意
を

求
め

な
け

れ
ば

9
.
2
1

、

な
ら

な
い

こ
の

特
定

は
こ

の
周

波
数

帯
が

分
配

さ
れ

て
い

る
業

務
の

ア
プ

リ
ケ

シ
ョ

ン
に

よ
る

使
用

を
妨

げ
る

ー

。
、

も
の

で
は

な
く

ま
た

無
線

通
信

規
則

内
に

優
先

権
を

確
立

す
る

も
の

で
も

な
い

、
、

。

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
４
３
０
中
「

」
を
削
り
、
同
脚
注
５
．
４
３
０
Ａ
を
次
の
よ
う

モ
ン

ゴ
ル

、

に
改
め
る
。

5
.
4
3
0
A

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

の
移

動
業

務
航

空
移

動
を

除
く

へ
の

分
配

は
無

線
通

信
規

則
第

号
に

3
4
0
0
-
3
6
0
0

（

）

9
.
2
1

。
、

従
い

他
の

主
管

庁
の

同
意

を
得

る
こ

と
を

条
件

と
す

る
こ

の
周

波
数

帯
は

Ｉ
Ｍ

Ｔ
に

特
定

す
る

こ
の

特
定

は
。

、
。

、

こ
の

周
波

数
帯

が
分

配
さ

れ
て

い
る

業
務

の
ア

プ
リ

ケ
シ

ョ
ン

に
よ

る
使

用
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

く
ま

た
無

ー

、
、

9
.
1
7

9
.
1
8

線
通

信
規

則
上

で
優

先
権

を
確

立
す

る
も

の
で

も
な

い
調

整
の

段
階

で
は

無
線

通
信

規
則

第
号

及
び

第
。

、

号
の

規
定

も
適

用
す

る
主

管
庁

は
こ

の
周

波
数

帯
に

お
い

て
移

動
業

務
の

基
地

局
又

は
移

動
局

を
使

用
開

始
す

る
。

、

2
0

（

）

前
に

他
の

主
管

庁
の

領
域

と
の

境
界

で
時

間
率

％
以

上
で

地
上

高
３

ｍ
地

点
で

の
電

力
束

密
度

ｐ
ｆ

ｄ
、

、
、

が
－

ｄ
Ｂ

Ｗ
／

ｍ
４

ｋ
Ｈ

ｚ
を

超
え

な
い

こ
と

を
確

保
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
の

ｐ
ｆ

ｄ
1
5
4
.
5

（

（

・

）
）

２
、

。

制
限

値
を

超
過

す
る

旨
を

主
管

庁
が

同
意

し
て

い
る

国
の

領
域

に
お

い
て

は
こ

の
制

限
値

を
超

過
す

る
こ

と
が

で
き

、

る
他

の
主

管
庁

の
領

域
と

の
境

界
に

お
け

る
ｐ

ｆ
ｄ

制
限

値
を

満
足

す
る

こ
と

を
確

保
す

る
た

め
に

全
て

の
関

連
。

、



一
六
二
頁

す
る

情
報

を
考

慮
に

入
れ

な
が

ら
地

上
局

に
責

任
を

有
す

る
主

管
庁

と
地

球
局

に
責

任
を

有
す

る
主

管
庁

の
相

互
合

、

意
の

下
で

要
請

が
あ

れ
ば

無
線

通
信

局
の

支
援

を
得

て
計

算
と

検
証

が
行

わ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

そ
の

合
意

、
、

。

が
成

立
し

な
い

場
合

は
ｐ

ｆ
ｄ

の
計

算
と

検
証

は
上

記
の

情
報

を
考

慮
に

入
れ

な
が

ら
無

線
通

信
局

に
よ

っ
て

行
、

、

わ
れ

る
も

の
と

す
る

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

に
お

け
る

移
動

業
務

の
局

は
宇

宙
局

か
ら

の
保

護
を

無
線

3
4
0
0
-
3
6
0
0

。
、

、

通
信

規
則

年
版

の
表

で
定

め
ら

れ
て

い
る

以
上

に
要

求
し

て
は

な
ら

な
い

（2
0
0
4

）
2
1
-
4

。

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
４
３
１
中
「

」
を
「

」
に
改
め

イ
ス

ラ
エ

ル
及

び
英

国
及

び
イ

ス
ラ

エ
ル

、

、
同
脚
注
５
．
４
３
１
Ａ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

5
.
4
3
1
A

第
二

地
域

で
は

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

の
移

動
業

務
航

空
移

動
を

除
く

へ
の

一
次

的
基

礎
に

よ
る

3
4
0
0
-
3
5
0
0

（

）

、
。

分
配

は
無

線
通

信
規

則
第

号
に

従
い

他
の

主
管

庁
と

の
合

意
を

得
る

こ
と

を
条

件
と

す
る

9
.
2
1

、
。

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
４
３
１
Ａ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

5
.
4
3
1
B

第
二

地
域

で
は

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

は
Ｉ

Ｍ
Ｔ

を
導

入
し

よ
う

と
す

る
主

管
庁

に
よ

っ
て

特
定

さ
れ

3
4
0
0
-
3
6
0
0

、
、

る
こ

の
特

定
は

こ
の

周
波

数
帯

が
分

配
さ

れ
て

い
る

業
務

の
ア

プ
リ

ケ
シ

ョ
ン

に
よ

る
使

用
を

妨
げ

る
も

の
で

ー

。
、

は
な

く
ま

た
無

線
通

信
規

則
内

に
優

先
権

を
確

立
す

る
も

の
で

も
な

い
調

整
の

段
階

で
は

無
線

通
信

規
則

第
、

、
。

、

号
及

び
第

号
の

規
定

も
適

用
す

る
主

管
庁

は
Ｉ

Ｍ
Ｔ

シ
ス

テ
ム

の
基

地
局

又
は

移
動

局
を

使
用

開
始

す
9
.
1
7

9
.
1
8

。
、



一
六
三
頁

る
前

に
無

線
通

信
規

則
第

号
に

基
づ

き
他

の
主

管
庁

に
同

意
を

求
め

他
の

主
管

庁
の

領
域

と
の

境
界

で
時

9
.
2
1

、
、

、

間
率

％
以

上
で

地
上

高
３

ｍ
地

点
で

の
電

力
束

密
度

ｐ
ｆ

ｄ
が

－
ｄ

Ｂ
Ｗ

／
ｍ

４
ｋ

Ｈ
ｚ

2
0

（

）

1
5
4
.
5

（

（

・

２
、

、

を
超

え
な

い
こ

と
を

確
保

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

の
ｐ

ｆ
ｄ

制
限

値
は

主
管

庁
が

同
意

を
表

明
し

て
い

る

）
）

。
、

国
の

領
域

に
お

い
て

は
超

過
す

る
こ

と
が

で
き

る
他

の
主

管
庁

の
領

域
と

の
境

界
に

お
け

る
ｐ

ｆ
ｄ

制
限

値
を

満
足

。

す
る

こ
と

を
確

保
す

る
た

め
に

全
て

の
関

連
す

る
情

報
を

考
慮

に
入

れ
な

が
ら

地
上

局
に

責
任

を
有

す
る

主
管

庁
、

、

と
地

球
局

に
責

任
を

有
す

る
主

管
庁

の
相

互
合

意
の

下
で

要
請

が
あ

れ
ば

無
線

通
信

局
の

支
援

を
得

て
計

算
と

検
、

、

証
が

行
わ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
合

意
が

成
立

し
な

い
場

合
は

ｐ
ｆ

ｄ
の

計
算

と
検

証
は

上
記

の
情

報
を

考
慮

。
、

、

に
入

れ
な

が
ら

無
線

通
信

局
に

よ
っ

て
行

わ
れ

る
も

の
と

す
る

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

に
お

け
る

Ｉ
Ｍ

Ｔ
シ

3
4
0
0
-
3
6
0
0

。

ス
テ

ム
を

含
む

移
動

業
務

の
局

は
無

線
通

信
規

則
年

版
の

表
で

定
め

ら
れ

て
い

る
以

上
の

宇
宙

局
か

（2
0
0
4

）

2
1
-
4

、

ら
の

保
護

を
要

求
し

て
は

な
ら

な
い

。

－
ｄ

Ｂ
Ｗ

／
ｍ

４
ｋ

Ｈ
ｚ

－
ｄ

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
４
３
２
Ａ
中
「

1
5
4
.
5

（

・

）
」
を
「

1
5
4
.
5

２

（

（

・

）
）
」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
４

Ｂ
Ｗ

／
ｍ

４
ｋ

Ｈ
ｚ

ｐ
ｆ

ｄ
制

限
値

が
ｐ

ｆ
ｄ

制
限

値
を

２

３
２
Ｂ
中
「

」
を
「

ー

」
に
改
め
、
「

ー

ー

」

バ
ン

グ
ラ

デ
シ

ュ
オ

ス
ト

ラ
リ

ア
バ

ン
グ

ラ
デ

シ
ュ

ニ
ュ

ジ
ラ

ン
ド

、

フ
ィ

リ
ピ

ン
－

ｄ
Ｂ

Ｗ
／

ｍ
４

ｋ
Ｈ

ｚ
－

ｄ
Ｂ

Ｗ
／

ｍ

の
次
に
「

」
を
加
え
、
「

1
5
4
.
5

（

・

）
」
を
「

1
5
4
.
5

（

（

２
、

４
ｋ

Ｈ
ｚ

ｐ
ｆ

ｄ
制

限
値

が
ｐ

ｆ
ｄ

制
限

値
を

こ
の

分
配

は
年

月
２

・

）
）
」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

2
0
1
0

1
1

、

日
よ

り
効

力
を

有
す

る
バ

ン
グ

ラ
デ

シ
ュ

オ
ス

ト
ラ

リ
ア

1
7

」
を
削
り
、
同
脚
注
５
．
４
３
３
Ａ
中
「

」
を
「

ー

。
、



一
六
四
頁

バ
ン

グ
ラ

デ
シ

ュ
中

華
人

民
共

和
国

第
三

地
域

の
フ

ラ
ン

ス
海

外
県

及

」
に
改
め
、
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
「

、

」
を
「

」
に
、
「

1
5
4
.
5

（

・

）
」
を

び
第

三
地

域
の

フ
ラ

ン
ス

海
外

県
及

び
フ

ィ
リ

ピ
ン

－
ｄ

Ｂ
Ｗ

／
ｍ

４
ｋ

Ｈ
ｚ

２

「

1
5
4
.
5

（

（

・

）
）
」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、

－
ｄ

Ｂ
Ｗ

／
ｍ

４
ｋ

Ｈ
ｚ

ｐ
ｆ

ｄ
制

限
値

が
ｐ

ｆ
ｄ

制
限

値
を

２

同
脚
注
５
．
４
３
４
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

5
.
4
3
4

カ
ナ

ダ
コ

ロ
ン

ビ
ア

コ
ス

タ
リ

カ
及

び
ア

メ
リ

カ
合

衆
国

で
は

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

又
は

そ
の

一
3
6
0
0
-
3
7
0
0

、
、

、

部
は

Ｉ
Ｍ

Ｔ
を

導
入

し
よ

う
と

す
る

主
管

庁
に

よ
っ

て
特

定
さ

れ
る

こ
の

特
定

は
こ

れ
ら

の
周

波
数

帯
が

分
配

、
。

、

さ
れ

て
い

る
業

務
の

ア
プ

リ
ケ

シ
ョ

ン
に

よ
る

使
用

を
妨

げ
る

も
の

で
は

な
く

ま
た

無
線

通
信

規
則

内
に

優
先

ー

、
、

権
を

確
立

す
る

も
の

で
も

な
い

調
整

の
段

階
で

は
無

線
通

信
規

則
第

号
及

び
第

号
の

規
定

も
適

用
す

る
9
.
1
7

9
.
1
8

。
、

主
管

庁
は

Ｉ
Ｍ

Ｔ
シ

ス
テ

ム
の

基
地

局
又

は
移

動
局

を
使

用
開

始
す

る
前

に
無

線
通

信
規

則
第

号
に

基
づ

9
.
2
1

。
、

、

き
他

の
主

管
庁

に
同

意
を

求
め

他
の

主
管

庁
の

領
域

と
の

境
界

で
時

間
率

％
以

上
で

地
上

高
３

ｍ
地

点
で

の
2
0

、
、

、

電
力

束
密

度
ｐ

ｆ
ｄ

が
－

ｄ
Ｂ

Ｗ
／

ｍ
４

ｋ
Ｈ

ｚ
を

超
え

な
い

こ
と

を
確

保
し

な
け

れ
ば

（

）

1
5
4
.
5

（

（

・

）
）

２
、

な
ら

な
い

こ
の

ｐ
ｆ

ｄ
制

限
値

は
主

管
庁

が
同

意
を

表
明

し
て

い
る

国
の

領
域

に
お

い
て

は
超

過
す

る
こ

と
が

で
。

、

き
る

他
の

主
管

庁
の

領
域

と
の

境
界

に
お

け
る

ｐ
ｆ

ｄ
制

限
値

を
満

足
す

る
こ

と
を

確
保

す
る

た
め

に
全

て
の

関
。

、

連
す

る
情

報
を

考
慮

に
入

れ
な

が
ら

地
上

局
に

責
任

を
有

す
る

主
管

庁
と

地
球

局
に

責
任

を
有

す
る

主
管

庁
の

相
互

、

合
意

の
下

で
要

請
が

あ
れ

ば
無

線
通

信
局

の
支

援
を

得
て

計
算

と
検

証
が

行
わ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
合

意
が

、
、

。



一
六
五
頁

成
立

し
な

い
場

合
は

ｐ
ｆ

ｄ
の

計
算

と
検

証
は

上
記

の
情

報
を

考
慮

に
入

れ
な

が
ら

無
線

通
信

局
に

よ
っ

て
行

わ
、

、

れ
る

も
の

と
す

る
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
に

お
け

る
Ｉ

Ｍ
Ｔ

シ
ス

テ
ム

を
含

む
移

動
業

務
の

局
は

無
線

通
3
6
0
0
-
3
7
0
0

。
、

信
規

則
年

版
の

表
で

定
め

ら
れ

て
い

る
以

上
の

宇
宙

局
か

ら
の

保
護

を
要

求
し

て
は

な
ら

な
い

（2
0
0
4

）

2
1
-
4

。

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
４
３
６
及
び
５
．
４
３
７
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

5
.
4
3
6

航
空

移
動

Ｒ
業

務
の

局
に

よ
る

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

の
使

用
は

国
際

航
空

標
準

に
従

っ
て

運
用

す

（

）

4
2
0
0
-
4
4
0
0

、

（

）

4
2
4

（

1
る

航
空

電
子

機
器

内
無

線
通

信
Ｗ

Ａ
Ｉ

Ｃ
の

た
め

に
の

み
保

留
す

る
こ

の
使

用
は

決
議

第
Ｗ

Ｒ
Ｃ

－
。

、

の
規

定
に

従
う

も
の

と
す

る
5

）

。

5
.
4
3
7

地
球

探
査

衛
星

業
務

及
び

宇
宙

研
究

業
務

に
お

け
る

受
動

検
知

器
の

使
用

は
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
に

お
4
2
0
0
-
4
4
0
0

、

い
て

二
次

的
基

礎
で

許
さ

れ
る

、
。

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
４
３
８
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
脚
注
５
．
４
４
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

5
.
4
4
1
A

ウ
ル

グ
ア

イ
で

は
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
又

は
そ

の
一

部
は

Ｉ
Ｍ

Ｔ
の

導
入

の
た

め
に

特
定

さ
れ

る
4
8
0
0
-
4
9
0
0

、
、

こ
の

特
定

は
こ

の
周

波
数

帯
が

分
配

さ
れ

て
い

る
業

務
の

ア
プ

リ
ケ

シ
ョ

ン
に

よ
る

使
用

を
妨

げ
る

も
の

で
は

ー
。

、



一
六
六
頁

な
く

ま
た

無
線

通
信

規
則

内
に

優
先

権
を

確
立

す
る

も
の

で
も

な
い

Ｉ
Ｍ

Ｔ
の

導
入

の
た

め
の

こ
の

周
波

数
帯

、
、

。

ー

の
使

用
は

隣
接

国
の

同
意

を
得

る
こ

と
を

条
件

と
し

Ｉ
Ｍ

Ｔ
の

無
線

局
は

移
動

業
務

を
行

う
他

の
ア

プ
リ

ケ
、

、
、

シ
ョ

ン
の

局
か

ら
の

保
護

を
要

求
し

て
は

な
ら

な
い

そ
う

し
た

使
用

は
決

議
第

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

改
に

従
う

2
2
3

（

1
5

）

。
、

、

。5
.
4
4
1
B

カ
ン

ボ
ジ

ア
ラ

オ
ス

及
び

べ
ト

ナ
ム

で
は

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

又
は

そ
の

一
部

は
Ｉ

Ｍ
Ｔ

を
導

入
4
8
0
0
-
4
9
9
0

、
、

、

し
よ

う
と

す
る

主
管

庁
に

よ
っ

て
特

定
さ

れ
る

こ
の

特
定

は
こ

の
周

波
数

帯
が

分
配

さ
れ

て
い

る
業

務
の

ア
プ

リ
。

、

ケ
シ

ョ
ン

に
よ

る
使

用
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

く
ま

た
無

線
通

信
規

則
内

に
優

先
権

を
確

立
す

る
も

の
で

も
な

ー

、
、

い
Ｉ

Ｍ
Ｔ

の
導

入
の

た
め

の
こ

の
周

波
数

帯
の

使
用

は
無

線
通

信
規

則
第

号
に

基
づ

く
関

係
主

管
庁

の
同

意
9
.
2
1

。
、

を
得

る
こ

と
を

条
件

と
し

Ｉ
Ｍ

Ｔ
の

無
線

局
は

移
動

業
務

を
行

う
他

の
ア

プ
リ

ケ
シ

ョ
ン

の
局

か
ら

の
保

護
を

ー

、
、

要
求

し
て

は
な

ら
な

い
さ

ら
に

主
管

庁
は

移
動

業
務

を
行

う
Ｉ

Ｍ
Ｔ

の
無

線
局

を
使

用
開

始
す

る
前

に
こ

の
。

、
、

、

局
に

よ
っ

て
生

じ
る

電
力

束
密

度
が

沿
岸

諸
国

か
ら

公
認

さ
れ

た
低

潮
線

と
し

て
定

義
さ

れ
る

海
岸

線
か

ら
ｋ

ｍ
2
0

、

の
地

点
で

海
抜

０
ｍ

か
ら

ｋ
ｍ

ま
で

の
間

で
－

ｄ
Ｂ

Ｗ
／

ｍ
１

Ｍ
Ｈ

ｚ
を

超
え

な
い

こ
と

を
確

保
1
9

1
5
5

（

（

・

）
）

２

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

の
基

準
は

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

で
の

見
直

し
に

従
う

こ
と

を
条

件
と

す
る

決
議

第
Ｗ

Ｒ
Ｃ

1
9

2
2
3

（

。
。

－
改

参
照

こ
の

特
定

は
Ｗ

Ｒ
Ｃ

－
後

に
効

力
を

有
す

る
1
5

）

1
9

、
。

。

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
４
４
２
中
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
同
脚
注
５

グ
ア

テ
マ

ラ
メ

キ
シ

コ
、



一
六
七
頁

．
４
４
３
Ｂ
及
び
５
．
４
４
４
中
「

1
2

」
を
「

1
5

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
４
４
４
Ａ
を
次
の
よ

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－
う
に
改
め
る
。

5
.
4
4
4
A

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

の
固

定
衛

星
業

務
地

球
か

ら
宇

宙
へ

の
分

配
は

移
動

衛
星

業
務

の
非

静
止

衛
5
0
9
1
-
5
1
5
0

（

）

、

星
シ

ス
テ

ム
の

フ
ィ

ダ
リ

ン
ク

に
限

る
こ

と
と

し
無

線
通

信
規

則
第

号
の

規
定

に
従

っ
て

調
整

す
る

こ
と

を
ー

9
.
1
1
A

、

条
件

と
す

る
移

動
衛

星
業

務
の

非
静

止
衛

星
シ

ス
テ

ム
の

フ
ィ

ダ
リ

ン
ク

に
よ

る
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯

ー

5
0
9
1
-
5
1
5
0

。

の
使

用
は

決
議

第
Ｗ

Ｒ
Ｃ

－
改

に
従

う
こ

と
を

条
件

と
す

る
さ

ら
に

航
空

無
線

航
行

業
務

が
有

害
1
1
4

（

1
5

）

、
、

。
、

な
混

信
か

ら
保

護
さ

れ
る

こ
と

が
確

保
さ

れ
る

よ
う

に
航

空
無

線
航

行
業

務
の

地
上

局
を

運
用

し
て

い
る

主
管

庁
の

、

領
域

か
ら

ｋ
ｍ

未
満

の
距

離
に

あ
る

移
動

衛
星

業
務

の
非

静
止

衛
星

シ
ス

テ
ム

の
フ

ィ
ダ

リ
ン

ク
地

球
局

と
調

整
4
5
0

ー

を
行

う
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
４
４
４
Ｂ
中
「

1
2

」
を
「

1
5

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

４
４
６
中
「

」
の
次
に
「
（

）
」
を
加
え
、
同
脚
注
５
．
４
４
７
Ｅ
中
「

1
6
1
3

」

第
二

地
域

メ
キ

シ
コ

を
除

く
Ｆ

。
．

を
「

1
6
1
3
-
0

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
４
４
７
Ｆ
中
「

1
6
3
8

」
を
「

1
6
3
8
-
0

」
に
、
「

1
6
3
2

」

Ｆ
Ｍ

Ｍ
Ｓ

Ａ
．

．
．

．

を
「

1
6
3
2
-
0

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
４
５
０
Ａ
中
「

1
6
3
8

」
を
「

1
6
3
8
-
0

」
に
改
め
、
同
脚
注
５

Ｒ
Ｓ

Ｍ
Ｍ

．
．

．

．
４
５
４
及
び
５
．
４
５
５
中
「

」
を
「

ー

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
４
５
６
を
次
の
よ
う
に
改

グ
ル

ジ
ア

ジ
ョ

ジ
ア

め
る
。



一
六
八
頁

5
.
4
5
6

（

）

未
使

用

船
舶

地
球

局
船

上
地

球
局

従
う

も
の

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
４
５
７
Ａ
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

と
す

る
た

だ
し

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

に
お

い
て

固
定

衛
星

業
務

の
宇

宙
局

と
通

信
を

行
」
の
次
に
「

5
9
2
5
-
6
4
2
5

。
、

、

う
船

上
地

球
局

は
沿

岸
諸

国
か

ら
公

認
さ

れ
た

低
潮

線
か

ら
少

な
く

と
も

ｋ
ｍ

離
れ

た
位

置
で

あ
れ

ば
あ

ら
ゆ

3
3
0

、
、

1
.
2

」
を

る
主

管
庁

と
の

事
前

の
合

意
な

し
に

最
小

口
径

ｍ
の

送
信

ア
ン

テ
ナ

を
使

用
及

び
運

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

加
え
、
同
脚
注
５
．
４
５
７
Ｂ
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
「

ー

」
を
削
り
、
同

船
舶

地
球

局
船

上
地

球
局

南
ス

ダ
ン

、

脚
注
５
．
４
５
７
Ｃ
中
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
同
脚
注
５
．
４
５
８
Ｃ
を
次
の
よ
う
に

グ
ア

テ
マ

ラ
メ

キ
シ

コ
、

改
め
る
。

5
.
4
5
8
C

（

）

未
使

用

分
配

す
る

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

に
お

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
４
５
９
中
「

」
の
次
に
「7

1
9
0
-
7
2
3
5

。

（

）
9
.
2
1

」

い
て

地
球

探
査

衛
星

業
務

地
球

か
ら

宇
宙

に
関

し
て

無
線

通
信

規
則

第
号

の
規

定
は

適
用

し
な

い
、

、
。

宇
宙

研
究

業
務

地
球

か
ら

宇
宙

に
よ

る
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
の

使

を
加
え
、
同
脚
注
５
．
４
６
０
中
「

（

）

7
1
4
5
-
7
1
9
0

用
は

深
宇

宙
に

限
る

深
宇

宙
へ

の
発

射
深

宇
宙

に
係

る
宇

宙
研

究
業

務
地

球
か

ら
宇

宙
シ

ス
テ

ム
に

」
を
「

（

）

、
。

」
に
改
め
、
同
５
．
４
６
０
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

よ
る

電
波

の
発

射

5
.
4
6
0
A

地
球

探
査

衛
星

業
務

地
球

か
ら

宇
宙

に
よ

る
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
の

使
用

は
宇

宙
機

の
運

用
の

た

（

）

7
1
9
0
-
7
2
5
0

、



一
六
九
頁

め
の

追
尾

遠
隔

測
定

及
び

遠
隔

指
令

に
限

る
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
の

地
球

探
査

衛
星

業
務

地
球

か
ら

7
1
9
0
-
7
2
5
0

（

、
。

宇
宙

の
宇

宙
局

は
既

存
及

び
将

来
の

固
定

業
務

及
び

移
動

業
務

の
局

か
ら

の
保

護
を

要
求

し
て

は
な

ら
ず

か
つ

）
、

、

無
線

通
信

規
則

第
号

を
適

用
し

な
い

無
線

通
信

規
則

第
号

を
適

用
す

る
加

え
て

固
定

業
務

及
び

移
5
.
4
3
A

9
.
1
7

、
。

。
、

動
業

務
の

既
存

及
び

将
来

の
置

局
の

保
護

を
確

保
す

る
た

め
に

非
静

止
衛

星
軌

道
又

は
静

止
衛

星
軌

道
に

あ
る

地
球

、

探
査

衛
星

業
務

の
宇

宙
機

を
支

援
す

る
地

球
局

の
位

置
は

隣
接

す
る

国
と

の
国

境
か

ら
最

低
で

も
そ

れ
ぞ

れ
ｋ

ｍ
1
0

、

及
び

ｋ
ｍ

の
距

離
を

維
持

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
た

だ
し

該
当

す
る

主
管

庁
間

で
よ

り
短

い
距

離
で

の
置

局
に

5
0

。
、

つ
い

て
別

に
合

意
が

な
さ

れ
た

場
合

を
除

く
。

5
.
4
6
0
B

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

で
地

球
探

査
衛

星
業

務
地

球
か

ら
宇

宙
を

運
用

し
て

い
る

静
止

軌
道

上
の

宇
宙

7
1
9
0
-
7
2
3
5

（

）

局
は

既
存

及
び

将
来

の
宇

宙
研

究
業

務
を

行
う

局
か

ら
の

保
護

を
要

求
し

て
は

な
ら

ず
か

つ
無

線
通

信
規

則
第

、
、

、

号
の

規
定

は
適

用
し

な
い

5
.
4
3
A

。

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
４
６
１
Ａ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

5
.
4
6
1
A
A

海
上

移
動

衛
星

業
務

に
よ

る
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
の

使
用

は
静

止
衛

星
網

に
限

る
7
3
7
5
-
7
7
5
0

、
。

5
.
4
6
1
A
B

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

に
お

い
て

海
上

移
動

衛
星

業
務

の
地

球
局

は
固

定
業

務
及

び
移

動
業

務
航

空
7
3
7
5
-
7
7
5
0

（

、
、



一
七
〇
頁

移
動

業
務

を
除

く
の

局
か

ら
の

保
護

を
要

求
し

て
は

な
ら

な
い

ま
た

こ
れ

ら
の

局
の

使
用

と
発

展
を

妨
げ

て

）

。
。

、

は
な

ら
な

い
無

線
通

信
規

則
第

号
の

規
定

は
適

用
し

な
い

5
.
4
3
A

。
。

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
４
６
８
中
「

」
及
び
「

」
を
削
り
、
同
脚
注

コ
ス

タ
リ

カ
タ

ン
ザ

ニ
ア

、
、

５
．
４
６
９
中
「

」
を
「

ー

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
４
７
１
中
「

ー

」
を
「

ー

グ
ル

ジ
ア

ジ
ョ

ジ
ア

カ
タ

ル
カ

タ
、

」
に
改
め
、
「

ー

」
を
削
り
、
同
脚
注
５
．
４
７
３
中
「

」
を
「

ー

」
に

ル
及

び
及

び
南

ス
ダ

ン
グ

ル
ジ

ア
ジ

ョ
ジ

ア

改
め
、
同
脚
注
５
．
４
７
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

5
.
4
7
4
A

（

）

9
2
0
0
-
9
3
0
0

9
9
0
0
-
1
0
4
0
0

9
3
0

地
球

探
査

衛
星

業
務

能
動

に
よ

る
Ｍ

Ｈ
ｚ

及
び

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

の
使

用
は

、

Ｍ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

内
で

は
十

分
に

対
応

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
Ｍ

Ｈ
ｚ

以
上

の
帯

域
を

必
要

と
す

る
シ

ス
0
-
9
9
0
0

6
0
0

テ
ム

に
限

る
こ

の
使

用
は

ア
ル

ジ
ェ

リ
ア

サ
ウ

ジ
ア

ラ
ビ

ア
バ

レ
ン

エ
ジ

プ
ト

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

ー

ー

。
、

、
、

、
、

、

イ
ラ

ン
レ

バ
ノ

ン
及

び
チ

ュ
ニ

ジ
ア

か
ら

無
線

通
信

規
則

第
号

に
基

づ
く

同
意

を
得

る
こ

と
を

条
件

と
す

る
9
.
2
1

、
。

無
線

通
信

規
則

第
号

に
基

づ
く

回
答

を
し

な
か

っ
た

主
管

庁
は

調
整

要
求

に
同

意
し

な
か

っ
た

と
み

な
さ

れ
る

9
.
5
2

、

こ
の

場
合

地
球

探
査

衛
星

業
務

能
動

を
運

用
し

て
い

る
衛

星
シ

ス
テ

ム
の

通
告

主
管

庁
は

無
線

通
信

規
則

（

）

。
、

、

第
９

条
の

第
Ⅱ

Ｄ
節

に
基

づ
き

無
線

通
信

局
の

支
援

を
求

め
る

こ
と

が
で

き
る

。

5
.
4
7
4
B

地
球

探
査

衛
星

業
務

能
動

で
運

用
す

る
局

は
Ｉ

Ｔ
Ｕ

－
Ｒ

勧
告

Ｒ
Ｓ

に
従

う

（

）

2
0
6
6
-
0

、
．

。



一
七
一
頁

5
.
4
7
4
C

地
球

探
査

衛
星

業
務

能
動

で
運

用
す

る
局

は
Ｉ

Ｔ
Ｕ

－
Ｒ

勧
告

Ｒ
Ｓ

に
従

う

（

）

2
0
6
5
-
0

、
．

。

5
.
4
7
4
D

地
球

探
査

衛
星

業
務

能
動

の
局

は
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
の

海
上

無
線

航
行

業
務

及
び

無
線

標
定

業

（

）

9
2
0
0
-
9
3
0
0

、

務
Ｍ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
の

無
線

航
行

業
務

及
び

無
線

標
定

業
務

並
び

に
Ｇ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
9
9
0
0
-
1
0
0
0
0

1
0
.
0
-
1
0
.
4

、

の
無

線
標

定
業

務
の

局
に

有
害

な
混

信
を

生
じ

さ
せ

て
は

な
ら

な
い

ま
た

こ
れ

ら
の

局
か

ら
の

保
護

を
要

求
し

て
。

、

は
な

ら
な

い
。

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
４
７
７
中
「

ー

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
同
脚
注
５
．

オ
マ

ン
ウ

ガ
ン

ダ
、

コ
ス

タ
リ

カ
メ

キ
シ

コ
ベ

ネ
ズ

エ
ラ

コ
ロ

ン
ビ

ア
コ

ス
タ

リ
カ

４
８
０
中
「

」
及
び
「

」
を
削
り
、
「

」
を
「

、
、

、

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
４
８
１
中
「

」
を
「

」
に

メ
キ

シ
コ

及
び

ベ
ネ

ズ
エ

ラ
ド

イ
ツ

ア
ル

ジ
ェ

リ
ア

ド
イ

ツ
、

、

コ
ス

タ
リ

カ
タ

ン
ザ

ニ
ア

タ
イ

分
配

す
る

コ
ス

タ
リ

カ
で

改
め
、
「

」
及
び
「

」
を
削
り
、
「

」
の
次
に
「

、
、

、
。

1
0
.
4
5
-
1
0
.
5

」
を
加
え
、
同
脚
注
５
．
４

は
Ｇ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
は

一
次

的
基

礎
で

固
定

業
務

に
も

分
配

す
る

、
、

。

８
２
及
び
５
．
４
８
３
中
「

」
を
「

ー

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
４
８
４
Ａ
の
次
に
次
の
よ
う
に

グ
ル

ジ
ア

ジ
ョ

ジ
ア

加
え
る
。

5
.
4
8
4
B

決
議

第
Ｗ

Ｒ
Ｃ

－
を

適
用

す
る

1
5
5

（

1
5

）

。



一
七
二
頁

メ
キ

シ
コ

及
び

ア
ン

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
４
８
６
中
「

」
を
削
り
、
同
脚
注
５
．
４
９
４
中
「、

」
を
削
り
、
同
脚
注
５
．
４
９
５
中
「

」
を
削
り
、
同
脚
注
５
．
４
９
９
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

ゴ
ラ

タ
ン

ザ
ニ

ア
、

え
る
。

5
.
4
9
9
A

固
定

衛
星

業
務

宇
宙

か
ら

地
球

に
よ

る
Ｇ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
の

使
用

は
静

止
衛

星
シ

ス
テ

ム
に

（

）

1
3
.
4
-
1
3
.
6
5

、

限
り

年
月

日
ま

で
に

無
線

通
信

局
が

事
前

公
表

情
報

と
し

て
受

領
し

た
静

止
衛

星
軌

道
に

あ
る

宇
宙

局
2
0
1
5

1
1

2
7

、
、

ー

（

）

か
ら

非
静

止
衛

星
軌

道
に

あ
る

関
連

す
る

宇
宙

局
へ

デ
タ

を
中

継
す

る
た

め
の

宇
宙

研
究

業
務

宇
宙

か
ら

宇
宙

の
衛

星
シ

ス
テ

ム
に

関
し

て
無

線
通

信
規

則
第

号
に

基
づ

く
同

意
を

得
る

こ
と

を
条

件
と

す
る

9
.
2
1

。

5
.
4
9
9
B

主
管

庁
は

固
定

衛
星

業
務

宇
宙

か
ら

地
球

へ
の

一
次

的
基

礎
で

の
分

配
に

よ
っ

て
Ｇ

Ｈ
ｚ

の

（

）

1
3
.
4
-
1
3
.
6
5

、
、

周
波

数
帯

に
二

次
的

基
礎

で
分

配
し

た
標

準
周

波
数

報
時

衛
星

業
務

地
球

か
ら

宇
宙

の
送

信
地

球
局

の
置

局
及

び

（

）

運
用

を
妨

げ
て

は
な

ら
な

い
。

5
.
4
9
9
C

Ｇ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

の
宇

宙
研

究
業

務
へ

の
一

次
的

基
礎

で
の

分
配

は
以

下
に

限
る

も
の

と
す

る
1
3
.
4
-
1
3
.
6
5

、
。

－
年

月
日

ま
で

に
無

線
通

信
局

が
事

前
公

表
情

報
と

し
て

受
領

し
た

静
止

衛
星

軌
道

に
あ

る
宇

宙
局

2
0
1
5

1
1

2
7

、

か
ら

非
静

止
衛

星
軌

道
に

あ
る

関
連

す
る

宇
宙

局
へ

デ
タ

を
中

継
す

る
た

め
の

宇
宙

研
究

業
務

宇
宙

か
ら

宇

ー

（



一
七
三
頁

宙
の

衛
星

シ
ス

テ
ム

）
－

能
動

宇
宙

検
知

器

－
静

止
衛

星
軌

道
に

あ
る

宇
宙

局
か

ら
関

連
す

る
地

球
局

へ
デ

タ
を

中
継

す
る

た
め

の
宇

宙
研

究
業

務
宇

宙

ー

（

か
ら

地
球

の
衛

星
シ

ス
テ

ム
）

宇
宙

研
究

業
務

に
よ

る
こ

の
周

波
数

帯
の

そ
の

他
の

使
用

は
二

次
的

基
礎

と
す

る
、

。

5
.
4
9
9
D

Ｇ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

に
お

い
て

は
宇

宙
研

究
業

務
宇

宙
か

ら
地

球
及

び
宇

宙
研

究
業

務
宇

宙
1
3
.
4
-
1
3
.
6
5

（

）

（

、

か
ら

宇
宙

の
衛

星
シ

ス
テ

ム
は

固
定

業
務

移
動

業
務

無
線

標
定

業
務

及
び

地
球

探
査

衛
星

能
動

業
務

の

）

（

）

、
、

、

局
に

有
害

な
混

信
を

生
じ

さ
せ

て
は

な
ら

な
い

ま
た

こ
れ

ら
の

局
か

ら
の

保
護

を
要

求
し

て
は

な
ら

な
い

。
、

。

5
.
4
9
9
E

Ｇ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

に
お

い
て

は
固

定
衛

星
業

務
宇

宙
か

ら
地

球
の

静
止

衛
星

網
は

無
線

通
1
3
.
4
-
1
3
.
6
5

（

）

、
、

信
規

則
に

従
っ

て
運

用
し

て
い

る
地

球
探

査
衛

星
業

務
能

動
の

宇
宙

局
か

ら
の

保
護

を
要

求
し

て
は

な
ら

ず
無

（

）

、

線
通

信
規

則
第

号
の

規
定

は
適

用
し

な
い

無
線

通
信

規
則

第
号

の
規

定
は

こ
の

周
波

数
帯

に
お

け
る

固
5
.
4
3
A

2
2
.
2

。
、

定
衛

星
業

務
宇

宙
か

ら
地

球
に

対
す

る
地

球
探

査
衛

星
業

務
能

動
に

は
適

用
し

な
い

（

）

（

）

。

ア
ン

ゴ
ラ

一
次

的

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
５
０
０
中
「

」
を
削
り
、
同
脚
注
５
．
５
０
１
Ａ
中
「

、

基
礎

で
の

宇
宙

研
究

業
務

に
よ

る
分

配
は

宇
宙

研
究

業
務

へ
の

一
次

的
基

礎
で

の
1
3
.
4

」
を
「1

3
.
6
5

」
に
、
「

」
を
「



一
七
四
頁

分
配

は
干

潮
線

低
潮

線
Ｍ

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
５
０
２
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
５
０
４
Ｂ
中
「

．

1
6
4
3

」
を
「

1
6
4
3
-
0

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
５
０
４
Ｃ
中
「

」
の
次
に
「

ー

ー

」

Ｍ
サ

ウ
ジ

ア
ラ

ビ
ア

バ
レ

ン
．

、

を
加
え
、
「

1
6
4
3

」
を
「

1
6
4
3
-
0

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
５
０
５
中
「

Ｉ
Ｔ

Ｕ
Ｒ

勧
告

Ｍ
Ｉ

Ｔ
Ｕ

－
Ｒ

勧
告

Ｍ
．

．
」
及
び
「

」
を
削
り
、
同
脚
注
５
．
５
０
６
Ｂ
中
「

」
を
削
り
、
同
脚
注
５

ア
ン

ゴ
ラ

タ
ン

ザ
ニ

ア
ギ

リ
シ

ャ
、

、
、

サ
ウ

ジ
ア

ラ
ビ

ア
バ

レ
ン

Ｉ
Ｔ

Ｕ
Ｒ

勧
告

Ｍ
Ｉ

．
５
０
８
Ａ
中
「

」
の
次
に
「

ー

ー

」
を
加
え
、
「

1
6
4
3

」
を
「

、
．

Ｔ
Ｕ

－
Ｒ

勧
告

Ｍ
サ

ウ
ジ

ア
ラ

ビ
ア

バ
レ

ン
1
6
4
3
-
0

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
５
０
９
Ａ
中
「

」
の
次
に
「

ー

ー

．
、

」
を
加
え
、
「

1
6
4
3

」
を
「

1
6
4
3
-
0

」
に
改
め
、
同
５
．
５
０
９
Ａ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

Ｍ
Ｍ

．
．

5
.
5
0
9
B

放
送

衛
星

業
務

用
フ

ィ
ダ

リ
ン

ク
以

外
の

固
定

衛
星

業
務

地
球

か
ら

宇
宙

に
よ

る
決

議
第

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

ー

（

）

1
6
3

（

、

に
掲

げ
る

国
に

お
け

る
Ｇ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
の

使
用

及
び

決
議

第
Ｗ

Ｒ
Ｃ

－
に

掲
げ

る
国

1
5

）

1
4
.
5
-
1
4
.
7
5

1
6
4

（

1
5

）

に
お

け
る

Ｇ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

の
使

用
は

静
止

衛
星

に
限

る
1
4
.
5
-
1
4
.
8

、
。

5
.
5
0
9
C

放
送

衛
星

業
務

用
フ

ィ
ダ

リ
ン

ク
以

外
の

固
定

衛
星

業
務

地
球

か
ら

宇
宙

に
よ

る
決

議
第

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

ー

（

）

1
6
3

（

、

に
掲

げ
る

国
に

お
け

る
Ｇ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
の

使
用

及
び

決
議

第
Ｗ

Ｒ
Ｃ

－
に

掲
げ

る
国

1
5

）

1
4
.
5
-
1
4
.
7
5

1
6
4

（

1
5

）

に
お

け
る

Ｇ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

の
使

用
に

お
い

て
は

固
定

衛
星

業
務

の
地

球
局

の
最

小
空

中
線

口
径

は
６

1
4
.
5
-
1
4
.
8

、

ｍ
で

あ
り

か
つ

空
中

線
入

力
で

の
最

大
ス

ペ
ク

ト
ル

電
力

密
度

は
－

ｄ
Ｂ

Ｗ
／

Ｈ
ｚ

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
4
4
.
5

、
、



一
七
五
頁

地
球

局
は

陸
上

の
既

知
の

場
所

に
あ

る
こ

と
を

通
告

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
、

。

5
.
5
0
9
D

1
6
3

（
1
5

）

1
4
.
5
-
1
4
.
7
5

1
6
4

（

1
5

）

決
議

第
Ｗ

Ｒ
Ｃ

－
に

掲
げ

る
国

の
Ｇ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
及

び
決

議
第

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

に
掲

げ
る

国
の

Ｇ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

に
お

い
て

主
管

庁
が

放
送

衛
星

業
務

用
フ

ィ
ダ

リ
ン

ク
以

外
の

固
1
4
.
5
-
1
4
.
8

ー

、

定
衛

星
業

務
地

球
か

ら
宇

宙
の

地
球

局
の

使
用

を
開

始
す

る
前

に
こ

の
地

球
局

に
よ

っ
て

生
じ

る
電

力
束

密
度

（

）

、

が
沿

岸
諸

国
か

ら
公

認
さ

れ
た

低
潮

線
と

し
て

定
義

さ
れ

る
全

て
の

海
岸

か
ら

海
側

ｋ
ｍ

の
地

点
で

海
抜

０
ｍ

か
2
2

、

ら
ｍ

ま
で

の
全

て
の

高
度

に
お

い
て

－
ｄ

Ｂ
Ｗ

／
ｍ

４
ｋ

Ｈ
ｚ

を
超

え
な

い
こ

と
を

確
保

し
1
9
0
0
0

1
5
1
.
5

（

（

・

）
）

２

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

5
.
5
0
9
E

1
6
3

（

1
5

）

1
4
.
5
-
1
4
.
7
5

1
6
4

（

1
5

）

決
議

第
Ｗ

Ｒ
Ｃ

－
に

掲
げ

る
国

の
Ｇ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
及

び
決

議
第

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

に
掲

げ
る

国
の

Ｇ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

に
お

い
て

放
送

衛
星

業
務

用
フ

ィ
ダ

リ
ン

ク
以

外
の

固
定

衛
星

業
1
4
.
5
-
1
4
.
8

ー

、

務
地

球
か

ら
宇

宙
の

地
球

局
の

位
置

は
他

の
国

と
の

国
境

か
ら

最
低

で
も

ｋ
ｍ

の
距

離
を

維
持

し
な

け
れ

ば
な

(
)

5
0
0

、

ら
な

い
た

だ
し

関
係

主
管

庁
間

で
そ

れ
よ

り
も

短
い

距
離

で
の

置
局

に
つ

い
て

明
示

的
に

合
意

が
な

さ
れ

た
場

合
。

、

を
除

く
こ

の
規

定
を

適
用

す
る

際
は

主
管

庁
は

こ
れ

ら
の

無
線

通
信

規
則

の
関

連
部

分
及

び
関

連
す

る
Ｉ

Ｔ
Ｕ

－
。

、

Ｒ
勧

告
の

最
新

版
を

考
慮

す
る

も
の

と
す

る
。

5
.
5
0
9
F



一
七
六
頁

1
6
3

（

1
5

）

1
4
.
5
-
1
4
.
7
5

1
6
4

（

1
5

）

決
議

第
Ｗ

Ｒ
Ｃ

－
に

掲
げ

る
国

の
Ｇ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
及

び
決

議
第

Ｗ
Ｒ

Ｃ
－

に
掲

げ
る

国
の

Ｇ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

に
お

い
て

放
送

衛
星

業
務

用
フ

ィ
ダ

リ
ン

ク
以

外
の

固
定

衛
星

業
1
4
.
5
-
1
4
.
8

ー

、

務
地

球
か

ら
宇

宙
の

地
球

局
は

固
定

業
務

及
び

移
動

業
務

の
将

来
の

置
局

を
妨

げ
て

は
な

ら
な

い

（

）

、
。

5
.
5
0
9
G

Ｇ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

は
一

次
的

基
礎

で
宇

宙
研

究
業

務
に

も
分

配
す

る
た

だ
し

そ
う

し
た

使
用

は
1
4
.
5
-
1
4
.
8

、
。

、

関
連

す
る

地
球

局
か

ら
静

止
衛

星
軌

道
の

宇
宙

局
に

デ
タ

を
中

継
す

る
宇

宙
研

究
業

務
地

球
か

ら
宇

宙
を

運

ー

（

）

、用
し

て
い

る
衛

星
シ

ス
テ

ム
に

限
る

宇
宙

研
究

業
務

の
局

は
固

定
業

務
移

動
業

務
及

び
固

定
衛

星
業

務
放

送

（

。
、

、

衛
星

業
務

及
び

無
線

通
信

規
則

付
録

第
号

に
基

づ
く

保
護

周
波

数
帯

を
使

用
す

る
関

連
す

る
宇

宙
運

用
機

能
へ

の
フ

3
0
A

ィ
ダ

リ
ン

ク
並

び
に

第
二

地
域

の
放

送
衛

星
業

務
用

フ
ィ

ダ
リ

ン
ク

に
限

る
に

有
害

な
混

信
を

生
じ

さ
せ

て

ー

ー

）

。

は
な

ら
な

い
ま

た
こ

れ
ら

の
業

務
か

ら
の

保
護

を
要

求
し

て
は

な
ら

な
い

宇
宙

研
究

業
務

に
よ

る
こ

の
周

波
数

。
、

。

帯
の

そ
の

他
の

使
用

は
二

次
的

基
礎

と
す

る
、

。

固
定

衛
星

業
務

決
議

第
Ｗ

Ｒ
Ｃ

－
及

び
決

議

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
５
１
０
中
「

」
を
「

1
6
3

（

1
5

）

第
Ｗ

Ｒ
Ｃ

－
に

従
う

使
用

を
除

き
固

定
衛

星
業

務
保

留
す

る
放

送
衛

星
業

1
6
4

（

1
5

）

」
に
改
め
、
「

」
の
次
に
「

、
。

務
用

フ
ィ

ダ
リ

ン
ク

以
外

に
よ

る
使

用
は

Ｇ
Ｈ

ｚ
の

周
波

数
帯

に
つ

い
て

は
第

一
地

域
及

び
第

二
地

ー

1
4
.
7
5
-
1
4
.
8

、

」
を
加
え
、
同
脚
注
５
．
５
１
１
Ａ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

域
で

は
許

さ
れ

な
い

。

5
.
5
1
1
A



一
七
七
頁

（

）

1
5
.
4
3
-
1
5
.
6
3

9
.
1

固
定

衛
星

業
務

宇
宙

か
ら

地
球

に
よ

る
Ｇ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
の

使
用

は
無

線
通

信
規

則
第

、

号
に

定
め

る
調

整
に

従
う

こ
と

を
条

件
と

し
て

移
動

衛
星

業
務

の
非

静
止

シ
ス

テ
ム

の
フ

ィ
ダ

リ
ン

ク
に

限
定

1
A

ー

、

さ
れ

る
。

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
５
１
１
Ｃ
中
「

1
3
4
0

」
を
「

1
3
4
0
-
0

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
５

Ｓ
Ｓ

．
．

１
１
Ｄ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

5
.
5
1
1
D

（

）

未
使

用

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
５
１
２
中
「

」
、
「

」
、
「

」
及

ア
ン

ゴ
ラ

コ
ス

タ
リ

カ
セ

ル
ビ

ア
、

、
、

び
「

」
を
削
り
、
同
脚
注
５
．
５
１
３
Ａ
中
「

」
を
「

」
に
改
め

タ
ン

ザ
ニ

ア
宇

宙
能

動
検

知
器

能
動

宇
宙

検
知

器
、

、
同
脚
注
５
．
５
１
４
中
「

」
を
削
り
、
同
脚
注
５
．
５
２
１
中
「

ー

」
を
削
り

ア
ン

ゴ
ラ

ド
イ

ツ
デ

ン
マ

ク
、

、
、

、
同
脚
注
５
．
５
２
４
中
「

」
及
び
「

」
を
削
り
、
同
脚
注
５
．
５
２
７
の
次
に
次
の
よ

ア
ン

ゴ
ラ

タ
ン

ザ
ニ

ア
、

、

う
に
加
え
る
。

5
.
5
2
7
A

固
定

衛
星

業
務

の
局

と
通

信
す

る
移

動
す

る
地

球
局

の
運

用
は

決
議

第
Ｗ

Ｒ
Ｃ

－
に

従
う

こ
と

を
条

件
1
5
6

（

1
5

）

、

と
す

る
。

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
５
３
０
Ａ
中
「

4
5
2

（
」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
同
脚
注
５
．

Ｐ
最

新
版

の
．

５
３
０
Ｃ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



一
七
八
頁

5
.
5
3
0
C

（

）

未
使

用
第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
５
３
６
Ｂ
中
「

ー

」
の
次
に
「

ー

ー

」
を
加
え
、
「

オ
ス

ト
リ

ア
バ

レ
ン

、

ブ
ル

ガ
リ

ア
リ

ヒ
テ

ン
シ

ュ
タ

イ
ン

ス
イ

ス
シ

ス

」
、
「

」
及
び
「

」
を
削
り
、
同
脚
注
５
．
５
４
３
Ａ
中
「

、
、

、

テ
ム

は
最

新
版

の
一

次
分

配
一

次
的

基
礎

で
の

分
配

改
参

照
す

る

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
「

」
を
「

」
に
、
「

）

、

こ
と

改
を

参
照

す
る

こ
と

グ
ル

ジ

」
を
「

）

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
５
４
５
、
５
．
５
４
６
及
び
５
．
５
５
０
中
「

」
を
「

ー

」
に
改
め
、
同
脚
注
５
．
５
５
１
Ｈ
中
「

1
6
3
1

」
を
「

1
6
3
1
-
0

」
に
改
め
、
同

ア
ジ

ョ
ジ

ア
Ｒ

Ａ
Ｒ

Ａ
．

．

脚
注
５
．
５
５
９
Ａ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

5
.
5
5
9
B

無
線

標
定

業
務

に
よ

る
Ｇ

Ｈ
ｚ

の
周

波
数

帯
の

使
用

は
自

動
車

に
設

置
し

た
レ

ダ
を

含
む

地
上

で
使

7
7
.
5
-
7
8

ー

ー

、

用
す

る
ア

プ
リ

ケ
シ

ョ
ン

の
た

め
の

近
距

離
レ

ダ
に

限
る

こ
れ

ら
の

レ
ダ

の
技

術
特

性
は

最
新

版
の

ー

ー

ー

ー

ー

。
、

Ｉ
Ｔ

Ｕ
－

Ｒ
勧

告
Ｍ

に
規

定
す

る
無

線
通

信
規

則
第

号
の

規
定

は
適

用
し

な
い

2
0
5
7

4
.
1
0

．
。

。

年
ま

で
分

配
す

る
こ

第
２
の
国
際
周
波
数
分
配
の
脚
注
５
．
５
６
２
Ｄ
中
「

2
0
1
5

」
を
削
り
、
「

」
の
次
に
「

、
。

の
脚

注
に

示
し

た
周

波
数

帯
で

運
用

す
る

大
韓

民
国

の
電

波
天

文
局

は
無

線
通

信
規

則
に

従
っ

て
運

用
し

て
い

る
他

、

の
国

の
業

務
か

ら
の

保
護

を
要

求
し

て
は

な
ら

な
い

ま
た

こ
れ

ら
の

業
務

の
使

用
と

発
展

を
妨

げ
て

は
な

ら
な

い
。

、

」
を
加
え
る
。

。

第
３
の
表
中



一
七
九
頁

１
２

「
7
.
2
5

1
0
.
2
5

Ｇ
Ｈ

ｚ
以

上
Ｇ

Ｈ
ｚ

未
満

，

」

2
2

2
4
.
2
5

Ｇ
Ｈ

ｚ
以

上
Ｇ

Ｈ
ｚ

未
満

２
３

，

」

「

7
.
2
5

1
0
.
2
5

Ｇ
Ｈ

ｚ
以

上
Ｇ

Ｈ
ｚ

未
満

１
２

，

改
め
、
同
表
の
３
を
削
る
。

をに



 

 

別表３－２ ４－25ＭＨｚ帯海上移動業務（無線電信）の周波数表 

１ 船舶局（海洋学データ伝送）の周波数表 

４ＭＨｚ帯 ６ＭＨｚ帯 ８ＭＨｚ帯 12ＭＨｚ帯 16ＭＨｚ帯 22ＭＨｚ帯 

4063.3 

4063.6 

4063.9 

4064.2 

4064.5 

4064.8 

6261.3 

6261.6 

6261.9 

6262.2 

6262.5 

8340.3 

8340.6 

8340.9 

8341.2 

8341.5 

12420.3 

12420.6 

12420.9 

12421.2 

12421.5 

16617.3 

16617.6 

16617.9 

16618.2 

16618.5 

22240.3 

22240.6 

22240.9 

22241.2 

22241.5 

 



 

 

２ 海岸局の２周波数運用（ＦＳＫの場合は100ボーを、ＰＳＫの場合は200ボーを超えない速度の狭帯域直接印刷電信方式及び狭帯域データ伝送方

式）の周波数表 

チャネ

ル番号 

４ＭＨｚ帯 ６ＭＨｚ帯 ８ＭＨｚ帯 12ＭＨｚ帯 16ＭＨｚ帯 18/19ＭＨｚ帯 22ＭＨｚ帯 

送信 受信 送信 受信 送信 受信 送信 受信 送信 受信 送信 受信 送信 受信 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

4210.5 

4211 

4211.5 

4212 

4212.5 

4213 

4213.5 

4214 

4214.5 

4215 

4177.5＊ 

4215.5 

4216 

4172.5 

4173 

4173.5 

4174 

4174.5 

4175 

4175.5 

4176 

4176.5 

4177 

4177.5＊ 

4178 

4178.5 

6314.5 

6315 

6315.5 

6316 

6316.5 

6317 

6317.5 

6318 

6318.5 

6319 

6268＊ 

6319.5 

6320 

6320.5 

6263 

6263.5 

6264 

6264.5 

6265 

6265.5 

6266 

6266.5 

6267 

6267.5 

6268＊ 

6268.5 

6269 

6269.5 

8376.5＊ 

8417 

8417.5 

8418 

8418.5 

8419 

8419.5 

8420 

8420.5 

8421 

8421.5 

8422 

8422.5 

8423 

8423.5 

8376.5＊ 

8377 

8377.5 

8378 

8378.5 

8379 

8379.5 

8380 

8380.5 

8381 

8381.5 

8382 

8382.5 

8383 

8383.5 

12579.5 

12580 

12580.5 

12581 

12581.5 

12582 

12582.5 

12583 

12583.5 

12584 

12584.5 

12585 

12585.5 

12586 

12586.5 

12587 

12587.5 

12588 

12588.5 

12589 

12589.5 

12590 

12590.5 

12591 

12591.5 

12592 

12592.5 

12477 

12477.5 

12478 

12478.5 

12479 

12479.5 

12480 

12480.5 

12481 

12481.5 

12482 

12482.5 

12483 

12483.5 

12484 

12484.5 

12485 

12485.5 

12486 

12486.5 

12487 

12487.5 

12488 

12488.5 

12489 

12489.5 

12490 

16807 

16807.5 

16808 

16808.5 

16809 

16809.5 

16810 

16810.5 

16811 

16811.5 

16812 

16812.5 

16813 

16813.5 

16814 

16814.5 

16815 

16815.5 

16816 

16816.5 

16817 

16817.5 

16818 

16695＊ 

16818.5 

16819 

16819.5 

16683.5 

16684 

16684.5 

16685 

16685.5 

16686 

16686.5 

16687 

16687.5 

16688 

16688.5 

16689 

16689.5 

16690 

16690.5 

16691 

16691.5 

16692 

16692.5 

16693 

16693.5 

16694 

16694.5 

16695＊ 

16695.5 

16696 

16696.5 

 

 

 

 

 

 

19684 

19684.5 

19685 

19685.5 

19686 

19686.5 

19687 

19687.5 

19688 

19688.5 

19689 

19689.5 

19690 

19690.5 

 

 

 

 

 

 

18873.5 

18874 

18874.5 

18875 

18875.5 

18876 

18876.5 

18877 

18877.5 

18878 

18878.5 

18879 

18879.5 

18880 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22382.5 

22383 

22383.5 

22384 

22384.5 

22385 

22385.5 

22386 

22386.5 

22387 

22387.5 

22388 

22388.5 

22389 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22290.5 

22291 

22291.5 

22292 

22292.5 

22293 

22293.5 

22294 

22294.5 

22295 

22295.5 

22296 

22296.5 

22297 



 

 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

      12593 

12593.5 

12594 

12594.5 

12595 

12595.5 

12596 

12596.5 

12597 

12597.5 

12598 

12598.5 

12599 

12599.5 

12600 

12600.5 

12601 

12601.5 

12602 

12602.5 

12603 

12603.5 

12604 

12604.5 

12605 

12605.5 

12606 

12606.5 

12607 

12607.5 

12608 

12608.5 

12609 

12490.5 

12491 

12491.5 

12492 

12492.5 

12493 

12493.5 

12494 

12494.5 

12495 

12495.5 

12496 

12496.5 

12497 

12497.5 

12498 

12498.5 

12499 

12499.5 

12500 

12500.5 

12501 

12501.5 

12502 

12502.5 

12503 

12503.5 

12504 

12504.5 

12505 

12505.5 

12506 

12506.5 

16820 

16820.5 

16821 

16821.5 

16697 

16697.5 

16698 

16698.5 

    



 

 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

      12609.5 

12610 

12610.5 

12611 

12611.5 

12612 

12612.5 

12613 

12613.5 

12614 

12614.5 

12615 

12615.5 

12616 

12616.5 

12617 

12617.5 

12618 

12618.5 

12619 

12619.5 

12620 

12620.5 

12621 

12621.5 

12622 

12520* 

12622.5 

12623 

12623.5 

12624 

12624.5 

12507 

12507.5 

12508 

12508.5 

12509 

12509.5 

12510 

12510.5 

12511 

12511.5 

12512 

12512.5 

12513 

12513.5 

12514 

12514.5 

12515 

12515.5 

12516 

12516.5 

12517 

12517.5 

12518 

12518.5 

12519 

12519.5 

12520＊ 

12520.5 

12521 

12521.5 

12522 

12522.5 

      

＊ この周波数の使用の条件は、無線通信規則第31条を参照すること。 



 

 

３ 船舶局（ＦＳＫの場合は100ボーを、ＰＳＫの場合は200ボーを超えない速度の狭帯域直接印刷電信方式及び狭帯域データ伝送方式）の周波数表 

チャネル番号 ４ＭＨｚ帯 ６ＭＨｚ帯 ８ＭＨｚ帯 12ＭＨｚ帯 16ＭＨｚ帯 18/19ＭＨｚ帯 22ＭＨｚ帯 25/26ＭＨｚ帯 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

4170.5 

4171 

4171.5 

4172 

4179 

4179.5 

4180 

6260.25 

6260.75 

6321 

6321.5 

8339.25 

8339.75 

8375 

8375.5 

8376 

12419.25 

12419.75 

12422 

12476.5 

12655 

12655.5 

12656 

12656.5 

16615.25 

16615.75 

16616.25 

16616.75 

16682 

16682.5 

16683 

19691 22290 

22297.5 

22298 

22298.5 

22299 

22443.5 

26101 

26101.5 

26102 

26102.5 

 



 

 

４ 海岸局、船舶局（デジタル選択呼出し）の周波数表 

４ＭＨｚ帯 ６ＭＨｚ帯 ８ＭＨｚ帯 12ＭＨｚ帯 

海岸局 船舶局 海岸局 船舶局 海岸局 船舶局 海岸局 船舶局 

4218＊＊ 

4219.5 

4220 

4220.5 

4180.5＊＊ 

4207.5＊ 

4208 

4208.5 

4209 

6326.5＊＊ 

6331 

6331.5 

6332 

6275.5＊＊ 

6312＊ 

6312.5 

6313 

6313.5 

8431.5＊＊ 

8436.5 

8437 

8437.5 

8391.5＊＊ 

8414.5＊ 

8415 

8415.5 

8416 

12623＊＊ 

12657 

12657.5 

12658 

12521＊＊ 

12577＊ 

12577.5 

12578 

12578.5 

 

16ＭＨｚ帯 18/19ＭＨｚ帯 22ＭＨｚ帯 25/26ＭＨｚ帯 

海岸局 船舶局 海岸局 船舶局 海岸局 船舶局 海岸局 船舶局 

16844＊＊ 

16903 

16903.5 

16904 

16721＊＊ 

16804.5＊ 

16805 

16805.5 

16806 

19682.5＊＊ 

19703.5 

19704 

19704.5 

18872＊＊ 

18898.5 

18899 

18899.5 

22410＊＊ 

22444 

22444.5 

22445 

22318＊＊ 

22374.5 

22375 

22375.5 

26103＊＊ 

26121 

26121.5 

26122 

25175＊＊ 

25208.5 

25209 

25209.5 

＊ これらの周波数は、遭難、緊急及び安全の目的のために使用する。 

＊＊ これらの周波数は、データ通信を行う海上移動業務の局からの混信を容認することを条件として、使用することができる。 

対に組み合わされる周波数(海岸局/船舶局) 4219.5/4208ｋＨｚ、6331/6312.5ｋＨｚ、8436.5/8415ｋＨｚ、12657/12577.5ｋＨｚ、16903/16805

ｋＨｚ、19703.5/18898.5ｋＨｚ、22444/22374.5ｋＨｚ及び26121/25208.5ｋＨｚは、デジタル選択呼出方式のために第一に選択すべき国際周波数

である。 
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